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条 例

新潟市市税条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第２７号

新潟市市税条例の一部を改正する条例

新潟市市税条例（昭和３７年新潟市条例第２号）の一部

を次のように改正する。

第４７条第２項中「土地登記簿若しくは」を「登記簿又
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は」に改め，「又は建物登記簿」を削り，同条第５項中

「土地登記簿」を「登記簿」に改める。

第５１条第４号中「第５１条」を「第５０条の３」に改める。

第５９条の３第２項中「本項」を「この項」に改め，「翌々

年度」の次に「（法第３４９条の３の３第１項に規定する避

難の指示等（以下この項及び第７０条の２において「避難

の指示等」という。）が行われた場合において，法第３４９

条の３の３第１項に規定する避難等解除日（以下この項

及び第７０条の２において「避難等解除日」という。）の属

する年が法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年（以

下この項及び第７０条の２において「被災年」という。）の

翌年以後の年であるときは，当該被災年度の翌年度から

避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する

日を賦課期日とする年度までの各年度）」を加える。

第６８条第１項中「不動産登記法（明治３２年法律第２４号）

第８０条第１項若しくは第３項，第８１条第１項若しくは第

３項，第８１条ノ８，第９３条第１項若しくは第３項，第９３条ノ

５第１項若しくは第３項若しくは第９３条ノ１１」を「不動

産登記法（平成１６年法律第１２３号）第３６条，第３７条第１項

若しくは第２項，第４２条，第４７条第１項，第５１条第１項

（共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の

登記がある建物の場合に係る部分を除く。），第２項若し

くは第３項若しくは第５７条」に改める。

第７０条の２第１項中「翌々年度」の次に「（避難の指示

等が行われた場合において，避難等解除日の属する年が

被災年の翌年以後の年であるときは，当該被災年度の翌

年度から避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各年度）」を加

え，同項第２号中「本号」を「この号」に改め，同条第

２項中「翌々年度分」の次に「（避難の指示等が行われた

場合において，避難等解除日の属する年が被災年の翌年

以後の年であるときは，当該被災年度の翌年度から避難

等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を

賦課期日とする年度までの各年度分）」を加える。

第１４７条第２項中「第２５項，第２７項から第３０項まで，第

３２項から第３４項まで，第３９項又は第４０項」を「第２３項，第

２５項から第２８項まで，第３０項から第３２項まで，第３７項又は

第３８項」に改める。

附則第６条第１項中「平成１８年度」を「平成２１年度」

に改める。

附則第８条の３中「第７条の２第１１項各号」を「第７

条の２第１３項第１号」に改め，同条に次の１項を加える。

２ 法附則第１６条の２第１０項の規定の適用を受ける家屋

に係る平成１７年度から平成２０年度までの各年度分の固

定資産税については，前条の規定は適用しない。

附則第１３条中「又は第３１条の２の２第１項」，「又は第

５８７条の２第１項本文」とあるのは「若しくは第５８７条の

２第１項本文又は法附則第３１条の２第１項」と，「」及び

「若しくは第３１条の２の２」を削る。

附則第１３条の２第６項を削り，同条第７項中「附則第

３１条の３第５項」を「附則第３１条の３第４項」に改め，

同項を同条第６項とし，同条第８項を削る。

附則第１５条の３の１５の次に次の１条を加える。

（平成１７年度分の固定資産税の納期に関する特例）

第１５条の３の１６ 平成１７年度分の固定資産税に限り，第

６３条第１項の規定の適用については，同項中「第１期

４月１６日から同月３０日まで」とあるのは，「第１期５月

１６日から同月３１日まで」とする。

附則第１５条の６第１項中「本項」を「この項」に改め，

同項第２号中「（附則第１７条第１項の規定の適用がある場

合には，同項第２号に規定する合計額。以下本号におい

て同じ。）」を削る。

附則第１７条の３の５第７項中「平成１７年３月３１日」を

「平成１９年３月３１日」に改める。

附則第１８条第４項中「第２２項」を「第２０項」に改める。

附則第１９条の５中「第５２項，第５５項若しくは第５６項」を

「第５１項，第５２項若しくは第５５項から第５９項まで」に，

「第４０項」を「第３８項」に改める。

附則第３３条の次に次の１条を加える。

（平成１７年度分の都市計画税の納期に関する特例）

第３４条 平成１７年度分の都市計画税に限り，第１５０条第１

項の規定の適用については，同項中「第１期４月１６日

から同月３０日まで」とあるのは，「第１期５月１６日から

同月３１日まで」とする。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は，平成１７年４月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 改正後の新潟市市税条例（以下「新条例」とい

う。）の規定中個人の市民税に関する部分は，平成１７年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し，平成

１６年度分までの個人の市民税については，なお従前の

例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は，平

成１７年度以後の年度分の固定資産税について適用し，

平成１６年度分までの固定資産税については，なお従前

の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は，平

成１７年度以後の年度分の都市計画税について適用し，

平成１６年度分までの都市計画税については，なお従前

の例による。
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規 則

新潟市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１１９号

新潟市職員退職手当支給条例施行規則の一部を

改正する規則

新潟市職員退職手当支給条例施行規則（昭和２５年新潟

市規則第２２号）の一部を次のように改正する。

様式第１８中「差し止める」を「差し止めます」に，「す

ることができる」を「することができます」に，

「変化を理由に に対し，この処分の取消しを

申し立てることができる。 」を

「変化を理由に に対し，この処分の取消しを

申し立てることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長となります。）提起することができます。た

だし，不服申立てをした場合には，この処分の取消し

の訴えは，その不服申立てに対する裁決（決定）の送

達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起する

ことができます。 」

に改める。

様式第２２中「内に，新潟市長に対し，不服申立てをす

ることができます。」を

「内に，新潟市長に対し，不服申立てをすることができ

ます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長となります。）提起することがでます。ただ

し，不服申立てをした場合には，この処分の取消しの

訴えは，その不服申立てに対する裁決（決定）の送達

を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起するこ

とができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市一般職の任期付職員の給与に関する規則をここ

に公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２０号

新潟市一般職の任期付職員の給与に関する規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例（平成１６年新潟市条例第１６４号。以下

「条例」という。）第４条第２項及び第４項並びに第６

条の規定に基づき，一般職の任期付職員の給与の特例

に関し必要な事項を定めるものとする。

（特定任期付職員の号俸の決定）

第２条 特定任期付職員（条例第４条第１項に規定する

特定任期付職員をいう。以下同じ。）の同項の俸給表の

号俸は，その者の専門的な知識経験又は識見の度並び

にその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて

決定するものとし，その決定の基準となるべき標準的

な場合は次の各号に定めるとおりとする。

� 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経

験を活用して業務に従事する場合 １号俸

� 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経

験を活用して困難な業務に従事する場合 ２号俸

� 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経

験を活用して特に困難な業務に従事する場合 ３号

俸

� 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知

識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

４号俸

� 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知

識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従

事する場合 ５号俸

� 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を

有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業

務で重要なものに従事する場合 ６号俸

� 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を

有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業

務で特に重要なものに従事する場合 ７号俸

（特定任期付職員業績手当）

第３条 条例第４条第４項の特に顕著な業績を挙げたか

どうかは，同条第２項又は第３項の規定により特定任

期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績

に照らして判断するものとする。

第４条 特定任期付職員業績手当は，１２月１日（以下「基

準日」という。）に在職する特定任期付職員のうち，特

定任期付職員として採用された日から当該基準日まで

の間（特定任期付職員業績手当の支給を受けたことの

ある者にあっては，支給を受けた直近の当該手当に係

る基準日の翌日から直近の基準日までの間）にその者
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の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績

を挙げたと認められる特定任期付職員に対し，当該基

準日の属する月の新潟市給与条例施行規則（昭和３２年

新潟市規則第２３号）第２１条に規定する期末手当の支給

日に支給することができるものとする。

（一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特

例）

第５条 条例第２条第２項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「一般任期付職員」という。）であっ

て，その者が有する専門的な知識経験，従事する業務

等に照らして，試験の結果により採用された者に相当

すると認められるものについては，新潟市職員の初任

給，昇格，昇給等に関する規則（昭和３３年新潟市規則

第３５号。以下「初任給規則」という。）別表第８及び別

表第１２に定める級別資格基準表（次項及び次条におい

て「級別資格基準表」という。）の試験欄の区分のうち

当該試験に対応する区分を適用することができる。

２ 一般任期付職員に対して初任給規則第７条の規定を

適用する場合において，部内の他の職員との均衡上必

要があると認められるときは，級別資格基準表に定め

る必要経験年数に１００分の８０以上１００分の１００未満の割

合を乗じて得た年数をもって，級別資格基準表の必要

経験年数とすることができる。

（一般任期付職員の俸給月額の決定等の特例）

第６条 新たに一般任期付職員となった者の俸給月額及

びこれに係る次期昇給予定の時期は，採用の日の前日

から，級別資格基準表を適用する場合における当該職

員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用

され，引き続き在職したものとみなして，当該さかの

ぼった日において，初任給規則別表第１から別表第５

までに定める初任給基準表（以下この条において「初

任給基準表」という。）を適用して得られる初任給（前

条第１項の規定の適用を受ける職員にあっては，同項

の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基

準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給）を基

礎とし，かつ，部内の他の職員との均衡を考慮して昇

格，昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受

けることとなる俸給月額及びこれに係る次期昇給予定

の時期の範囲内で決定することができる。

（初任給規則の規定の適用に関する読替え）

第７条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員につ

いては，初任給規則第９条第１号中「第１１条第１号又

は第２号」とあるのは「新潟市一般職の任期付職員の

給与に関する規則（平成１７年新潟市規則第１２０号）第６

条」と，初任給規則第１５条の２第１項第２号中「第１１

条」とあるのは「新潟市一般職の任期付職員の給与に

関する規則第６条」として，これらの規定を適用する。

（実施に関し必要な事項）

第８条 この規則の実施に関し必要な事項は，市長が定

める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する規則を

ここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２１号

新潟市一般職の任期付研究員の採用等に関する

規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市一般職の任期付研究員の採

用等に関する条例（平成１６年新潟市条例第１６５号。以下

「条例」という。）の規定に基づき，一般職の任期付研

究員の採用，給与及び勤務時間の特例に関し必要な事

項を定めるものとする。

（異動の制限）

第２条 任命権者は，条例第３条の規定により任期を定

めて採用された職員（以下「任期付研究員」という。）

を，その任期中，当該任期付研究員が現に占めている

職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に

異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反し

ない場合に限り，異動させることができる。

（号俸の決定）

第３条 第１号任期付研究員（条例第５条第１項に規定

する第１号任期付研究員をいう。以下同じ。）の条例第

５条第１項の俸給表の号俸は，その者の知識経験等の

度，その者が従事する研究業務の困難及び重要の度等

に応じて，次の各号に定める号俸に決定するものとす

る。

� 高度の専門的な知識経験を有し，研究業績等によ

り当該研究分野において特に優れた研究者と認めら

れている者がその知識経験等に基づき困難な研究を

独立して行う研究員の職務に従事する場合 １号俸

� 高度の専門的な知識経験を有し，研究業績等によ

り当該研究分野において特に優れた研究者と認めら

れている者がその知識経験等に基づき特に困難な研

究を独立して行う研究員の職務に従事する場合 ２

号俸

� 特に高度の専門的な知識経験を有し，研究業績等

により当該研究分野において特に優れた研究者と認

められている者がその知識経験等に基づき特に困難

な研究を独立して行う研究員の職務又はその知識経

験等に基づき研究について相当の範囲にわたり調

整，指導等を行う職務に従事する場合 ３号俸

� 特に高度の専門的な知識経験を有し，研究業績等
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により当該研究分野において特に優れた研究者と認

められている者がその知識経験等に基づき特に困難

な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務又

はその知識経験等に基づき重要な研究について相当

の範囲にわたり調整，指導等を行う職務に従事する

場合 ４号俸

� 極めて高度の専門的な知識経験を有し，研究業績

等により当該研究分野において特に優れた研究者と

認められている者がその知識経験等に基づき特に困

難な研究で重要なものを独立して行う研究員の職務

又はその知識経験等に基づき重要な研究について広

範囲にわたり統括，調整等を行う職務に従事する場

合 ５号俸

� 極めて高度の専門的な知識経験を有し，研究業績

等により当該研究分野において極めて優れた研究者

と認められている者がその知識経験等に基づき特に

困難な研究で特に重要なものを独立して行う研究員

の職務又はその知識経験等に基づき特に重要な研究

について広範囲にわたり統括，調整等を行う職務に

従事する場合 ６号俸

２ 第２号任期付研究員（条例第５条第２項に規定する

第２号任期付研究員をいう。以下同じ。）の条例第５条

第２項の俸給表の号俸は，次の各号に掲げる場合の区

分に応じ，当該各号に定める号俸に決定するものとす

る。

� 博士課程修了直後の者の有する程度の専門的な知

識経験を有する者が当該知識経験に基づき研究を独

立して行う研究員の職務に従事する場合 １号俸

� 博士課程終了後，特別研究員制度（特別の法律に

より設立された法人等によって運営され，主として

博士課程を修了した優れた研究者に国立試験研究機

関等において研究する機会を提供することを内容と

する制度をいう。）等により数年にわたり研究に従事

したことのある者の有する程度の専門的な知識経験

を有する者が当該知識経験に基づき研究を独立して

行う研究員の職務に従事する場合 ２号俸

� 博士課程修了後，相当の期間にわたり研究に従事

したことのある者の有する程度の専門的な知識経験

を有する者が当該知識経験に基づき困難な研究を独

立して行う研究員の職務に従事する場合 ３号俸

（任期付研究員業績手当）

第４条 条例第５条第５項の特に顕著な研究業績とは，

同条第３項又は第４項の規定により任期付研究員の給

料月額が決定された際に期待された研究成果，研究活

動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績

をいう。

第５条 任期付研究員業績手当は，１２月１日（以下「基

準日」という。）に在職する任期付研究員のうち，任期

付研究員として採用された日から当該基準日までの間

（任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者

にあっては，支給を受けた直近の当該手当に係る基準

日の翌日から直近の基準日までの間）にその者の任期

付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績

を挙げたと認められる任期付研究員に対し，当該基準

日の属する月の新潟市給与条例施行規則（昭和３２年新

潟市規則第２３号）第２１条に規定する期末手当の支給日

に支給することができるものとする。

（裁量勤務の手続等）

第６条 条例第７条第１項の規定による職員の裁量によ

る勤務（以下「裁量勤務」という。）に従事させること

ができる第１号任期付研究員は，休職者及び停職者を

除く第１号任期付研究員のうち，その職務遂行の方法

を大幅に当該第１号任期付研究員の裁量にゆだねた場

合に，自己の判断により研究業務を能率的に遂行する

ことができると認められる者に限るものとする。

２ 任命権者は，第１号任期付研究員を裁量勤務に従事

させる場合には，あらかじめ当該第１号任期付研究員

の同意を得なければならない。

３ 任命権者は，裁量勤務に従事している第１号任期付

研究員（以下「裁量勤務研究員」という。）が裁量勤務

を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量

勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤

務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要で

あると認められなくなった場合には，速やかに裁量勤

務に従事させることをやめなければならない。

４ 任命権者は，第１号任期付研究員を裁量勤務に従事

させ，又は従事させることをやめる場合には，別に定

めるところにより，当該第１号任期付研究員に対し速

やかに通知するものとする。

（勤務場所等）

第７条 裁量勤務研究員は，その勤務公署以外の場所に

おいてその日の勤務のすべてを行う場合で任命権者が

必要であると認めるときには，その場所及び勤務内容

等任命権者が必要と認める事項についてあらかじめ任

命権者に申し出なければならない。

２ 任命権者は，裁量勤務研究員に，特定の時間帯にそ

の勤務公署において勤務することその他の特定の方法

による職務遂行を命ずる場合には，当該裁量勤務研究

員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

（勤務の状況についての報告）

第８条 裁量勤務研究員は，研究業務の遂行状況その他

の勤務の状況について，任命権者が定める期間ごとに

報告しなければならない。

（勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等）

第９条 条例第７条第２項の規則で定める時間帯は，午

前８時３０分から午後５時１５分まで（午後０時１５分から
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午後１時までを除く。）の時間帯とする。

第１０条 条例第７条第２項の規則で定める日は，次に掲

げる日とする。

� 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日

� １２月２９日から翌年の１月３日までの日

� 全日にわたり新潟市職員の勤務時間，休暇等に関

する条例（平成７年新潟市条例第２号第１２条）に定

める休暇が承認された日

� 前３号に掲げるもののほか，全日にわたり勤務し

ないことにつき特に承認があった日

（健康及び福祉を確保するための措置）

第１１条 任命権者は，裁量勤務研究員に対し，次に掲げ

る健康及び福祉を確保するための措置を講ずるものと

する。

� 勤務状況及び健康状態に応じて，健康診断を実施

すること。

� 必要に応じて，産業医等による保健指導を受けさ

せること。

� 前２号に掲げるもののほか，任命権者が必要と認

める措置

（実施に関し必要な事項）

第１２条 この規則の実施に関し必要な事項は，市長が定

める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２２号

新潟市中央卸売市場業務条例の一部を改正する

条例の施行期日を定める規則

新潟市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例

（平成１７年新潟市条例第２２号）の施行期日は，平成１７年

４月１日とする。

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２３号

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則

の一部を改正する規則

新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行規則（昭和

３１年新潟市規則第２５号）の一部を次のように改正する。

第１条中「及び�」を「，�及び�」に改め，同条第

１号ア�ただし書を削り，同号ア�ただし書を削り，同
号アに次のように加える。

� 新生児聴力検査料 １回につき ６，７００円

第１条第１６号コただし書中「及び診療所」を削り，同

条第２４号中「又は診療所（以下「病院等」という。）」を

削り，「病院等から」を「病院から」に改め，同号を同条

第２５号とし，同条第２３号の次に次の１号を加える。

� セカンドオピニオン １件につき １０，０００円

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市病院事業使用料及び手数料条例施行

規則の規定は，この規則の施行の日以後に病院を使用

する者について適用し，同日前に病院又は診療所を使

用した者については，なお従前の例による。

新潟市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２４号

新潟市情報公開条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市情報公開条例施行規則（昭和６２年新潟市規則第

５号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「公開・非公開決定通知書（別記様式

第３号）」を「公開決定通知書（別記様式第３号），一部

非公開決定通知書（別記様式第３号の２）又は非公開決

定通知書（別記様式第３号の３）」に改める。

第４条の２を削る。

別記様式第３号を次のように改める。
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別
記
様
式
第
３
号
の
次
に
次
の
２
様
式
を
加
え
る
。

一 部 非 公 開 決 定 通 知 書
号の

年 月 日
様

新潟市長 印
（担当 ）

年 月 日付け情報公開請求について，新潟市情報公開条例第
９条の規定により，次のとおり一部非公開とすることと決定したので，通知
します。

１ 公文書名等

２ 公開の方法，
日時及び場所

方 法 □ 閲覧，視聴 □ 写しの交付 （□ 郵送）
日 時
場 所

３ 公開できな
い部分の概要
及びその理由

概 要

該当条文

理 由

４ 上記の理由
がなくなる日

５ 担当課名等

６ 備 考

注 公文書の公開（郵送によるものを除く。）を受ける際には，この通知書を
持って，指定の日時に指定の場所に来てください。なお，指定日時に来ら
れない場合は，あらかじめ担当課等へ連絡してください。

教示
１ この決定に不服がある場合は，行政不服審査法の規定により，この決
定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟市長に
対して異議申立てをすることができます。

２ この決定に不服がある場合は，行政事件訴訟法の規定により，この決
定の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内に，新潟市（訴訟にお
いて市を代表する者は市長となります。）を被告として，新潟地方裁判所
に当該決定の取消しの訴えを提起することができます。ただし，異議申
立てをした場合には，その異議申立てに対する決定の送達を受けた日の
翌日から起算して６月以内に提起することができます。

公 開 決 定 通 知 書
号の

年 月 日

様

新潟市長 印

（担当 ）

年 月 日付け情報公開請求について，新潟市情報公開条例第
９条の規定により，次のとおり公開することと決定したので，通知します。

１ 公文書名等

２ 公開の方法，

日時及び場所

方 法 □ 閲覧，視聴 □ 写しの交付 （□ 郵送）

日 時

場 所

３ 担当課名等

４ 備 考

注 公文書の公開（郵送によるものを除く。）を受ける際には，この通知書を

持って，指定の日時に指定の場所に来てください。なお，指定日時に来ら

れない場合は，あらかじめ担当課等へ連絡してください。
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「
昭和６４年１０月１日から
昭和６５年９月３０日まで

５９歳以上
５５歳以上
５９歳未満

５９歳
」

「
平成元年１０月１日から
平成２年９月３０日まで

５９歳以上
５５歳以上
５９歳未満

５９歳

平成２年１０月１日から
当分の間

６０歳以上
５５歳以上
６０歳未満

６０歳
」

別記様式第４号の２から別記様式第４号の４までを削

る。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２５号

新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務

災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則

新潟市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則（昭和４３年新潟市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中「昭和６４年９月３０日」を「平成元年

９月３０日」に，

を

に改め，同様式中注意事項４を注意事項６とし，注意事

項３の次に次のように加える。

４ 上記審査請求は，この通知書を受けた日の翌日から

起算して６０日以内に公務災害補償等審査会に対して行

うことができます。

５ この認定の取消しを求める訴えをする場合は，この

認定の通知を受けた日の翌日から起算して６月以内

に，市を被告として（訴訟において市を代表する者は

市長となります。）提起することができます。ただし，

審査請求をした場合には，この認定の取消しの訴え

は，その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌

日から起算して６月以内に提起することができます。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格

を証する書面等閲覧規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

非
公
開
決
定
通
知
書

号
の

年
月

日
様

新
潟
市
長

印
（
担
当

）
年

月
日
付
け
情
報
公
開
請
求
に
つ
い
て
，
新
潟
市
情
報
公
開
条
例
第

９
条
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
と
決
定
し
た
の
で
，
通
知
し
ま

す
。 １
公
文
書
名
等

２
公
開
で
き
な

い
部
分
の
概
要

及
び
そ
の
理
由

概
要

該
当
条
文

理
由

３
上
記
の
理
由

が
な
く
な
る
日

４
担
当
課
名
等

５
備

考

教
示 １

こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
行
政
不
服
審
査
法
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決

定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６０
日
以
内
に
，
新
潟
市
長
に

対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
，
行
政
事
件
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決

定
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
，
新
潟
市
（
訴
訟
に
お

い
て
市
を
代
表
す
る
者
は
市
長
と
な
り
ま
す
。）
を
被
告
と
し
て
，
新
潟
地
方
裁
判
所

に
当
該
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
異
議
申

立
て
を
し
た
場
合
に
は
，
そ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
の
送
達
を
受
け
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
３
号
の
３
（
第
３
条
関
係
）
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新潟市規則第１２６号

新潟市外部監査契約を締結しようとする相手方

の資格を証する書面等閲覧規則の一部を改正す

る規則

新潟市外部監査契約を締結しようとする相手方の資格

を証する書面等閲覧規則（平成１１年新潟市規則第６号）

の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「新潟市総務局総務部総務課」を「新

潟市監査委員事務局」に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム費用徴

収規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２７号

新潟市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

費用徴収規則の一部を改正する規則

新潟市養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム費用徴

収規則（昭和５５年新潟市規則第４２号）の一部を次のよう

に改正する。

別記様式第１号中

「て６０日以内に市長に対して異議申立をすることができ

ます。」を

「て６０日以内に市長に対して異議申立てをすることがで

きます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長になります。）提起することができます。た

だし，異議申立てをした場合には，この決定の取消し

の訴えは，その異議申立てに対する決定の送達を受け

た日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２８号

新潟市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則

新潟市老人福祉法施行細則（昭和５６年新潟市規則第６３

号）の一部を次のように改正する。

別記様式第７号中

「て６０日以内に市長に対して異議申立をすることができ

ます」を

「て６０日以内に市長に対して異議申立てをすることがで

きます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長になります。）提起することができます。た

だし，異議申立てをした場合には，この決定の取消し

の訴えは，その異議申立てに対する決定の送達を受け

た日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 」

に改める。

別記様式第８号中

「６０日以内に市長に対して異議申立をすることができま

す」を

「６０日以内に市長に対して異議申立てをすることができ

ます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長になります。）提起することができます。た

だし，異議申立てをした場合には，この決定の取消し

の訴えは，その異議申立てに対する決定の送達を受け

た日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１２９号

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則

食品衛生法施行細則（平成８年新潟市規則第４号）の

一部を次のように改正する。

別記様式第１４号中

「 この処分に不服がある場合は，この処分があったこ

とを知った日の翌日から起算して６０日以内に新潟市長

に行政不服審査法により審査の請求ができます。 」

を

「注 この処分に不服があるときは，この処分の通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対して審査請求をすることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して
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６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，審査請求をした場合には，この処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起する

ことができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

と畜場法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３０号

と畜場法施行細則の一部を改正する規則

と畜場法施行細則（昭和２９年新潟市規則第５号）の一

部を次のように改正する。

別記第４号の５様式中

「 この許可について不服があるときは，この許可書を

受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に，新潟市

長に異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この処分に不服があるときは，この処分の通知を

受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対して審査請求をすることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，審査請求をした場合には，この処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起する

ことができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行

細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３１号

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法

律施行細則の一部を改正する規則

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行

細則（平成３年新潟市規則第５１号）の一部を次のように

改正する。

別記様式第１号及び別記様式第４号中「許可する」を

「許可します」に，

「 この処分について不服がある場合は，この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に，新潟知事に対して審査請求をすることができる。」

を

「注 この処分に不服があるときは，この処分の通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対して審査請求をすることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，審査請求をした場合には，この処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起する

ことができます。 」

に改める。

別記様式第１３号中「通知する」を「通知します」に，

「 この処分について不服がある場合は，この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６０日以内

に，新潟知事に対し審査請求をすることができる。」

を

「注 この処分に不服があるときは，この処分の通知を

受け取った日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対して審査請求をすることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，審査請求をした場合には，この処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起する

ことができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３２号

新潟市駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市駐車場条例施行規則（昭和４３年新潟市規則第２２

号）の一部を次のように改正する。

第２条中「別記第１号様式」を「別記様式第１号」に

改める。
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別記第１号様式中「別記第１号様式」を「別記様式第

１号（第２条関係）」に改め，「昭和」を削り，「新潟市長

殿」を「（あて先）新潟市長」に改める。

別記様式第３号注を次のように改める。

注 この処分について不服があるときは，行政不服審

査法第６条の規定によりこの命令を受け取つた日の

翌日から起算して６０日以内に市長に異議申立てをす

ることができます。

また，この処分の取消しを求める訴えをする場合

は，この処分の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この処分

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３３号

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関

する規則の一部を改正する規則

新潟市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する規

則（平成１４年新潟市規則第３７号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１項に次の１号を加える。

� 財団法人新潟ミートプラント

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３４号

新潟市職員の職務に専念する義務の特例に関す

る規則の一部を改正する規則

新潟市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

（平成７年新潟市規則第１０号）の一部を次のように改正

する。

第２条中第１０号を第１１号とし，第７号から第９号まで

を１号ずつ繰り下げ，第６号の次に次の１号を加える。

� 地方公務員法第８条第２項第３号の規定により職

員の苦情を処理するため，職員が公平委員会からの

求めにより関係者として事情聴取，照会等に応じる

場合

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市国土交通省所管国有財産取扱規則施行細則を廃

止する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３５号

新潟市国土交通省所管国有財産取扱規則施行細

則を廃止する規則

新潟市国土交通省所管国有財産取扱規則施行細則（平

成９年新潟市規則第３４号）は，廃止する。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３６号

新潟市国民健康保険条例施行規則の一部を改正

する規則

新潟市国民健康保険条例施行規則（昭和４４年新潟市規

則第１号）の一部を次のように改正する。

第１６条第１項中「第５４条の５」を「第５４条の４」に改

め，「別記様式第４号」の次に「，別記様式第４号の２，別

記様式第４号の３，別記様式第４号の４又は別記様式第４

号の５」を加える。

第２３条中「又は別記様式第１５号の２」を削る。

第２６条中「別記様式第１８号」の次に「若しくは別記様

式第１８号の２」を加える。

別記様式第３号及び別記様式第４号を次のように改め

る。
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別
記
様
式
第
３
号
（
第
１３
条
関
係
）

年度 国 民 健 康 保 険 被 保 険 者 台 帳 年 月 賦課 年 月 日 作成 ／ 頁

転居 宛名用世帯主個人コード 住 所 納 付 義 務 者 発送区分 口
座
番
号

収 納 番 号

宛名
住記

国 保 番 号

再交付 ・ ・ （学）交付 ・ ・ （特）交付 ・ ・ 備考

（異） （異）

（届） 旧国保番号 から （届） 新国保番号 へ

軽減判定テーブル 決定理由
＊４５６７８９ＡＢＣ１２３

出産育児一時金 ・ ・ 葬 祭 費 ・ ・ 宛名コード 変更理由

所 被保氏名（カナ）
旧新国保番号 個人コード
被保保険者氏名

資格 税個人コード
生 年 月 日

異動
事由

取得年月日 喪失年月日 退
職
区

退職該当日 課
税
状

申
告
区

税変
理由

青
色
申

収入
区分

金 額 所得
区分

金 額 所得
区分

金 額 数 専 従 者 控 除 額 国保繰越損失額 国 保 賦 課 状 況
被保
番号

異動年月日 退職非該当日 金 額 金 額 金 額 Ｃ 譲渡所得金額（短） 国保総所得金額 ４／
１４６５７８９ A B C １２３性別 届出年月日届出年月日 届出年月日 金 額 金 額 金 額 Ｄ 譲渡所得金額（長） 賦課標準所得金額

区
分

賦 課 標 準
所 得 金 額

被保
数

保 険 料 算 定 額 条例による軽減額 賦課限度額を
超える額 差引額 月 割

増減額
条例によ
る減免額 端数 小 計 確 定

保険料
被保 市民税冊コード 収 所 調査中 減免番号 減免条文

所得割額 均等割額 平等割額 合 計 区分 均等割額 平等割額

変
更
前

医
療
介
護

変
更
後

医
療
介
護

医

療

一
般
退
職

介

護

一
般
退
職

区分 確定保険料 各 納 期 の 納 付 額
第１期（４月）第２期（５月）第３期（６月）第４期（７月）第５期（８月）第６期（９月）第７期（１０月）第８期（１１月）第９期（１２月）第１０期（１月）第１１期（２月）第１２期（３月） 過 過 過 過 過 過 過

変更
前
変更
後

増減

平
成
１７
年
５
月
１６
日
第
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別記様式第４号（第１６条関係）

国民健康保険療養費支給申請書

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者（世帯主）

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

療養を受けた被保険者
被保険者証

氏名 新潟
の記号・番号

生年月日 年 月 日

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される療養費の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（世帯主） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

発病（負傷）
年 月 日

療養期間

年 月 日から

年 月 日まで

日間

診療，薬剤の支給又は手当てを受けた
病院，診療所，薬局等の名称及び所在地

診療又は調剤に従事した医師，歯科医
師又は薬剤師の氏名

傷 病 名 療養内容
療養に要した
費 用 円

保険者の決定
し た 費 用 円

発病の原因
傷 病 の
経 過

療養の給付を受けら
れ な か っ た 理 由

受付番号 支給決定金額 照合 受付者 受 付 場 所 記 事 欄
千 円

市民課・（ ）支所
（ ）地区事務所・連絡所
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別記様式第４号の次に次の４様式を加える。

別記様式第４号の２（第１６条関係）

国民健康保険療養費支給申請書
（ 年 月分） （はり・きゅう用）

本 人
三歳未満
家 族
高 齢 ９
高 齢 ８

区 市 町 村 番 号 保 険 者 番 号

受 給 者 番 号 被保険者記号・番号

療 養 を
受けた者の
氏 名

（フリガナ） 続 柄 被 保 険 者 氏 名
（ 世 帯 主 ）男

・
女 発症又は負傷の原因及びその経過

年 月 日生

施

術

内

容

欄

初 療 年 月 日 施 術 期 間 実日数 業務上・外，第三者行為の有無

年 月 日 年 月 日から 年 月 日まで 日 １業務上 ２第三者行為である ３その他

傷病名 １ 神 経 痛 ２ リウマチ ３ 頸腕症候群
４ 五 十 肩 ５ 腰 痛 症 ６ 頸椎捻挫後遺症

発病又は負傷年月日

年 月 日

初
回

１ はり ２ はり（電気鍼併用） ３ きゅう ４ きゅう（電気温灸器併用）
５ はり・きゅう併用 ６ はり・きゅう併用（電気鍼・電気温灸器併用） 円

請 求 区 分

新 規・継 続

２
回
目
以
降

はり 円× 回＝ 円 転 帰

はり（電気鍼併用） 円× 回＝ 円 継続・治癒・中止・転医

きゅう 円× 回＝ 円 摘 要

きゅう（電気温灸器併用） 円× 回＝ 円

はり・きゅう併用 円× 回＝ 円

はり・きゅう併用（電気鍼・電気温灸器併用） 円× 回＝ 円

往 療 料 ２㎞まで
加 算 （ ㎞）

円× 回＝ 円
円× 回＝ 円

合 計 円

一部負担金（１割・２割・３割） 円

請 求 額 円

施術日
通院○
往療◎

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

施
術
証
明
欄

上記のとおり施術を行い，その費用を領収しました。
年 月 日

住 所
はり師，きゅう師

氏 名 印 電話

申

請

欄

上記の療養に要した費用に関して，療養費（医療費）の支給を申請します。
年 月 日

世帯主 住 所

（あて先）新潟市長 受給者 氏 名 印

支
払
機
関
欄

支払区分
１ 振 込 ２ 銀行送金
３ 郵便局送金 ４ 当 地 払

預金の種類
１ 普通 ２ 当座
３ 通知 ４ 別段

金融機関 銀行 本店
金庫 支店
農協 出張所

口座名義 口座番号 郵便局

委

任

欄

本請求に基づく療養費（医療費）の受領を下記代理人に委任します。
年 月 日

世帯主 住 所
氏 名 印

代理人 住 所
（受給者）氏 名 印

同
意
記
録

同意医師の氏名 住 所 同 意 年 月 日 傷 病 名 要加療期間

年 月 日

記入上の注意
１ 施術内容欄の傷病名，初回の施術内容については，該当する項目を○で囲んで下さい。
２ 「摘要」欄は往療を必要とした理由，施術に関する特記事項等を記入して下さい。
３ 初療の日から３か月を経過した時点における同意書については，実際に医師から同意を得ていれば必ずしも添付は要しません。この場合には，
同意をした医師の氏名，同意年月日，傷病名，要加療期間の指示等がある場合にはその期間を「同意記録」欄に記入して下さい。
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別記様式第４号の３（第１６条関係）

国民健康保険療養費支給申請書
（ 年 月分） （マッサージ用）

本 人
三歳未満
家 族
高 齢 ９
高 齢 ８

区 市 町 村 番 号 保 険 者 番 号

受 給 者 番 号 被保険者記号・番号

療 養 を
受けた者の
氏 名

（フリガナ） 続 柄 被 保 険 者 氏 名
（ 世 帯 主 ）男

・
女 発症又は負傷の原因及びその経過

年 月 日生

施

術

内

容

欄

初 療 年 月 日 施 術 期 間 実日数 業務上・外，第三者行為の有無

年 月 日 年 月 日から 年 月 日まで 日 １業務上 ２第三者行為である ３その他

傷 病 名 又 は 症 状
発病又は負傷年月日

年 月 日

マ ッ サ ー ジ 円× 局所× 回＝ 円
請 求 区 分

新 規・継 続

変 形 徒 手 矯 正 術 円× 肢× 回＝ 円
転 帰

継続・治癒・中止・転医

温 罨 法 円× 回＝ 円
摘 要

温罨法・電気光線器具 円× 回＝ 円

往 療 料 ２㎞まで
加 算 （ ㎞）

円× 回＝ 円
円× 回＝ 円

合 計 円

一部負担金（１割・２割・３割） 円

請 求 額 円

施術日
通院○
往療◎

月 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９１０１１１２１３１４１５１６１７１８１９２０２１２２２３２４２５２６２７２８２９３０３１

施
術
証
明
欄

上記のとおり施術を行い，その費用を領収しました。
年 月 日

住 所
あん摩マッサージ指圧師

氏 名 印 電話

申

請

欄

上記の療養に要した費用に関して，療養費（医療費）の支給を申請します。
年 月 日

世帯主 住 所

（あて先）新潟市長 受給者 氏 名 印

支
払
機
関
欄

支払区分
１ 振 込 ２ 銀行送金
３ 郵便局送金 ４ 当 地 払

預金の種類
１ 普通 ２ 当座
３ 通知 ４ 別段

金融機関 銀行 本店
金庫 支店
農協 出張所

口座名義 口座番号 郵便局

委

任

欄

本請求に基づく療養費（医療費）の受領を下記代理人に委任します。
年 月 日

世帯主 住 所
氏 名 印

代理人 住 所
（受給者）氏 名 印

同
意
記
録

同意医師の氏名 住 所 同 意 年 月 日 傷 病 名 要加療期間

年 月 日

記入上の注意
１「摘要」欄は往療を必要とした理由，施術に関する特記事項等を記入して下さい。
２ 初療の日から３か月を経過した時点における同意書については，実際に医師から同意を得ていれば必ずしも添付は要しません。この場合には，
同意をした医師の氏名，同意年月日，傷病名，要加療期間の指示等がある場合にはその期間を「同意記録」欄に記入して下さい。
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別記様式第４号の４（第１６条関係）

国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者（世帯主）

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

減額対象被保険者
被保険者証

氏名 新潟
の記号・番号

生年月日 年 月 日

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される金額の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（世帯主） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

減 額 認 定 証 の
発 行 年 月 日

発 行 年 月 日 年 月 日

長 期 該 当 年 月 日 年 月 日

食事療養を受けた
医 療 機 関 等

名 称
入院期間 年 月 日から

年 月 日まで 日間所在地

入院期間に受けた食事
療法に対して支払った額

円

被保険者
負 担 額

６５０円 × 日
５００円 × 日
３００円 × 日 計 円

減額認定証の交付申請または提出ができなかった理由

受付番号 支給決定金額 照合 受付者 受 付 場 所 記 事 欄
千 円

国民健康保険課・
（ ）支所
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別記様式第４号の５（第１６条関係）

国民健康保険移送費支給申請書

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者（世帯主）

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

移送を受けた被保険者
被保険者証

氏名 新潟
の記号・番号

生年月日 年 月 日

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される移送費の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（世帯主） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

発病（負傷）
年 月 日 年 月 日 移送経路 付添人（医師等）の住所及び氏名

傷病名 移送方法 住 所

移送年月日 年 月 日 移送に要した費用
円
氏 名

受付番号 支給決定金額 照合 受付者 受 付 場 所 記 事 欄
千 円

国民健康保険課・
（ ）支所
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別記様式第１０号を次のように改める。

別記様式第１０号（第１８条関係）

国民健康保険出産育児一時金支給申請書

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者（世帯主）

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

分娩者氏名 被保険者証
新潟

の記号・番号

分娩年月日 年 月 日

フリガナ
男

出生児氏名 女

世帯主との
続 柄

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される出産育児一時金の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（世帯主） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

受付番号 支給決定金額 照合 受付者 受 付 場 所 記 事 欄
千 円

市民課・（ ）支所
（ ）地区事務所・連絡所

分娩の種類 生産 死産・流産（妊娠 週）

分娩医療機関

分娩６か月前の
保 険 国保 ・ 社保本人 ・ 社保扶養 ・ その他

出 生 時 の
国 保 加 入 必 要 ・ 不 要 備 考
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別記様式第１０号の３及び別記様式第１０号の４を次のように改める。

別記様式第１０号の３（第１８条の２関係）

国民健康保険葬祭費支給申請書

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

死亡者との
続柄

死亡者
死亡者の被

氏名 保険者証の 新潟
記号・番号

生年月日 年 月 日

死亡年月日 年 月 日

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される葬祭費の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（申請者） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

受付番号 支給決定金額 照合 受付者 受 付 場 所 記 事 欄
千 円

市民課・（ ）支所
（ ）地区事務所・連絡所
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別記様式第１０号の４（第１９条関係）

国民健康保険高額療養費支給申請書（ 年 月診療分）

下記のとおり申請します。 年 月 日

（あて先）新潟市長

申請者（世帯主）

〒

住所

新潟市

氏名 ℡

療養を受けた被保険者
被保険者証

氏名 新潟
の記号・番号

生年月日 年 月 日

支払区分 口座振替金融機関＊郵便局では取扱いできません。 預金種別 口座番号 取 引 名 義

１口座振替
２その他（現金・小切手）
＊現金受領を希望する場合

は押印が必要です。

銀行
信用金庫
信用組合
労働金庫
農協

本店
支店
出張所

１ 普通
２ 当座

（フリガナ）

氏 名

委任状

支給される高額療養費の受領を下記の者に委任します。 年 月 日

〒

受任者

住所

氏名 印 ℡
（受任者，委任者とも押印願います。）

委任者（世帯主） 印

処理欄（以下は，記入しないで下さい。）

傷 病 名 レセプトどおり

診療を受けた病院，診療所

薬局等の名称及び所在地

名 称

所在地

上記の病院等で療養を受
けた期間及び支払った額 入院・外来

年 月 日から 日間 円
日まで

一般 支給決定金額 記事欄

退職
本人 百 千 円

扶養

多 数 県 単

（ ）

７０歳未満 上位所得 一般 低所得 受付者 受付場所

国民健康保険課・（ ）支所合 算 ７０歳以上 一定以上 一般 低Ⅰ 低Ⅱ
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別記様式第１３号注を次のように改める。

注１ 減免等の決定を受けた場合は，この通知書を保

険医療機関に提出してください。

２ この決定に不服がある場合は，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に文書又

は口頭で新潟県国民健康保険審査会に対して審査

請求することができます。

３ この決定の取消しの訴えは，前記の審査請求に

係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた日の翌

日から起算して６箇月以内に市を被告として（訴

訟において市を代表する者は市長となります。）提

起することができます。ただし，①審査請求があっ

た日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②

処分，処分の執行又は手続きの続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③そ

の他裁決を経ないことに正当な理由があるとき

は，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを

提起できます。

別記様式第１４号から別記様式第１５号までを次のように

改める。

年度 国民健康保険料納入通知書（確定賦課） 第４期～第１２期

年度の国民健康保険料を
決定しましたので通知します。

年 月 日

新潟市長 印

口座
協力
委員

国保
番号

◎口座欄に＊印のある方は口座振替世帯です。
また，協力委員欄に番号のある方は，
後日協力委員から納付書が配布されます。

別記様式第１４号（第２２条関係） （表）
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年度 国民健康保険料納入通知書（確定賦課）

下記のとおり国民健康保険料を決定しましたので通
知します。

国保番号

区分 納期限 保険料 被保険者氏名

第１期 月 日 円

第２期 月 日 円

第３期 月 日 円

第４期 月 日 円

第５期 月 日 円

第６期 月 日 円

第７期 月 日 円

第８期 月 日 円

第９期 月 日 円

第１０期 翌 月 日 円

第１１期 翌 月 日 円

第１２期 翌 月 日 円

◎納付場所
� 新潟市指定の金融機関
� 新潟市役所・各支所・各地区事務所・各連絡所

◎被保険者氏名に＊印のある方は介護分も
該当の方です。

年度 国民健康保険料計算明細書（確定賦課）

医 療 分 介 護 分

賦 課 標 準 所 得 金 額 ① 賦 課 標 準 所 得 金 額 ア円 円

被 保 数 ② 被 保 数 イ人 円

所得割額①× ％ ③ 所得割額ア× ％ ウ円 円

均等割額②× 円（１人あたり）④ 均等割額イ× 円（１人あたり）エ円 円

平等割額（１世帯あたり） ⑤ 円

合 計 ③＋④＋⑤ ⑥ 合 計 ウ＋エ オ円 円

軽 減 額 ⑦ 軽 減 額 カ円 円

限度額 円を越える額 ⑧ 限度額 円を越える額 キ 円

月 割 増 減 額 ⑨ 月 割 増 減 額 ク円 円

減 免 額 ⑩ 減 免 額 ケ円 円

保険料小計（１００円未満切捨）
⑪

⑥－⑦－⑧±⑨－⑩
保険料小計（１００円未満切捨）

コ
オ－カ－キ±ク－ケ円 円

確定保険料 ⑪＋コ ⑫
円

すでに賦課された保険料
⑬

（第１期～第３期）
第４期以降に納める保険料

⑫－⑬
⑭

円 円
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国 民 健 康 保 険 料 に つ い て

１ 賦課の根拠
� この国民健康保険料（以下「保険料」という。）は，新潟市国民健康保険条例第９条の２に基づき，医療分と介
護分の合計額が賦課されています。
� 同条例第９条に基づき，納付義務者は世帯主となつています。

２ 保険料の算定等
この通知による保険料は，被保険者の 年中の総所得金額等を基にして計算した金額（１００円未満切捨）で
す。なお， 年 月 日以降に納付義務が発生し，または消滅した場合は，月割をもつて計算した額が保険
料となります（一部異動があつた場合も同じです。）。

３ 延 滞 金
納期限までに保険料を完納しないときは，納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ，延滞金が加算されます。

４ 不服の申立て等
� この通知書に記載された事項について不服がある場合は，この通知を受け取つた日の翌日から起算して６０日以
内に新潟県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。
� この通知書に記載された事項の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた
日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起する
ことができます。ただし，①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，処分の執行
又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他裁決を経ないことに正当な
理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。

新潟県国民健康保険審査会 〒９５０―０９６５ 新潟市新光町４番地１ 電話（代表）０２５―２８５―５５１１
新 潟 市 役 所 〒９５１―８５５０ 新潟市学校町通１番町６０２番地１ 電話（代表）０２５―２２８―１０００

保険料の算定方法等

� 賦課標準所得金額は，被保険者ごとに総所得金額等から市民税基礎控除額（ 万円）のみを控除（千円未満
切捨）して得た世帯の合計金額です。
＜賦課標準所得金額＞

国保総所得金額
���������������������

例１ 事業所得者………収入金額－必要経費－専従者控除額－純損失－市民税の基礎控除額

国保総所得金額
�������������

例２ 給与所得者………収入金額－給与所得控除額－市民税の基礎控除額
（専従者給与含む） （簡易給与所得表で求めます）

国保総所得金額
例３ 公的年金等 �������������

係る雑所得者……収入金額－公的年金控除額－市民税の基礎控除額

例４ 譲渡所得が
あつた場合………総所得金額＋特別控除後の譲渡所得－市民税の基礎控除額

� すでに納付済の暫定保険料が確定保険料を超えるときは，その過納金を還付し，又は未納の保険料若しくは延
滞金に充当します。
� 世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には，均等割額・平等割額につい
ては，条例に定める額が減額されます。
〔 年中の所得の合計額が， 万円＋被保険者（世帯主を除く）× 万円以下の場合〕
� �に該当しない世帯で，世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には，均
等割額・平等割額について，本人の申請により減額を受けることができます。なお，これに該当すると思われる
世帯には，別途申請書を送付してあります。
〔 年中の所得の合計額が， 万円＋被保険者数（擬制世帯主以外の世帯主を含む。）× 万円以下の場合〕

（裏）
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年度 国民健康保険料 納入通知書 第 期～第１２期

年度の国民健康保険料を
しましたので通知します。

年 月 日

新潟市長 印

口座
協力
委員

国保
番号

◎口座欄に＊印のある方は口座振替世帯です。

年度 国民健康保険料 納入通知書

下記のとおり国民健康保険料を
しましたので通知します。

異動
事由

国保
番号

区分 納期限 変更前保険料 変更後保険料 増減 被保険者氏名

現

年

度

分

第１期 月 日 円 円 円
第２期 月 日 円 円 円
第３期 月 日 円 円 円
第４期 月 日 円 円 円
第５期 月 日 円 円 円
第６期 月 日 円 円 円
第７期 月 日 円 円 円
第８期 月 日 円 円 円
第９期 月 日 円 円 円
第１０期 翌 月 日 円 円 円
第１１期 翌 月 日 円 円 円
第１２期 翌 月 日 円 円 円

過

年

度

分

第 期 年 月 日 円 円 円
第 期 年 月 日 円 円 円
第 期 年 月 日 円 円 円
第 期 年 月 日 円 円 円 ◎被保険者氏名に＊

印のある方は介護
分も該当の方です。

第 期 年 月 日 円 円 円
第 期 年 月 日 円 円 円

別記様式第１４号の２（第２２条関係） （表）
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年度 国民健康保険料計算明細書

医 療 分 変 更 前 変 更 後 介 護 分 変 更 前 変 更 後

賦 課 標 準 所 得 金 額 ① 賦 課 標 準 所 得 金 額 ア円 円 円 円

被 保 数 ② 被 保 数 イ人 人 人 人

所得割額①× ％ ③ 所得割額ア× ％ ウ円 円 円 円

均等割額②×
円（１人あたり）④

均等割額イ×
円（１人あたり）エ円 円 円 円

平等割額（１世帯あたり） ⑤ 円 円

合 計 ③＋④＋⑤ ⑥ 合 計 ウ＋エ オ円 円 円 円

軽 減 額 ⑦ 軽 減 額 カ円 円 円 円

限度額 円を越える額 ⑧ 限度額 円を越える額 キ円 円 円 円

月 割 増 減 額 ⑨ 月 割 増 減 額 ク円 円 円 円

減 免 額 ⑩ 減 免 額 ケ円 円 円 円

保険料小計（１００円未満切捨）
⑥－⑦－⑧±⑨－⑩ ⑪

保険料小計（１００円未満切捨）
オ－カ－キ±ク－ケ コ円 円 円 円

保険料 ⑪＋コ ⑫ 変更前 （決定）変更後 増 減
円 円 円

国 民 健 康 保 険 料 に つ い て

１ 賦課の根拠
� この国民健康保険料（以下「保険料」という。）は，新潟市国民健康保険条例第９条の２に基づき，医療分と介
護分の合計額が賦課されています。
� 同条例第９条に基づき，納付義務者は世帯主となつています。
� この通知書は被保険者の資格の取得・喪失及び所得金額の変更にともない，保険料を通知するものです。
� 年度以降に上記�の事実に基づき保険料を賦課する場合は，過年度分として保険料を賦課します。
２ 保険料の算定等
この通知による保険料は，被保険者の 年中の総所得金額等を基にして計算した金額（１００円未満切捨）で
す。なお， 年４月１日以降に納付義務が発生し，または消滅した場合は，月割をもつて計算した額が保険
料となります（一部異動があつた場合も同じです。）。

３ 延 滞 金
納期限までに保険料を完納しないときは，納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ，延滞金が加算されます。

４ 不服の申立て等
� この通知書に記載された事項について不服がある場合は，この通知を受け取つた日の翌日から起算して６０日以
内に新潟県国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。
� この通知書に記載された事項の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた
日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起する
ことができます。ただし，①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，処分の執行
又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他裁決を経ないことに正当な
理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。

新潟県国民健康保険審査会 〒９５０―０９６５ 新潟市新光町４番地１ 電話（代表）０２５―２８５―５５１１
新 潟 市 役 所 〒９５１―８５５０ 新潟市学校町通１番町６０２番地１ 電話（代表）０２５―２２８―１０００

（裏）
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保険料の算定方法等

� 賦課標準所得金額は，被保険者ごとに総所得金額等から市民税基礎控除額（３３万円）のみを控除（千円未満切
捨）して得た世帯の合計金額です。
＜賦課標準所得金額＞

国保総所得金額
���������������������

例１ 事業所得者………収入金額－必要経費－専従者控除額－純損失－市民税の基礎控除額

国保総所得金額
�������������

例２ 給与所得者………収入金額－給与所得控除額－市民税の基礎控除額
（専従者給与含む） （簡易給与所得表で求めます）

国保総所得金額
例３ 公的年金等 �������������

係る雑所得者……収入金額－公的年金控除額－市民税の基礎控除額

例４ 譲渡所得が
あつた場合………総所得金額＋特別控除後の譲渡所得－市民税の基礎控除額

� すでに納入された保険料が確定保険料を超えるときは，その過納金を還付し，又は未納の保険料若しくは延滞
金に充当します。
� 世帯主およびその世帯に属する被保険者の所得の合計額が一定額以下の場合には，均等割額・平等割額につい
ては，条例に定める額が減額されます。
①〔 年中の所得の合計額が， 万円＋被保険者（世帯主を除く）× 万 円以下の場合〕
②〔 年中の所得の合計額が， 万円＋被保険者数× 万円以下で，かつ，減額申請がなされ承認された
場合〕

年度 国民健康保険料納入通知書（暫定賦課） 第 期～第３期

年度暫定期の国民健康保険
料を決定しましたので通知します。
この保険料は， 年中所得
により暫定保険料として賦課された
ものです。
確定保険料は７月に 年中
所得により算定し通知します。

年 月 日

新潟市長 印

口座
協力
委員

国保
番号

◎口座欄に＊印のある方は口座振替世帯です。
また，協力委員欄に番号のある方は，後日
協力委員から納付書が配布されます。

別記様式第１４号の３（第２２条関係） （表）
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年度 国民健康保険料納入通知書（暫定賦課）

下記のとおり国民健康保険料を決定しましたので通
知します。

国保番号

区分 納期限 保険料 被保険者氏名

第１期 月 日 円

第２期 月 日 円

第３期 月 日 円

暫定保険料
（第１期～第３期）

円

◎被保険者氏名に＊印のある方は介護分も該当の方です。
◎第４期以降の確定保険料は７月に通知します。
◎納付場所
� 新潟市指定の金融機関

� 新潟市役所・各支所・各地区事務所・連絡所

年度 国民健康保険料計算明細書（暫定賦課）

医 療 分 介 護 分

賦 課 標 準 所 得 金 額 ① 賦 課 標 準 所 得 金 額 ア円 円

被 保 数 ② 被 保 数 イ人 円

所得割額①× ％ ③ 所得割額ア× ％ ウ円 円

均等割額②× 円（１人あたり）④ 均等割額イ× 円（１人あたり）エ円 円

平等割額（１世帯あたり） ⑤ 円

合 計 ③＋④＋⑤ ⑥ 合 計 ウ＋エ オ円 円

限度額 円を越える額 ⑦ 限度額 円を越える額 カ円 円

軽 減 見 込 額 ⑧ 軽 減 見 込 額 キ円 円

月 割 増 減 額 ⑨ 月 割 増 減 額 ク円 円

保険料小計（１００円未満切捨）
⑩

⑥－⑦－⑧±⑨
保険料小計（１００円未満切捨）

ケ
オ－カ－キ±ク円 円

暫定年間保険料 ⑩＋ケ ⑪ 暫定月別保険料 ⑫
円 円
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国 民 健 康 保 険 料 に つ い て

１ 賦課の根拠
� この国民健康保険料（以下「保険料」という。）は，新潟市国民健康保険条例第９条の２に基づき，医療分と介
護分の合計額が賦課されています。
� 同条例第９条に基づき，納付義務者は世帯主となつています。
� この保険料は，所得割額の算定の基礎となる 年中の総所得金額及び山林所得金額並びに譲渡所得金額
の合計額が確定しないため，同条例第１６条の規定により暫定保険料として賦課されたものです。

２ 保険料の算定等
この通知による暫定保険料は，被保険者の 年中の総所得金額等を基にして計算した金額３／１２に相当す
る額（１００円未満切捨）です。
なお，賦課期日（４月１日）以降の途中加入世帯については，加入期間の保険料を残りの納期の数で除して得た
額が１期当りの額となります。
３ 修正の申出
本年度の保険料（確定保険料見込額）が，この通知書の⑪欄の１／２の額に満たないと思われるとき，または２
倍を超えると思われるときは，この通知書を受け取つた日から３０日以内に市長に対して保険料の修正の申出をする
ことができます。
４ 延 滞 金
納期限までに保険料を完納しないときは，納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ，延滞金が加算されます。

５ 不服の申立て等
� この通知書に記載された事項について不服がある場合は，この通知を受け取つた日の翌日から起算して６０日以
内に新潟県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。
� この通知書に記載された事項の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた
日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起する
ことができます。ただし，①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，処分の執行
又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他裁決を経ないことに正当な
理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。

新潟県国民健康保険審査会 〒９５０―０９６５ 新潟市新光町４番地１ 電話（代表）０２５―２８５―５５１１
新 潟 市 役 所 〒９５１―８５５０ 新潟市学校町通１番町６０２番地１ 電話（代表）０２５―２２８―１０００

保険料の算定方法等

� 賦課標準所得金額は，被保険者ごとに総所得金額等から市民税基礎控除額（ 万円）のみを控除（千円未満
切捨）して得た世帯の合計金額です。

＜賦課標準所得金額＞
国保総所得金額

���������������������
例１ 事業所得者………収入金額－必要経費－専従者控除額－純損失－市民税の基礎控除額

国保総所得金額
�������������

例２ 給与所得者………収入金額－給与所得控除額－市民税の基礎控除額
（専従者給与含む） （簡易給与所得表で求めます）

国保総所得金額
例３ 公的年金等 �������������

係る雑所得者……収入金額－公的年金控除額－市民税の基礎控除額

� ７月に 年中の確定保険料を基にして１年分の保険料を計算し，そこから暫定保険料を差し引いた残り
を第４期以降の納期で納めていただきます。また，すでに納入した暫定保険料が確定保険料をこえるときは，そ
の過納金を還付し，又は未納の保険料若しくは延滞金に充当します。
� ⑧キ欄は 年中の総所得金額等により計算した場合に７割軽減に該当する世帯における軽減見込額
です。なお，７月に 年中の総所得金額等を基にして改めて計算されます。

（裏）
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別記様式第１５号の２を削る。

別記様式第１６号の４を次のように改める。

協力委員コード ２０

国民健康保険料原符

年度

第 期

氏名

国保番号
保 険 料 円

延 滞 金 円
合 計 円
領 収 印

新 潟 市

● 国民健康保険料 領収済通知書

年 度 第 期

協力委員コード A１

２０

新 潟 市

２７

納付義務者氏名 延
滞
金
： ： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ： ：

国保 番 号 入力区分 調定年度 科目 調区 賦課年度 期別 保険料 円
領 収 印 納 期 限

年 月 日
延滞金 円

合 計 円

この領収済通知書は直接機械
で処理しますので汚したり折
り曲げたりしないで下さい。

新 潟 市

年度 国民健康保険料減額申請書

年 月 日申請

（あて先）新潟市長

住 所

世帯主
氏 名

私の世帯は，裏面の「減額対象とならない世帯」に
該当していませんので，国民健康保険料の減額を申請
します。

年 月 日発送

新潟市学校町通１番町６０２番地１

新潟市役所 国民健康保険課 行

減額対象とならない世帯

１ 前年中は下記の事項により収入が著しく少なかっ
たが，現在は回復し収入が安定している世帯
� 事業または業務を休廃止していた。
� 資産が震災，風水害，火災等による被災または
盗難にあった。
� 事業または業務について甚大な被害にあった。
２ 前年中に比べ現在は事業や業務を変更し，それに
伴い所得の状況が大幅に改善された世帯
３ 前年中に不動産や高額な動産の購入のための債務
の負担および支払いがあった世帯または著しく高額
な生命保険料の支払いがあった世帯
４ １から３以外の理由により，前年中と比べて現在
は収入が大幅に増えている世帯。

別記様式第１５号（第２３条関係）

別記様式第１６号の４（第２４条の３関係）
（表） （裏）
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別
記
様
式
第
１７
号
及
び
別
記
様
式
第
１８
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

国民健康保険料督促状兼領収証書
様

下記の金額が未納になっておりますので，この督促状をお持ちのうえ，至
急，市役所・支所・地区事務所・連絡所，または新潟市指定金融機関で本
状の納期限までに納付してください。
（本状と送付済の納付書を重複して納めないようご注意ください）

年度 国民健康保険料 第 期
保険料 円

○本状は， 年 月 日納付現在で作成しました。
本状の到着前に納付されたときは，行き違いですのでご了承ください。
（郵便局や市外の金融機関をご利用の場合，納付の確認に日数がかかり
ますので，行き違いになることがあります。）

本状の納期限 年 月 日

年 月 日

新潟市長

印

国保番号

保 険 料 円
（延滞金）
納期限までに保険料を完納しないときは，納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ，
延滞金が加算されます。
（滞納処分）
本状の納期限までに納付されないときは，財産差押処分等をすることがありますのでご注
意ください。
（不服の申立て等）
この決定に不服がある場合は，本状を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に新潟県
国民健康保険審査会に対し審査請求をすることができます。また，この決定の取消しの訴え
は，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた日の翌日から起算して６箇
月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起することが
できます。ただし，①審査請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，
処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③そ
の他裁決を経ないことに正当な理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴
えを提起できます。
新潟県国民健康保険審査会 〒９５０―０９６５ 新潟市新光町４番地１ 電話０２５（２８５）５５１１（代表）

延 滞 金 円

合 計 円

領 収 印

新 潟 市 （税金の申告の際必要となります。）

協力委員コード ２０

国民健康保険料原符

年度

第 期

氏名

国保番号

保 険 料 円

延 滞 金 円

合 計 円

領 収 印

新 潟 市

国民健康保険料 領収済通知書

年度 第 期

２７

納付義務者氏名

協力委員コード A１

２０
新潟市

国保番号 入力区分 認定年度 科目 調区 賦課年度 保険料円

領 収 印 納期限
年 月 日

延滞金 円

合 計 円

この領収済通知書は直接機械
で処理しますので汚したり折
り曲げたりしないで下さい。

新 潟 市

平
成
１７
年
５
月
１６
日
第
７４７
号
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別記様式第１８号（第２６条関係）

過誤納金
還付通知書

様
紛失したときは，
支払期限経過後１
か月以内は再発行
いたしません。
消滅時効期間は，
支出決定日から
２年です。

※支払期限が過ぎた場合は，この通知書と印鑑を持つて，市役所（平日…午前９時から午
後３時まで）までおいでください。なお，手続の関係で，銀行の口座振替にさせていた
だくことがありますので，口座番号の控えもお持ちください。

国民健康保険料の還付金をお返しいたし
ますから支払期限の 年 月
日までにこの通知書と印鑑をお持ちのう
え，市内の第四銀行（東港支店を含む。）で，
お受取りください。

年 月 日

新潟市長 印

（担当 電話 ２２８－１０００）

国民健康保険事業会計
認
印

支
払
金
額

百万 千 円

（出納済印）

整理番号
国保番号

年度 国民健康保険料内訳 還付加算金内訳
期別 納付年月日 納付金額 調定額 充当額 還付額 計算日数 算定額

合計 充当額
還付額

還付理由 還付額
合計

充当
命令番号

未
納
の
徴
収
金
に
充
当
し
た
金
額

入区 調定
年度 科目 調区 賦課

年度 期別 異動 国保番号 保険料 延滞金 還付加算金 充当年月日

与 ０８１ １１

受 ０８１ １１

与 ０８１ ２２

受 ０８１ ２２

与 ０８１ ３３

受 ０８１ ３３

与 ０８１ ４４

受 ０８１ ４４

指定金融機関
支払印

金融機関コード

口座番号

口座名義人

上記の支払金額を領収いたしました。

（あて先）新潟市収入役 年 月 日

氏名 印

注１ この決定に不服がある場合は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に文書または口頭で新潟県国民健康保険
審査会に対し審査請求することができます。
２ この決定の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に市
を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起することができます。ただし，①審査請求があった日から３
箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，
③その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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別記様式第１８号の次に次の１様式を加える。

別記様式第１９号を次のように改める。

国民健康保険料等還付通知書
年 月 日

新潟市長 印

あなたの納付された国民健康保険料について納め過ぎがありましたので，以下のとおりお返しします。

還付の理由

年度 期別 納付年月日 納付金額 調定額 充当額 還付額
還付加算金

計算日数 算定額

計

支払方法

注１ この決定に不服がある場合は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に文書または口頭で新潟県国
民健康保険審査会に対し審査請求することができます。

２ この決定の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた日の翌日から起算して６箇
月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起することができます。ただし，①審査
請求があった日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，処分の執行又は手続きの続行により生じる著しい損
害を避けるため緊急を要するとき，③その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分
の取消しの訴えを提起できます。

料金後納
郵 便

国民健康保険料等充当通知書

あなたの納めた国民健康保険料等に納め過ぎがありますが，下記のとおり未納の保険料に充当し
ましたので，通知します。
なお，充当された未納の保険料分については，重複納入されないようお願いします。

年 月 日
新潟市長 印

新潟市役所
郵便番号 ９５１―８５５０
新潟市学校町通１番町６０２番地１

電話 ２２８―１０００（代表）

ここからお開けください

年度 （ 年度分）充当元の内訳 充当先の内訳（未納だつた保険料）

期
別 納付年月日 納 付 金 額 調 定 額 過 誤 納 額

還 付
加算金

国 保 番 号 年度 期
別 充当額

計 計

充当年月日 ＜お問い合わせ＞
新潟市役所
電話 ２２８－１０００

注１ この決定に不服がある場合は，この通知書を受取つた日の翌日から起算して６０日以内に文書又は口
頭で新潟県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。
２ この決定の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた日の翌日
から起算して６箇月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）提起す
ることができます。ただし，①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないとき，②処分，
処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他裁決を
経ないことに正当な理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。

国保番号
整理番号

国保番号

別記様式第１８号の２（第２６条関係）

別記様式第１９号（第２６条関係）

�
�
�
�

�
�
�
�

年 月 日
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別
記
様
式
第
２２
号
及
び
別
記
様
式
第
２３
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国民健康保険料減免申請書

年 月 日
（あて先）新潟市長

住 所 新潟市
氏 名

電話 （ ）

新潟市国民健康保険条例第２１条の規定により，下記のとおり国民健康保険料の減免を
申請します。

年 度 年度 国 保 番 号

国民健康保険料 円 医療分 円 介護分 円

減免申請額 円 医療分 円 介護分 円

減免申請の理由

世帯構成（国民健康保険に加入していない世帯員も記入し，加入している方には○印を記入してください。）

氏 名 続 柄 年齢 国保加入 職業・勤務先・学校名等 現在の収入（所得）月額

世帯主

注 減免申請理由の事実を証明する書類を添付してください。 整 理 番 号

第 号

新潟市長 印

（担当 国民健康保険課）

様

国民健康保険料減免承認・不承認通知書

年 月 日付け提出されました国民健康保険料減免申請について，調査の

結果，次のとおり減免することを承認・不承認しましたので通知します。

年度 国民健康保険料 国保番号

承

認

期 別 保 険 料 減免保険料 差引納付額 納 期 限
第 １ 期
第 ２ 期
第 ３ 期
第 ４ 期
第 ５ 期 ◎毎月の末日

（１２月のみ２８日）
ただし，末日が金融機
関の休業日の場合はそ
の翌日

第 ６ 期
第 ７ 期
第 ８ 期
第 ９ 期
第 １０ 期
第 １１ 期
第 １２ 期
過 年 分 年 月 日
過 年 分 年 月 日
過 年 分 年 月 日
過 年 分 年 月 日
合 計

不
承
認

不承認の理由

注 この決定に不服がある場合は，この通知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に文書ま
たは口頭で新潟県国民健康保険審査会に対して審査請求することができます。
また，この決定の取消しの訴えは，前記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受けた

日の翌日から起算して６箇月以内に市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となりま
す。）提起することができます。ただし，①審査請求があつた日から３箇月を経過しても裁決がないと
き，②処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③
その他裁決を経ないことに正当な理由があるときは，裁決を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提
起できます。
新潟県国民健康保険審査会 〒９５０―０９６５ 新潟市新光町４番地１ 電話（代表）０２５―２８５―５５１１
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「
１ ツベルクリン皮内反応検査

集団の場合
２ BCG経皮接種

集団の場合

１件につき
１件につき
１件につき
１件につき

２１０
１００
５９０
２９０

」

「
BCG経皮接種

集団の場合
１件につき
１件につき

５９０
２９０

」

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市保健所条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３７号

新潟市保健所条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市保健所条例施行規則（平成７年新潟市規則第２１

号）の一部を次のように改正する。

別表中

を

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の新潟市保健所条例施行規則の規定は，この

規則の施行の日以後に利用する者について適用し，同

日前に利用した者については，なお従前の例による。

新潟市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３８号

新潟市介護保険条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市介護保険条例施行規則（平成１２年新潟市規則第

４３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「６人」を「５人」に改める。

別記様式第５号の２及び別記様式第５号の３中

「 新潟市新光町４番地１」を

「 新潟市新光町４番地１

８ 処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第５号の４及び別記様式第８号から別記様式

第１１号までの規定中

「 新潟市新光町４番地１」を

「 新潟市新光町４番地１

７ 処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第１２号中

「 新潟市新光町４番地１」を

「 新潟市新光町４番地１

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ
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「
年 月 日 性 別

」
を

「
年 月 日

」

「
性 別 本人との関係

」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

「

生年月日
年 月 日

歳
性別

」

を

「

生年月日
年 月 日

歳
」

るとき。 」

に改める。

別記様式第１７号，別記様式第１９号及び別記様式第２０号

中

「注 上記処分について不服がある場合は，この通知書

を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に新潟

県介護保険審査会に対して審査請求をすることがで

きます。 」

を

「注 上記処分について不服がある場合は，この通知書

を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に新潟

県介護保険審査会に対して審査請求をすることがで

きます。

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前

記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を

受けた日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を

被告として（訴訟において市を代表する者は市長と

なります。）この決定についての取消しの訴えを提起

することができます。ただし，次の�から�までの
いずれかに該当する場合には，審査請求の裁決を経

ることなく，この決定の取消しの訴えを提起するこ

とができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第２２号及び別記様式第２４号中

「注 上記処分について不服がある場合は，この通知書

を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に新潟県介

護保険審査会に対して審査請求をすることができます。

」

を

「注 上記処分について不服がある場合は，この通知書

を受け取った日の翌日から起算して６０日以内に新潟

県介護保険審査会に対して審査請求をすることがで

きます。

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前

記の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を

受けた日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を

被告として（訴訟において市を代表する者は市長と

なります。）この決定についての取消しの訴えを提起

することができます。ただし，次の�から�までの
いずれかに該当する場合には，審査請求の裁決を経

ることなく，この決定の取消しの訴えを提起するこ

とができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市介護保険法施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１３９号

新潟市介護保険法施行細則の一部を改正する規則

新潟市介護保険法施行細則（平成１２年新潟市規則第４４

号）の一部を次のように改正する。

別記様式第６号中

に改める。

別記様式第７号中

に改める。

別記様式第８号中

に改める。

別記様式第１０号中
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「

生年月日
年 月 日

歳
性別

」

を

「

生年月日
年 月 日

歳
」

「
生年月日

を
性 別

」

「
生年月日

」

「
性 別

」
を

「

」

「
性 別 本人との関係

」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

に改める。

別記様式第１１号及び別記様式第１２号中「をすることが

できます。」を

「 をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第１３号中

に改める。

別記様式第１４号，別記様式第１５号及び別記様式第１７号

中「５５１１）に対して審査請求をすることができます。」を

「５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第１８号中

に改める。

別記様式第２０号中

に改める。

別記様式第２１号中

「 この決定に不服がある場合には，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護

保険審査会（新潟市新光町４番地１，電話番号（０２５）２

８５－５５１１）に対して審査請求をすることができます。」

を

「 この決定に不服がある場合には，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に，新潟県介護

保険審査会（新潟市新光町４番地１，電話番号（０２５）２

８５－５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。
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「
性 別 本人との関係

」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

「
年 月 日 性 別

」
を

「
年 月 日

」

「
性 別 本人との関係

」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第２３号中「５５１１）に対して審査請求をするこ

とができます。」を

「５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第２５号（その１）及び別記様式第２５号（その

２）中

に改める。

別記様式第２６号（その１）及び別記様式第２６号（その

２）中「５５１１）に対して審査請求をすることができま

す。」を

「５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第２７号（その１）及び別記様式第２７号（その

２）中

に改める。

別記様式第２８号及び別記様式第２９号中

に改める。

別記様式第３２号中「５５１１）に対して審査請求をするこ

とができます。」を

「５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ
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「
性 別 本人との関係

」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

「
性 別 本人と

の関係 」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第３４号中

に改める。

別記様式第３５号中「５５１１）に対して審査請求をするこ

とができます。」を

「５５１１）に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第３７号（その１）及び別記様式第３７号（その

２）中「ることができます。」を

「ることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに

該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第３８号中

に改める。

別記様式第３９号中「に対して審査請求をすることがで

きます。」を

「に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第４０号中「ることができます。」を

「ることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け
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「
性 別 本人と

の関係 」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

「
生年月日 年 月 日

」

「
性 別 本人と

の関係 」
を

「
本人との関係

」
に，

「
生年月日 年 月 日

を
性 別

」

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第４１号及び別記様式第４３号中「ができます。」

を

「ができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第４４号中

に改める。

別記様式第４５号中「に対して審査請求をすることがで

きます。」を

「に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第４６号中「ができます。」を

「ができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

別記様式第４７号中
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「
生年月日 年 月 日

」

「
条例第８２条

払込取扱票兼軽自動車税納税証明書（継続検査用）
別記様式第７８号の３

」

に改める。

別記様式第４８号中「に対して審査請求をすることがで

きます。」を

「に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

この決定の取消しを求める訴えをする場合は，前記

の審査請求に係る裁決を経た後に，裁決の通知を受け

た日の翌日から起算して６月以内に，新潟市を被告と

して（訴訟において市を代表する者は市長となりま

す。）この決定についての取消しの訴えを提起すること

ができます。ただし，次の�から�までのいずれかに
該当する場合には，審査請求の裁決を経ることなく，

この決定の取消しの訴えを提起することができます。

� 審査請求をした日の翌日から起算して３月を経

過しても裁決がないとき。

� 処分，処分の執行又は手続きの続行により生じ

る著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き。

� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るとき。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４０号

新潟市市税条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市市税条例施行規則（昭和４１年新潟市規則第３９

号）の一部を次のように改正する。

第１２条の表中「その１」を「その１の１からその１の

４まで」に改める。

第１６条軽自動車税の表中

を削る。

別記様式第９号及び別記様式第１０号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取った日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起することができます。ただし，①異議申立てが

あつた日から３か月を経過しても決定がないとき，

②処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著

しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他

決定を経ないことに正当な理由があるときは，決定

を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できま

す。 」

に改める。

別記様式第１１号中

「 あなたが，この処分について不服があるときは，こ

の告知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内

に新潟市長に異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第１２号，別記様式第１４号及び別記様式第１５号

中

「注 上記処分について不服がある場合は，この文書を

受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処
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分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第１７号中「不服の申立」を「不服の申立て等」

に，

「あなたがこの処分について不服のある時は，この告知

書を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に新潟

市長に異議申立をすることができます。 」

を

「 この通知書に記載された事項について不服がある場

合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日

以内に市長に対して書面をもつて異議申立てをするこ

とができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対

する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月

以内に市を被告（市長を被告の代表者）として提起で

きます。ただし，①異議申立てがあつた日から３か月

を経過しても決定がないとき，②処分，処分の執行又

は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊

急を要するとき，③その他決定を経ないことに正当な

理由があるときは，決定を経ないでもこの処分の取消

しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第１９号，別記様式第２１号及び別記様式第２４号

中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第２７号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この通知

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第２８号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，通知書を受け

取つた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告

（市長を被告の代表者）として提起できます。ただ

し，異議申立てをした場合には，この処分の取消し

の訴えは，その異議申立てに対する決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内に提起するこ

とができます。 」

に改める。

別記様式第３０号，別記様式第３３号その１及び別記様式

第３３号その２中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

44 平成１７年５月１６日 第７４７号 新 潟 市 公 報



分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第３６号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第４３号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第５１号を次のように改める。

第
号

決
定

書

異
議
申
立
人 住（
居
）所

氏
名

（
名
称
）

参
加
人

住（
居
）所

氏
名

年
月

日
付
け
の
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

主
文

理
由

年
月

日

新
潟
市
長

印

注
こ
の
異
議
申
立
て
に
係
る
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
，
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
市
を
被
告
（
市
長
を
被
告
の
代
表
者
）
と
し
て
提
起

で
き
ま
す
。

別
記
様
式
第
５１
号
（
第
１０
条
関
係
）
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「
法人
番号

８ ０ ０ CD

」

「
法人番号

」

「
法人
番号

８ ０ ０ CD

」

別記様式第５２号注２を次のように改める。

２ この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第５３号その１中

「 この更正（決定）に不服がある場合は，この通知書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長に

対し文書で異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第５３号その２及び別記様式第５３号その３中

を

に，

「１ 上記の不足税額に延滞金を加算して納めて下さ

い。減額による還付の場合は，後日還付通知書を送

付します。

２ この更生・決定に不服がある場合は，この通知書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。（異議申

立ては文書によらなければなりません。） 」

を

「注１ 上記の不足税額に延滞金を加算して納めて下さ

い。減額による還付の場合は，後日還付通知書を

送付します。

２ この通知書に記載された事項について不服があ

る場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算

して６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申

立てをすることができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立て

に対する決定の通知を受けた日の翌日から起算し

て６か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）

として提起できます。ただし，①異議申立てがあ

つた日から３か月を経過しても決定がないとき，

②処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③そ

の他決定を経ないことに正当な理由があるとき

は，決定を経ないでもこの処分の取消しの訴えを

提起できます。 」

に改める。

別記様式第５４号その１中

「 この決定に基づく加算金は， 年 月 日

までに納めてください。

また，この通知書に記載された事項について不服が

ある場合には，この通知書を受け取つた日の翌日から

起算して６０日以内に市長に対して異議申立てをするこ

とができます。 」

を

「注１ この決定に基づく加算金は， 年 月

日までに納めてください。

２ この通知書に記載された事項について不服があ

る場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算

して６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申

立てをすることができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立て

に対する決定の通知を受けた日の翌日から起算し

て６か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）

として提起できます。ただし，①異議申立てがあ

つた日から３か月を経過しても決定がないとき，

②処分，処分の執行又は手続の続行により生じる

著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③そ

の他決定を経ないことに正当な理由があるとき

は，決定を経ないでもこの処分の取消しの訴えを

提起できます。 」

に改める。

別記様式第５４号その２中
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「
法人番号

」

を

に，「異議申立」を「異議申立て等」に，

「この処分に不服のあるときは，この通知を受けた日の

翌日から起算して６０日以内に市長に異議申立てをする

ことができます。（異議申立は文書によらなければなり

ません。） 」

を

「 この通知書に記載された事項について不服がある場

合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日

以内に市長に対して書面をもつて異議申立てをするこ

とができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対

する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月

以内に市を被告（市長を被告の代表者）として提起で

きます。ただし，①異議申立てがあつた日から３か月

を経過しても決定がないとき，②処分，処分の執行又

は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊

急を要するとき，③その他決定を経ないことに正当な

理由があるときは，決定を経ないでもこの処分の取消

しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第５５号その１を次のように改める。

別記様式第５５号その１ 削除

別記様式第５５号その１の次に次に４様式を加える。
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郵便はがき

新潟市役所
〒９５１―８５５０
新潟市学校町通１番町６０２番地１
TEL ０２５（２２８）１０００（代）
内線

ここからゆつくりはがして内容を御確認くださ
い。

市民税・県民税特別徴収 督促状

特別徴収義務者 年 月分

事業所コード

指 定 番 号

未
納
税
額

全 部 未 納 円

一 部 未 納 円

上記の金額が未納となつています。至急，新潟市指
定金融機関等で納入してください。

年 月 日

新潟市長 印

本状到達前に納入されたときは，行き違いになりま
すので，ご容赦ください。

ご 注 意

・本状で納入できません。必ず納入書をお持ちのうえ，裏
面の納入場所で納めてください。
・納入書を紛失された方は納税課にご連絡ください。
（延滞金）
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ（税額

１，０００円未満の端数があるときは，またはその全額が２，０００
円未満であるときは，その端数金額または全額を切り捨て
ます。），年１４．６％（納期限の翌日から１か月を経過する日
までの期間については，年７．３％（当該期間のうち平成１２年
１月１日以後の各年中の割合については，各年の前年１１月
３０日を経過する時における公定歩合に年４％の割合を加算
した割合が，年７．３％の割合に満たない場合は，当該公定歩
合に年４％の割合を加算した割合））の割合で計算した額で
す。
（滞納処分）
地方税法の規定により，督促状を発した日から起算して

１０日を経過した日までに完納されない時は，財産差押処分
を受けることがあります。
（不服申立て等）
この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内
に市長に対して書面をもつて異議申立てをすることができ
ます。
また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対する
決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市
を被告（市長を被告の代表者）として提起できます。ただ
し，①異議申立てがあつた日から３か月を経過しても決定
がないとき，②処分，処分の執行又は手続の続行により生
じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③その他
決定を経ないことに正当な理由があるときは，決定を経な
いでもこの処分の取消しの訴えを提起できます。
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郵便はがき

新潟市役所
〒９５１―８５５０
新潟市学校町通１番町６０２番地１
TEL ０２５（２２８）１０００（代）
内線

ここからゆつくりはがして内容を御確認くださ
い。

督 促 状

年 度 法 人 市 民 税

通知書番号

事業年度 年 月 日 ～ 年 月 日

申告区分

税 額 円

上記の金額が未納となつています。至急，新潟市指
定金融機関等で納入してください。

年 月 日

新潟市長 印

本状到達前に納入されたときは，行き違いになりま
すので，ご容赦ください。

ご 注 意

・本状で納入できません。必ず納入書をお持ちのうえ，裏面の
納入場所で納めてください。
・納入書を紛失された方は納税課にご連絡ください。
（延滞金）
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ（税額１，００
０円未満の端数があるときは，またはその全額が２，０００円未満で
あるときは，その端数金額または全額を切り捨てます。），年１４．
６％（納期限の翌日から１か月を経過する日までの期間について
は，年７．３％（当該期間のうち平成１２年１月１日以後の各年中の
割合については，各年の前年１１月３０日を経過する時における公
定歩合に年４％の割合を加算した割合が，年７．３％の割合に満た
ない場合は，当該公定歩合に年４％の割合を加算した割合））の
割合で計算した額（地方税法第３２６条及び第３２７条による各期間
も同様です。ただし，地方税法附則第３条の２の特例の場合は，
日本銀行の基準割引歩合の引上げに応じ，年１２．７７５％の割合の
範囲内で定める割合で計算した額）です。
（滞納処分）
地方税法の規定により，督促状を発した日から起算して１０日
を経過した日までに完納されない時は，財産差押処分を受ける
ことがあります。
（不服申立て等）
この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市
長に対して書面をもつて異議申立てをすることができます。
また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対する決定
の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告
（市長を被告の代表者）として提起できます。ただし，①異議
申立てがあつた日から３か月を経過しても決定がないとき，②
処分，処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避
けるため緊急を要するとき，③その他決定を経ないことに正当
な理由があるときは，決定を経ないでもこの処分の取消しの訴
えを提起できます。
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郵便はがき

新潟市役所
〒９５１―８５５０
新潟市学校町通１番町６０２番地１
TEL ０２５（２２８）１０００（代）
内線

ここからゆつくりはがして内容を御確認くださ
い。

督 促 状

年 度 事 業 所 税

通知書番号

事業年度 年 月 日 ～ 年 月 日

申告区分

税 額 円

上記の金額が未納となつています。至急，新潟市指
定金融機関等で納入してください。

年 月 日

新潟市長 印

本状到達前に納入されたときは，行き違いになりま
すので，ご容赦ください。

ご 注 意

・本状で納入できません。必ず納入書をお持ちのうえ，裏面の納
入場所で納めてください。
・納入書を紛失された方は納税課にご連絡ください。
（延滞金）
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ（税額１，０００円
未満の端数があるときは，またはその全額が２，０００円未満であると
きは，その端数金額または全額を切り捨てます。），年１４．６％（納
期限の翌日から１か月を経過する日までの期間については，年７．
３％（当該期間のうち平成１２年１月１日以後の各年中の割合につい
ては，各年の前年１１月３０日を経過する時における公定歩合に年４
％の割合を加算した割合が，年７．３％の割合に満たない場合は，当
該公定歩合に年４％の割合を加算した割合））の割合で計算した額
（地方税法第７０１条の６０第２号による提出期限後に提出した申告
書に係る税額は，提出した日までの期間またはその日の翌日から
１か月を経過する日までの期間，同条第３号による修正申告書に
係る税額は，修正申告書を提出した日までの期間またはその翌日
から１か月を経過する日までの期間，同条第４号による徴収を猶
予した税額は，その猶予した期間またはその期間の末日の翌日か
ら１か月を経過する日までの期間についても同様）です。
（滞納処分）
地方税法の規定により，督促状を発した日から起算して１０日を
経過した日までに完納されない時は，財産差押処分を受けること
があります。
（不服申立て等）
この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長
に対して書面をもつて異議申立てをすることができます。
また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対する決定の
通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告（市長
を被告の代表者）として提起できます。ただし，①異議申立てが
あつた日から３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処分
の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急
を要するとき，③その他決定を経ないことに正当な理由があると
きは，決定を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できま
す。
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郵便はがき

新潟市役所
〒９５１―８５５０
新潟市学校町通１番町６０２番地１
TEL ０２５（２２８）１０００（代）
内線

ここからゆつくりはがして内容を御確認くださ
い。

督 促 状

年 度 特 別 土 地 保 有 税

通知書番号

法定納期限 年 月 日

指定納期限 年 月 日

申 告 区 分

税 額 円

上記の金額が未納となつています。至急，新潟市指
定金融機関等で納入してください。

年 月 日

新潟市長 印

本状到達前に納入されたときは，行き違いになりま
すので，ご容赦ください。

ご 注 意

・本状で納入できません。必ず納入書をお持ちのうえ，裏面の納
入場所で納めてください。
・納入書を紛失された方は納税課にご連絡ください。
（延滞金）
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ（税額１，０００円
未満の端数があるときは，またはその全額が２，０００円未満であると
きは，その端数金額または全額を切り捨てます。），年１４．６％（納
期限の翌日から１か月を経過する日までの期間については，年７．
３％（当該期間のうち平成１２年１月１日以後の各年中の割合につい
ては，各年の前年１１月３０日を経過する時における公定歩合に年４
％の割合を加算した割合が，年７．３％の割合に満たない場合は，当
該公定歩合に年４％の割合を加算した割合））の割合で計算した額
（地方税法第６０８条第２号による提出期限後に提出した申告書に
係る税額は，提出した日までの期間またはその日の翌日から１か
月を経過する日までの期間，同条第３号による修正申告書に係る
税額は，修正申告書を提出した日までの期間またはその日の翌日
から１か月を経過する日までの期間，同条第４号による徴収を猶
予した税額は，その猶予した期間またはその期間の末日の翌日か
ら１か月を経過する日までの期間についても同様）です。
（滞納処分）
地方税法の規定により，督促状を発した日から起算して１０日を
経過した日までに完納されない時は，財産差押処分を受けること
があります。
（不服申立て等）
この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長
に対して書面をもつて異議申立てをすることができます。
また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対する決定の
通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内に市を被告（市長
を被告の代表者）として提起できます。ただし，①異議申立てが
あつた日から３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処分
の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急
を要するとき，③その他決定を経ないことに正当な理由があると
きは，決定を経ないでもこの処分の取消しの訴えを提起できま
す。
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「
法人
番号

８ ０ ０ CD

」

「
法人番号

」

「
減免申請理由
（該当に○印）

３ 法人である政党又は政治団体
４ 特定非営利活動促進法第２条第２項の特
定非営利活動法人で非収益事業であるため
５ 公益事業等を行う法人でない社団又は財
団で代表者又は管理人の定めのあるもの

」

「
減免申請理由
（該当に○印）

３ 特定非営利活動促進法第２条第２項の特
定非営利活動法人で非収益事業であるため
４ 公益事業等を行う法人でない社団又は財
団で代表者又は管理人の定めのあるもの

」

「
許認可年月日又は
設立年月日
（該当に○印）

３ 法人である政党又は政治団体
４ 特定非営利活動法人
５ 法人でない社団等

」

「
許認可年月日又は
設立年月日
（該当に○印）

３ 特定非営利活動法人
４ 法人でない社団等

」

「
標識番号（車両番号） 新潟

」
を

「
標識番号（車両番号）

」

別記様式第５５号その２及び別記様式第５５号その３中

「（不服の申立）

この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日以

内に市長に対して異議申立てをすることができます。

」

を

「（不服の申立て等）

この督促状を受け取つた日の翌日から起算して６０日

以内に市長に対して書面をもつて異議申立てをするこ

とができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに対

する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月

以内に市を被告（市長を被告の代表者）として提起で

きます。ただし，①異議申立てがあつた日から３か月

を経過しても決定がないとき，②処分，処分の執行又

は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊

急を要するとき，③その他決定を経ないことに正当な

理由があるときは，決定を経ないでもこの処分の取消

しの訴えを提起できます。 」

に改める。

別記様式第５８号その２中

を

に，「第４６条第１項第４，５，６，７，８号」を「第４６条第１項第

４号，第５号，第６号又は第７号」に，

を

に，

を

に，改め，「及び４」を削る。

別記様式第５８号その４及び別記様式第５８号その４の２

中「新税（税証）」を削る。

別記様式第５９号その１注を次のように改める。

注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第５９号その３注を次のように改める。

注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第５９号その４注を削り，同様式中「新税（減

免）」を削る。

別記様式第５９号その５中

に改め，同様式注を次のように改める。

注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに
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対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第５９号その６注を次のように改める。

注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第５９号その７中

「 この処分について不服がある場合は，この通知書を

受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長に対

して書面をもつて異議申立てをすることができます。

（異議申立ては文書によらなければなりません。） 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に，別記様式第６５号注を次のように改める。

注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。

別記様式第７１号中

「 審査の申出 ……この価格について不服があるとき

は，この通知を受けた日から６０日以

内に文書により固定資産評価審査委

員会に審査の申出をすることができ

ます。 」

を

「注 この価格について不服があるときは，この通知を

受けた日から６０日以内に文書により固定資産評価審

査委員会に審査の申出をすることができます。

また，固定資産評価審査委員会の決定に不服があ

るときは，その決定の取消しの訴えを提起できます

が，価格に関する不服については，地方税法第４３４条

第２項の規定により審査の申出及び審査決定の取消

しの訴えによつてのみ争うことができることとされ

ています。 」

に改める。

別記様式第７８号及び別記様式第７８号の２�を次のよう
に改める。
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年度 軽自動車税 納税通知書兼領収証書

全期
通知書番号

※納入前に標識（車両）番号
等の内容確認と裏面をよく
お読みください。

納付税額 円

延滞金 円 標識（車両）番号

合計 円 車種

納 期 限
平成 年 月 日

登録年月日

上記の軽自動車税を納期限までに納めてください。

年 月 日

新潟市長

領

収

印

新 潟 市

軽自動車税納税証明書
（継続検査用）

氏 名

様
車 両 番 号

この証明書
の有効期限 年 月 日

上記の軽自動車について
軽自動車税の滞納のない
ことを証明します。

新潟市長

領収日付
印のない
もの，記
載事項を
訂正した
ものは無
効です。

領
収
日
付
印

新 潟 市

この納付済通知書は直接機械で処理しますので汚したり折り曲げないでください。

年度軽自動車税納付済通知書
Ａ１
０３１
新潟市

２３

住 所

氏 名

延
滞
金： ： ： ： ： ： ：

： ： ： ： ： ： ：

通知書番号 入力区分 年 度 税 自
０３１

調区 課 税 連 番 納付税額 円

領

収

印

納期限
年 月 日

延滞金 円

標識（車両）番号 合計 円

本書の金額を領収したので通知します。

（あて先）新潟市収入役

新 潟 市

年度軽自動車税
納 付 書
全 期

氏 名

納
通知書番号

納付税額 円

延滞金 円

合計 円

領

収

印

新 潟 市

軽自動車税のお問い合わせ先
お問い合わせ先 連 絡 先

新潟市 市民税課（０２５）２２８―１０００（代表）内
新津支所 税務課（ ） ― （ ）
白根支所 税務課（ ） ― （ ）
豊栄支所 税務課（ ） ― （ ）
小須戸支所 税務課（ ） ― （ ）
横越支所 市民税課（ ） ― （ ）
亀田支所 税務課（ ） ― （ ）
岩室支所 税務課（ ） ― （ ）
西川支所 税務課（ ） ― （ ）
味方支所 総務課（ ） ― （ ）
潟東支所 総務課（ ） ― （ ）
月潟支所 総務課（ ） ― （ ）
中之口支所 税務課（ ） ― （ ）

ご相談先・窓口カウンター
通知書の内容を確認したいなど
市役所 階 番市民税課窓口
または上記最寄りの窓口
納付関係や今後口座振替にしたいなど
市役所 階 番納税課窓口
（０２５）２２８－１０００ 内線
または上記最寄りの支所の収納窓口

＜ 納 付 場 所 ＞

①市役所納税課・支所
地区事務所・連絡所
②新潟市指定金融機関
新潟市指定代理金融機関
新潟市収納代理金融機関

・上記の金融機関の日本国内の全店舗
ただし※は 支店のみとなります。

軽 自 動 車 税 に つ い て

１ 課税される方
地方税法及び新潟市市税条例の規定により，４月１日

現在における軽自動車等の所有者または使用者に対し１
年分が課税されます。したがって４月２日以降に廃車等
の申告をされても月割で還付されることはありません。
２ 税率（年税額）
左記別表のとおりです。

３ 身体障害者等の減免
身体または精神に障害がある方は軽自動車税の減免を

受けられる場合がありますので，遅くとも納期限の７日
前までに市民税課へご相談ください。なお，申請の受付は
各支所でも行ないます。
４ 延 滞 金
納期限までに税金を納めませんと，次の割合を乗じて

計算した額の延滞金が加算されます。
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じて，

年１４．６％。ただし 年中は，納期限の翌日から１か月
を経過する日までの期間の延滞金は年 ％です。
５ 異議申立て及び取消訴訟
この通知書に記載された事項について不服がある場合

は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内

に市長に対して書面をもつて異議申立てをすることがで
きます。
また，この賦課処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月
以内に市を被告（市長を被告の代表者）として提起できま
す。ただし，①異議申立てがあつた日から３か月を経過し
ても決定がないとき，②処分，処分の執行又は手続の続行
により生じる著しい損害を避けるため緊急を要すると
き，③その他決定を経ないことに正当な理由があるとき
は，決定を経ないでも賦課処分の取消しの訴えを提起で
きます。
６ その他トラブル防止のために
① この通知書に記載された軽自動車（四輪及び三輪）
又は二輪の小型自動車（２５０㏄を超えるオートバイ）を
県外で廃車又は名義変更を行つた場合は，３０日以内に
市に申告する必要があります。
② 申告の誤り等により通知書の記載内容が実車と異な
つている場合があります。標識番号（ナンバー）等記載
内容は，必ず確認してください。
③ 市外に転出した場合は，３０日以内に市に申告する必
要があります。

軽自動車・バイクの申告に関するお問い合わせ先
軽自動車（四輪・三輪）軽自動車検査協会 （ ） －
二輪（１２０㏄～２５０㏄） 全国軽自動車協会連合会（ ） －
二輪（２５１㏄以上） 新潟運輸局 （ ） －
原付バイク（１２５㏄まで） 左記別表のお問い合わせ先のほか
小型特殊自動車 黒埼支所・地区事務所

１ この納税証明書は，軽
自動車（四輪及び三輪），
二輪の小型自動車（２５０㏄
を超えるオートバイ）の
継続検査の際使用します
ので，１年間保管してく
ださい。その他の車種に
は必要ありません。
２ 氏名・車両番号欄に＊
＊＊印が表示されている
ものは，検査対象外車両
又は 年度以前の軽
自動車税が未納となって
いる車両です。
３ 継続検査を申請する
際，納税証明書の提示が
なければ，道路運送車両
法第９７条の２第２項の規
定により，検査が拒否さ
れます。

（別表）
課税対象車種及び税率（年税額）

車 種 税率（年税額）

原動機付
自 転 車

５０cc
以下

三輪以上で，車室を有するか
又は輪距が０．５mを超えるもの 円

上記以外のもの 円
９０ cc 以 下 円
１２５ cc 以 下 円

軽自動車

二 輪 の も の 円
三 輪 の も の 円

四 輪 乗 用
営 業 用 円
自 家 用 円

四輪貨物用
営 業 用 円
自 家 用 円

雪 上 車 円
小型特殊
自 動 車

農 耕 作 業 用 円
そ の 他 の も の 円

二輪の小型自動車（２５０ccを超えるバイク） 円

別記様式第７８号（第１６条関係）
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軽自動車税のお問い合わせ先
お問い合わせ先 連 絡 先 所 在 地
新 潟 市 市 民 税 課
新 津 支 所 税 務 課
白 根 支 所 税 務 課
豊 栄 支 所 税 務 課
小須戸支所税務課
横越支所市民税課
亀 田 支 所 税 務 課
岩 室 支 所 税 務 課
西 川 支 所 税 務 課
味 方 支 所 総 務 課
潟 東 支 所 総 務 課
月 潟 支 所 総 務 課
中之口支所税務課

相談窓口のご案内
ご相談窓口 ご相談先・窓口カウンター

通知書の内容について 市役所 階 番窓口ほか上記の窓口

納付に関する相談
市役所 階 番窓口ほか上記の収納窓口
（０２５）２２８－１０００

※納税証明書について
振替後，２週間程度で納付済通知書とともにお送りします。お急
ぎの方は，当該税額の引落としが記載された通帳と，窓口に来られ
る方の印鑑，車検証（コピー可）をお持ちのうえ，市民税課，支所
または地区事務所へおいでください。

図のようにゆっくりとおはがしください

ここからゆっくりはがして内容をご確認ください。
（このハガキは表裏帳面ともはがせます。どちらもご覧ください。）

き
が

は
便

郵

軽自動車税について

１ 課税される方
地方税法及び新潟市市税条例の規定により，４月１

日現在における軽自動車等の所有者または使用者に対
し１年分が課税されます。したがつて４月２日以降に
廃車等の申告をされても月割で還付されることはあり
ません。

２ 税率（年税額）
右表別表のとおりです。

３ 身体障害者等の減免
身体または精神に障害がある方は軽自動車税の減免

を受けられる場合がありますので，遅くとも納期限の
７日前までに市民税課へご相談ください。なお，申請
の受付は各支所でも行います。

４ 延 滞 金
納期限までに税金を納めませんと，次の割合を乗じ

て計算した額の延滞金が加算されます。
納期限の翌日から税金完納の日までの日数に応じ

て，年１４．６％。ただし 年中は，納期限の翌日か
ら１か月を経過する日までの期間の延滞金の率は
％です。

５ 異議申立て及び取消訴訟
この通知書に記載された事項について不服がある場

合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して６０日
以内に市長に対して書面をもつて異議申立てをするこ
とができます。

また，この賦課処分の取消しの訴えは，異議申立てに対
する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６か月以内
に市を被告（市長を被告の代表者）として提起できます。
ただし，①異議申立てがあつた日から３か月を経過しても
決定がないとき，②処分，処分の執行又は手続の続行によ
り生じる著しい損害を避けるため緊急を要するとき，③そ
の他決定を経ないことに正当な理由があるときは，決定を
経ないでも賦課処分の取消しの訴えを提起できます。

６ その他トラブル防止のために
① この通知書に記載された軽自動車（四輪及び三輪）又
は二輪の小型自動車（２５０㏄を超えるオートバイ）を県外
で廃車又は名義変更を行つた場合は，３０日以内に市に申
告する必要があります。

② 申告の誤り等により通知書の記載内容が実車と異なつ
ている場合があります。標識番号（ナンバー）等記載内
容は，必ず確認してください。

③ 市外に転出した場合は，３０日以内に市に申告する必要
があります。

課税対象車種及び税率 申告に関するお問い合わせ

◎軽自動車（四輪及び三輪）
軽自動車検査協会

電話
◎二輪（１２６cc～２５０cc）
全国軽自動車協会連合会

電話
◎二輪（２５１cc以上）
新潟運輸支局

電話
◎原付バイク（１２５ccまで）及
び小型特殊軽自動車

左に示す最寄りお問い合わせ
先と黒埼支所・各地区事務所

車 種 税率（年税額）

原動機付
自 転 車

５０cc
以下

三輪以上で，車室を有するか
又は輪距が０．５mを超えるもの 円

上記以外のもの 円
９０ cc 以 下 円
１２５ cc 以 下 円

軽自動車

二 輪 の も の 円
三 輪 の も の 円

四輪乗用
営 業 用 円
自 家 用 円

四輪貨物用
営 業 用 円
自 家 用 円

雪 上 車 円
小型特殊
自 動 車

農 耕 作 業 用 円
そ の 他 の も の 円

二輪の小型自動車（２５０ccを超えるバイク） 円

別記様式第７８号の２（第１６条関係）
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別記様式第７８号の３を削る。

別記様式第８１号備考１に次のように加える。

� 条例第７８条第２号イの小型特殊自動車にあつて

は，薄緑色

別記様式第８２号に備考として次のように加える。

（備考）

１ 標識の地の塗色は，白色に朱色の斜線

２ 標識の文字の塗色は，濃紺色

別記様式第８４号を次のように改める。

原動機付自転車・小型特殊自動車 標識交付証明書
種 別

標 識 番 号 －
原動機付自転車 小型特殊自動車

□第一種（０．０５L以下）
□第二種 乙（０．０９L以下）
□第二種 甲（０．１２５L以下）
□ミニカー

□農耕作業用
□その他
（ ）

納税義務発生
年 月 日

年 月 日

納
税
（
申
告
・
報
告
）
義
務
者

所

有

者

住 所
又は
所在地

〒□□□―□□□□

（フリガナ）

主たる定置場

１ 左記所有者の住所又は所在地と同じ

氏 名
又は
名 称

２

車 名 型式及び年式 原動機の型式番号

使

用

者

住 所
又は
所在地

〒□□□―□□□□ 型
年式

車 台 番 号 型式認定番号 総排気量又は定格出力
L
kW（フリガナ）

氏 名
又は
名 称

注意事項
１ この証明書は，原動機付自転車及び小型特殊自動車を使用す
る場合常に携帯し，新潟市の徴税吏員の請求があつた場合は，
呈示してください。
２ 上記納税義務者の変更が生じた場合に手続上必要ですので，
紛失しないよう大切に保存しておいてください。
３ 廃車する場合は，この証明書と標識を持参してください。

上記のとおり標識を交付したことを証明します。

新 潟 市 長
印

別記様式第８４号（第１６条関係）
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「

掲示内容

源 泉 名

温 泉 の 泉 質

源 泉 の 温 度

公共の浴用又は
飲用に供する場
所の温泉の温度

温 泉 の 成 分

温泉の成分の分析
年月日

分析機関の名称及
び登録番号

禁 忌 症

適 応 症

浴用又は飲用の
方法及び注意

」

「

掲

示

内

容

源 泉 名
」

温 泉 の 泉 質

源 泉 の 温 度 源泉 ℃ 利用場所 ℃

温 泉 の 成 分

温泉の成分の分析
年月日

登 録 分 析 機 関
名 称

登録番号

温泉に加水している
場合は，その旨及び
その理由

温泉を加温している
場合は，その旨及び
その理由

温泉を循環利用して
いる場合は，その旨
（ろ過を実施してい
る場合はその旨を含
む。）及びその理由

別記様式第１００号及び別記様式第１０１号中

「注 上記処分について不服がある場合には，この文書

を受け取つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この通知書に記載された事項について不服がある

場合は，通知書を受け取つた日の翌日から起算して

６０日以内に市長に対して書面をもつて異議申立てを

することができます。

また，この処分の取消しの訴えは，異議申立てに

対する決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

か月以内に市を被告（市長を被告の代表者）として

提起できます。ただし，①異議申立てがあつた日か

ら３か月を経過しても決定がないとき，②処分，処

分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を

避けるため緊急を要するとき，③その他決定を経な

いことに正当な理由があるときは，決定を経ないで

もこの処分の取消しの訴えを提起できます。 」

に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

（経過措置）

第２条 この規則の施行前に，改正前の新潟市市税条例

施行規則の規定によつてなされた申請，手続その他の

行為は，改正後の新潟市市税条例施行規則の規定によ

つてなされた申請，手続その他の行為とみなす。

２ この規則の施行の際，残存する用紙については，当

分の間，これを適宜修正して使用することができる。

旅館業法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４１号

旅館業法施行細則の一部を改正する規則

旅館業法施行細則（昭和５５年新潟市規則第３１号）の一

部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新潟市旅館業法施行細則

第８条第１項に次の１号を加える。

� 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である

ときは，その国籍及び旅券番号

別記様式第５号中「旅館業法施行細則」を「新潟市旅

館業法施行細則」に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市温泉法施行細則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４２号

新潟市温泉法施行細則の一部を改正する規則

新潟市温泉法施行細則（平成１０年新潟市規則１４号）の

一部を次のように改正する。

別記様式第３号中

を
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温泉に入浴剤を加え
ている場合は，当該
入浴剤の名称及びそ
の理由

温泉を消毒している
場合は，その方法及
びその理由

浴用又は飲用の
禁忌症

浴用又は飲用の
方法及び注意

」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，平成１７年５月２４日から施行する。ただ

し，次項の規定は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の公布の際現に温泉法（昭和２３年法律第１２

５号）第１４条第１項の規定による掲示をしている者又

は同項の規定による掲示をしようとする者は，この規

則の施行前においても，改正後の別記様式第３号によ

り同条第３項の規定による届出を行うことができる。

新潟市契約規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４３号

新潟市契約規則の一部を改正する規則

新潟市契約規則（昭和５９年新潟市規則第２４号）の一部

を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

第２条 削除

第８条中「契約執行職員」を「市長」に改める。

第９条第１項中「契約執行職員は，入札に参加しよう

とする者をして」を「入札に参加しようとする者は」に，

「納めさせなければ」を「納めなければ」に改め，同項

ただし書中「その都度」を「市長がその都度」に改める。

第１０条，第１１条，第１２条，第１３条，第１５条から第１７条ま

での規定，第１９条から第２４条までの規定，第２７条，第２８

条，第３０条及び第３１条中「契約執行職員」を「市長」に

改める。

第３３条第１項中「契約執行職員は，契約の相手方をし

て」を「市と契約を締結する者は」に，「納めさせなけれ

ば」を「納めなければ」に改め，同項ただし書中「その

都度」を「市長がその都度」に改め，同条第２項第１号

中「契約執行職員」を「市長」に改める。

第３４条から第３６条までの規定中「契約執行職員」を「市

長」に改める。

第３８条中「契約執行職員又は検査執行職員」を「市長」

に改める。

第４０条第１項中「契約執行職員又は検査執行職員」を

「市長」に改め，同条第２項中「契約執行職員，検査執

行職員」を「市長」に改める。

第４１条，第４５条及び第４６条中「契約執行職員」を「市

長」に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市身体障害者更生施設等費用徴収規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４４号

新潟市身体障害者更生施設等費用徴収規則の一

部を改正する規則

新潟市身体障害者更生施設等費用徴収規則（昭和６１年

新潟市規則第３４号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号注を次のように改める。

注 この決定に不服があるときは，この決定のあつた

ことを知つた日の翌日から起算して６０日以内に市長

に対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長になります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４５号

新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収規則の

一部を改正する規則

新潟市知的障害者更生施設等負担金徴収規則（昭和４２

年新潟市規則第３８号）の一部を次のように改正する。

別記様式第１号中

「日以内に新潟市長に対して不服申立てをすることがで

きます。」を

「日以内に新潟市長に対して異議申立てをすることがで
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きます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して６

月以内に，市を被告として（訴訟において市を代表す

る者は市長となります。）提起することができます。た

だし，異議申立てをした場合には，この決定の取消し

の訴えは，その異議申立てに対する決定の送達を受け

た日の翌日から起算して６月以内に提起することがで

きます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に

関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４６号

新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の

支給に関する規則の一部を改正する規則

新潟市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に

関する規則（平成１５年新潟市規則第６号）の一部を次の

ように改正する。

別記様式第３号から別記様式第６号までの規定中

「不服の申立て

この決定に不服がある場合には，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に対し

て異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。 」

に改める。

別記様式第７号中「なお，この決定に不服があるとき

は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日

以内に，市長に対して異議申立てをすることができま

す。」を削り，「問い合わせ先」を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。

問い合わせ先 」

に改める。

別記様式第９号中

「不服の申立て

この決定に不服がある場合には，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に対し

て異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。 」

に改める。

別記様式第１０号中「なお，この決定に不服があるとき

は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日

以内に，市長に対して異議申立てをすることができま

す。」を削り，「問い合わせ先」を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。

問い合わせ先 」

に改める。

別記様式第１２号中

「不服の申立て

この決定に不服がある場合には，この通知書を受け
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取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に対し

て異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。 」

に改める。

別記様式第１３号中「なお，この決定に不服があるとき

は，この通知書を受け取った日の翌日から起算して６０日

以内に，市長に対して異議申立てをすることができま

す。」を削り，「問い合わせ先」を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。

問い合わせ先 」

に改める。

別記様式第１４号及び別記様式第１５号中

「不服の申立て

この決定に不服がある場合には，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に対し

て異議申立てをすることができます。 」

を

「注 この決定に不服がある場合には，この通知書を受

け取った日の翌日から起算して６０日以内に，市長に

対して異議申立てをすることができます。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取消しの訴えは，その異議申立てに対する決定の

送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提起

することができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市感染症医療の費用負担に関する規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４７号

新潟市感染症医療の費用負担に関する規則の一

部を改正する規則

新潟市感染症医療の費用負担に関する規則（平成１３年

新潟市規則第３６号）の一部を次のように改正する。

別記様式第２号，別記様式第３号，別記様式第５号及

び別記様式第６号中

「注，この決定に不服があるときは，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審

査法に基づき新潟市長に異議申立てをすることがで

きます。 」を

「注，この決定に不服があるときは，この通知書を受け

取った日の翌日から起算して６０日以内に行政不服審

査法に基づき市長に異議申立てをすることができま

す。

また，この決定の取消しを求める訴えをする場合

は，この決定の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に，市を被告として（訴訟において市を代

表する者は市長となります。）提起することができま

す。ただし，異議申立てをした場合には，この決定

の取り消しの訴えは，その異議申立てに対する決定

の送達を受けた日の翌日から起算して６月以内に提

起することができます。 」

に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

市長の職務を代理する助役の順序を定める規則及び新

潟市助役事務分担規則を廃止する規則をここに公布す

る。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４８号

市長の職務を代理する助役の順序を定める規則

及び新潟市助役事務分担規則を廃止する規則

次に掲げる規則は，廃止する。

� 市長の職務を代理する助役の順序を定める規則

（平成１６年新潟市規則第２６号）

� 新潟市助役事務分担規則（平成１６年新潟市規則第
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２７号）

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市民病院組織規則及び新潟市病院事業事務委任規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１４９号

新潟市民病院組織規則及び新潟市病院事業事務

委任規則の一部を改正する規則

（新潟市民病院組織規則の一部改正）

第１条 新潟市民病院組織規則（昭和４８年新潟市規則第

２０号）の一部を次のように改正する。

第２条中「，診療所」及び「附属大山台診療所」を

削る。

第３条中「，診療所」を削り，同条事務局総務課企

画総務係の項第５号中「，センター及び診療所」を「及

びセンター」に改め，同条附属大山台診療所の項を削

る。

第４条及び第５条中「，診療所」を削る。

第６条第２項の表附属大山台診療所の項を削り，同

条第３項の表課の項中「及び主査」を「副主幹，主査

及び副主査」に改め，同表教育研修部の室の項，医療

情報部の室の項，医療管理部の室の項及び地域医療部

の室の項中「主任及び主査」を「副主幹，主任，主査

及び副主査」に改め，同表診療部の項中「医療参事」

の次に「，主幹，副主幹，主査及び副主査」を加え，

同表看護部の項中「及び主査」を「主査及び副主査」

に改め，同表医療技術部の科の項中「医長，主任及び

主査」を「副主幹，医長，主任，主査及び副主査」に

改め，同表附属大山台診療所の項を削る。

第７条第５項中「，センター又は診療所」を「又は

センター」に改め，同条第１６項中「副看護師長及び主

査」を「副主幹，副看護師長，主査及び副主査」に改

める。

（新潟市病院事業事務委任規則の一部改正）

第２条 新潟市病院事業事務委任規則（昭和４８年新潟市

規則第３６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「及び新潟市民病院附属大山台診療所（以

下「診療所」という。）」を削る。

第２条第２項を削る。

第３条中「又は診療所長」を削る。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市黒埼支所組織規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第１５０号

新潟市黒埼支所組織規則の一部を改正する規則

新潟市黒埼支所組織規則（平成１２年新潟市規則第９６

号）の一部を次のように改正する。

第２条を次のように改める。

第２条 削除

第４条総務課総務係の項中第６号を第７号とし，第５

号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。

� 市営住宅の申込みの受付に関する事項

第４条市民課生活環境係の項第１号中「収集運搬に係

る委託及び」を「処理委託及びその」に改め，同項第３

号を次のように改める。

� 一般廃棄物処理業の指導監督に関する事項

第４条市民課生活環境係の項中第１２号を第１３号とし，

第４号から第１１号までを１号ずつ繰り下げ，第３号の次

に次の１号を加える。

� 一般廃棄物（し尿）処理届出書の受付に関する事

項

第４条市民課市税年金係の項中第２号を削り，第３号

を第２号とし，第４号から第７号までを１号ずつ繰り上

げ，同条産業課商工観光係の項中第８号を第９号とし，

第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ，第１号の次

に次の１号を加える。

� 中小企業信用保険法の特定中小企業者の認定に関

する事項

第４条地域整備課管理係の項中第８号を第９号とし，

第７号の次に次の１号を加える。

� 法定外公共物に関する事項

第４条地域整備課業務係の項第３号中「受益者負担

金」の次に「及び受益者分担金」を加える。

第６条第２項及び第７条第６項中「主査」を「副主幹，

主査及び副主査」に改める。

附 則

この規則は，平成１７年４月１日から施行する。

訓 令

新潟市職員の胸部結核性疾患の検診等に関する規程を

廃止する規程を次のように定める。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第１８号

平成１７年５月１６日 第７４７号 61新 潟 市 公 報



� 施設の新設及び修
理をすること。

ア 経費の執行 １２，０００万
円以上

６，０００万
円以上
１２，０００万
円未満

３，０００万
円以上
６，０００万
円未満

３，０００万
円未満

イ 契約の締結 １３０万円
以下

第四銀行，北越銀行，大光銀行，秋田銀行，殖産銀行，山形
しあわせ銀行，東邦銀行，北陸銀行，新潟信用金庫，三条信
用金庫，新発田信用金庫，加茂信用金庫，新潟県信用組合，
新栄信用組合，興栄信用組合，巻信用組合，太陽信用組合，
五泉信用組合，協栄信用組合

新潟市職員の胸部結核性疾患の検診等に関する

規程を廃止する規程

新潟市職員の胸部結核性疾患の検診等に関する規程

（昭和２６年新潟市訓示第５号）は，廃止する。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市病院事業事務専決規程の一部を改正する規程を

次のように定める。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第１９号

新潟市病院事業事務専決規程の一部を改正する規程

新潟市病院事業事務専決規程（昭和４８年新潟市訓令第

１３号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「，医療技術部及び附属大山台診療所

の部長，センター長及び所長」を「及び医療技術部の部

長及びセンター長」に改める。

別表備考３中「，薬剤部及び附属大山台診療所」を「及

び薬剤部」に改める。

別表第１�の表第２項第２号の項を次のように改め
る。

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

新潟市地方産業育成資金貸付規程の一部を改正する規

程を次のように定める。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２０号

新潟市地方産業育成資金貸付規程の一部を改正

する規程

新潟市地方産業育成資金貸付規程（昭和３７年新潟市訓

令第４号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項を次のように改める。

資金の融資を受けることができる者は，市内に住所

又は営業所を有し，かつ，中小企業信用保険法（昭和

２５年法律第２６４号）第２条第１項第１号又は第１号の２

に規定する者とする。

第３条を第４条とする。

第２条第２項中「別表第１」を「別表第２」に改め，

同条を第３条とし，第１条の次に次の１条を加える。

（取扱金融機関）

第２条 地方産業育成資金の貸付けは，別表第１に定め

る金融機関が行うものとする。

別表第２を削る。

別表第１中「別表第１（第２条関係）」を「別表第１

（第３条関係）」に改め，同表を別表第２とし，附則の次

に次の１表を加える。

別表第１（第２条関係）

附 則

この規程は，平成１７年４月１日から施行する。

平成１７年国勢調査新潟市実施推進本部規程を次のよう

に定める。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２１号

平成１７年国勢調査新潟市実施推進本部規程

（設 置）

第１条 本市における平成１７年国勢調査（以下「調査」

という。）の実施に際し，調査事務の円滑かつ効率的な

推進を図るため，平成１７年国勢調査新潟市実施推進本

部（以下「本部」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 本部は，調査の実施を推進し，関係機関との連

絡調整を図るものとする。

（組 織）

第３条 本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって

組織する。

２ 本部長は，総務局長をもって充て，副本部長は，総

務部長をもって充てる。

３ 本部員は，次に掲げる者をもって充てる。

� 市民局参事中央地区担当

� 総務局総務部総務課長

� 総務局総務部広報課長

� 総務局総務部人事課長

� 企画財政局財政部管財課長

� 市民局市民生活部自治振興課長

� 支所次長

� 地区事務所次長

（本部長及び副本部長）

第４条 本部長は，本部の事務を総括する。
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２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故がある

ときはその職務を代行する。

（会 議）

第５条 本部の会議は，本部長が招集する。

（関係者の出席）

第６条 本部長は，必要があると認めるときは，関係者

を本部の会議に出席させることができる。

（庶 務）

第７条 本部の庶務は，総務局総務部総務課において処

理する。

（その他）

第８条 この規程に定めるもののほか，本部の運営に関

し必要な事項は，本部長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この規程は，平成１７年５月９日から施行する。

（この規程の失効）

２ この規程は，平成１７年１２月３１日限り，その効力を失

う。

新潟市請負工事等指名委員会規程の一部を改正する規

程を次のように定める。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２２号

新潟市請負工事等指名委員会規程の一部を改正

する規程

新潟市請負工事等指名委員会規程（昭和４０年新潟市訓

令第７号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

新潟市請負工事入札参加資格要件等審査委員会規程

第１条中「指名をし」を「入札の参加の資格要件等の

審査を行い」に，「新潟市請負工事等指名委員会」を「新

潟市請負工事入札参加資格要件等審査委員会」に改め

る。

第２条を次のように改める。

（職 務）

第２条 委員会は，次に掲げる事項について審査し，市

長に答申するものとする。

� 新潟市競争入札等参加者の資格認定等に関する規

程（昭和４０年新潟市訓令第８号。以下「規程」とい

う。）第３条に規定する資格の認定（等級の格付を含

む。）及び規程第５条の２に規定する参加資格者の認

定の取消し

� 建設工事の請負工事にあつては１件１，０００万円以

上，工事材料の購入にあつては１件５００万円以上の事

件に係る規程第６条に規定する一般競争入札に参加

できる資格要件の審査，規程第７条に規定する指名

競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方として

適当と認められる業者の選定

第３条第１項中「１１人」を「６人」に改め，同条第２

項中「，収入役」を削り，「産業経済局農林水産部長，都

市整備局都市計画部長，都市整備局開発建築部長，都市

整備局土木部長及び都市整備局下水道部長」を「企画財

政局財政部工事検査管理室長」に改める。

第４条第１項中「収入役」を「企画財政局長」に改め，

同条第４項中「会長」を「委員長」に改める。

第８条を第１０条とし，第７条を第９条とし，同条の前

に次の１条を加える。

（秘密を守る義務）

第８条 委員，助言者及び委員以外の出席者は，委員会

で知り得た秘密を当該秘密が秘密とされている期間に

限り，他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

第６条の見出しを「（説明員）」に改め，同条中「市職

員を」の次に「説明員として」を加え，同条を第７条と

する。 第５条第２項中「半数」を「３分の２」に改め，

同条に次の１項を加える。

５ 会議は，非公開とする。

第５条を第６条とし，第４条の次に次の１条を加え

る。

（助言者の委嘱）

第５条 市長は，委員会の適正な審査のために，委員の

ほかに学識経験者３名を助言者として委嘱することが

できる。

２ 助言者は，委員会に出席し，委員長の求めに応じ，

必要な意見を述べることができる。

附 則

この規程は，平成１７年４月２０日から施行する。

新潟市請負工事等支所指名委員会規程を次のように定

める。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２３号

新潟市請負工事等支所指名委員会規程

（設 置）

第１条 市が契約する建設工事の請負及び工事材料の購

入（支所に専決権限があるものに限る。）について適正

な指名をし，もって建設工事の適正な施工を確保する

ため，別表に掲げる支所ごとに新潟市請負工事等支所

指名委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（職 務）

第２条 委員会は，建設工事の請負工事にあっては１件

１，０００万円以上５，０００万円未満，工事材料の購入にあっ

ては１件５００万円以上１，０００万円未満の事件につき，新
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支所 委員

新津支所 支所長，支所次長，総務課長，地域振興課長，都市整備
課長，下水道課長

白根支所 支所長，支所次長，総務課長，地域振興課長，都市建設
課長，下水道課長

豊栄支所 支所長，支所次長，総務課長，地域振興課長，建設課長，
下水道課長

小須戸支所 支所長，支所次長，総務課長，産業課長，建設課長

横越支所 支所長，支所次長，総務課長，農政商工課長，建設課長

亀田支所 支所長，支所次長，総務課長，都市整備課長，建設課長

岩室支所 支所長，支所次長，総務課長，建設課長，下水道課長

西川支所 支所長，支所次長，総務課長，農政課長，建設課長

味方支所 支所長，支所次長，総務課長，産業課長，建設課長

潟東支所 支所長，支所次長，総務課長，産業課長，建設課長

月潟支所 支所長，支所次長，総務課長，産業課長，建設課長

中之口支所 支所長，支所次長，総務課長，産業課長，建設課長

潟市競争入札等参加資格者の資格認定等に関する規程

（昭和４０年新潟市訓令第８号）第７条に規定する指名

競争入札参加者の選定及び随意契約の相手方として適

当と認められる業者の選定を行い，市長に答申するも

のとする。

（組 織）

第３条 委員会の委員は，別表に掲げる者をもって充て

る。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に委員長１人，副委員長１人を置き，委

員長には支所長を，副委員長には支所次長をもってこ

れに充てる。

２ 委員長は，会務を総理する。

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故がある

ときは，その職務を代理する。

４ 委員長及び副委員長共に事故があるときは，あらか

じめ委員長が指名する委員が，その職務を代理する。

（会 議）

第５条 委員会の会議は，委員長が招集する。

２ 委員会の会議は，委員の３分の２以上が出席しなけ

れば開くことができない。

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同

数のときは，委員長の決するところによる。

４ 委員長は，急施を要し，委員会の会議を開く時間の

ないときは，関係委員に回議して，これに代えること

ができる。

（関係者の出席）

第６条 委員長は，特に必要があると認めるときは，委

員以外の市職員を委員会の会議に出席させ，意見を述

べさせることができる。

（庶 務）

第７条 委員会の庶務は，当該委員会の属する支所の総

務課において処理する。

（委 任）

第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に

関して必要な事項は，委員長が定める。

附 則

この規程は，平成１７年４月２０日から施行する。

別表（第１条，第３条関係）

新潟市競争入札等参加者の資格認定等に関する規程の

一部を改正する規程を次のように定める。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第２４号

新潟市競争入札等参加者の資格認定等に関する

規程の一部を改正する規程

新潟市競争入札等参加者の資格認定等に関する規程

（昭和４０年新潟市訓令第８号）の一部を次のように改正

する。

第１条中「工事，又は製造の請負物件の買入れの契約

（以下「工事等の契約」という。）の一般競争入札，又は」

を「建設工事若しくは製造の請負，物件の買入れ又は業

務委託の契約（以下「契約」という。）の一般競争入札又

は」に改める。

第２条中「２月１日から２月末日まで」を「市長が別

に定める期間」に改める。

第３条第２項中「認定は」を「認定において，建設工

事の参加資格者については」に改め，「，製造，又は販売」

を削る。

第５条第２項及び第３項を削る。

第５条の次に次の１条を加える。

（資格の取消し）

第５条の２ 市長は，参加資格者が，次に掲げる場合に

該当するときは，その参加資格者の認定を取り消すこ

とができる。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４第１項又は第２項の規定に該当する場合

� 参加申込書に虚偽の記載をした場合

� その経営状態が著しく不健全であると認められる

場合

� その他特に市長が必要と認める場合

第６条中「，当該工事等の契約の予定価格に対応する

等級に属する参加資格者を」を削り，「資格を有する者と

して」を「資格要件を有する者を」に改める。

第８条から第１３条までを削る。

附 則
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徴収事務を行う体育施設等の名称及び位置
徴収事務受託者

名 称 位 置

新潟市体育館 新潟市一番堀通町３番地１

新潟市
白山浦１丁目
６１３番地６９

財団法人
新潟市開発公
社
理事長

吉田民治

新潟市陸上競技場 新潟市一番堀通町３番地１

新潟市トレーニングセンター 新潟市一番堀通町３番地１

新潟市庭球場 新潟市江口１１４番地１

新潟市小針野球場 新潟市小針１丁目５番１号

新潟市鳥屋野総合体育館 新潟市神道寺南２丁目３番４６号

新潟市西総合スポーツセンター 新潟市五十嵐１の町６３６８番地４８

新潟市中地区運動広場 新潟市下山１丁目９３番地１

新潟市北地区スポーツセンター 新潟市名目所３丁目１１２５番地１

新潟市東総合スポーツセンター 新潟市はなみずき３丁目４番１号

新潟市太夫浜球技場 新潟市太夫浜３９００番地２

鳥屋野運動公園野球場 新潟市女池南３丁目６番４号

鳥屋野運動公園球技場 新潟市女池南３丁目６番４号

鳥屋野運動公園馬場 新潟市女池南３丁目６番４号

西海岸公園市営プール 新潟市関屋１番地９３

西海岸公園少年野球広場 新潟市関屋１番地９３

新潟市黒埼地区総合体育館 新潟市金巻７４６番地１

新潟市濁川運動広場 新潟市濁川３９４７番地１

新潟市山二ツ運動広場 新潟市山二ツ５丁目１２番１号

津島屋公園運動広場 新潟市津島屋６丁目５番１号

善久河川敷公園庭球場 新潟市善久河川敷

収納事務を行う場所 受託者

新潟市古町通７番町９５２
番地

大和新潟店

新潟市古町通７番町９５２番地
株式会社大和新潟店

店長 北村秀明

新潟市西堀通５番町８６６
番地

三越新潟店

東京都千代田区大手町２丁目
６番２号
株式会社三越友の会
代表取締役 於茂田健朗

新潟市八千代１丁目６番
１号

新潟伊勢丹

新潟市笹口２丁目１２番地３
株式会社新潟トラベル
代表取締役 中山 真

新潟市花園１丁目１番１号
CoCoLo本館
CoCoLo万代

新潟市花園１丁目１番１号
株式会社トッキー新潟支社

新潟支社長 木村信三

新潟市上近江４丁目１２番
２０号
トップトラベル新潟

新潟市上近江４丁目１２番２０号
株式会社北村開発

取締役社長 北村泰作

長岡市大手通２丁目３番
地１

大和長岡店

長岡市大手通２丁目３番地１
株式会社大和長岡店

店長 小島康平

新潟市八千代２丁目１番
１号 万代シテイ第二駐
車場１F
新潟・市民映画館 シネ・
ウインド

新潟市八千代２丁目１番１号
万代シテイ第二駐車場１Ｆ
有限会社新潟市民映画館

代表取締役 齋藤正行

新潟市白山浦１丁目６１３
番地６９
新潟市勤労者福祉サービ
スセンター

新潟市白山浦１丁目６１３番地
６９
財団法人新潟市勤労者福祉
サービスセンター

理事長 曽我文夫

新潟市一番堀通町３番地
２
新潟市民芸術文化会館

新潟市白山浦１丁目６１３番地
６９
財団法人新潟市芸術文化
振興財団

理事長 大泉淳一

この規程は，平成１７年４月２０日から施行する。

告 示

新潟市告示第１２１号

新潟市体育施設等使用料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規程に基づき，体育施設等使用料の徴収を平成１７年

４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，次のとおり

委託したので，同施行令第１５８条第２項の規程により告示

する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２２号

平成１７年度固定資産の価格等の登録について

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定

により，固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格

等のすべてを登録したので告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２３号

新潟市美術館使用料（企画展前売観覧料）収納

事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市美術館使用料（企画展前売観

覧券）収納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１

日までの期間，下記の者に委託しましたので同施行令第

１５８条第２項の規定により告示します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第１２４号

新潟市民病院使用料及び手数料収納事務委託に

ついて
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収納事務を行う場所 収納事務受託者

新潟市紫竹山２丁目６番
１号

新潟市民病院

新潟市米山２丁目５番地１
株式会社 BSNアイネット
代表取締役社長 川�嘉朗

収納事務を
行う場所

収 納 事 務 受 託 者

氏名又は名称 住 所

新潟市一番堀通
町１番地２
白山公園駐車場

財団法人
新潟市都市緑化推
進協会
理事長 荒井 進

新潟市
白山浦１丁目６１３
番地６９

収納事務を
行う場所

収 納 事 務 受 託 者

氏名又は名称 住 所

新潟市船江町１
丁目５２番１号
山の下海浜公園
プール

財団法人
新潟市都市緑化推
進協会
理事長 荒井 進

新潟市
白山浦１丁目６１３
番地６９

収納事務を
行う場所

収 納 事 務 受 託 者

氏名又は名称 住 所

新潟市女池南３
丁目６番３号
鳥屋野交通公園

財団法人
新潟市都市緑化推
進協会
理事長 荒井 進

新潟市
白山浦１丁目６１３
番地６９

徴収事務を
行う場所

徴 収 事 務 受 託 者

氏名又は名称 住 所

新潟市清五郎６３
３番地８
新潟市天寿園

財団法人
新潟市都市緑化推
進協会
理事長 荒井 進

新潟市
白山浦１丁目６１３
番地６９

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，新潟市民病院使用料及び手数料の収納

を，平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期

間，次のとおり委託したので地方公営企業法施行令（昭

和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により告示

する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２５号

白山公園駐車場使用料収納事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項及び新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規

則第２９号）第１３条の規定に基づき，白山公園駐車場使用

料の収納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日

までの間，次のとおり委託したので同施行規則第１５条の

規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２６号

山の下海浜公園プール使用料収納事務の委託に

ついて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項及び新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規

則第２９号）第１３条の規定に基づき，山の下海浜公園プー

ル使用料の収納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３

月３１日までの間，次のとおり委託したので同施行規則第

１５条の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２７号

鳥屋野交通公園ゴーカート使用料収納事務の委

託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項及び新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規

則第２９号）第１３条の規定に基づき，鳥屋野交通公園ゴー

カート使用料の収納事務を平成１７年４月１日から平成１８

年３月３１日までの間，次のとおり委託したので同施行規

則第１５条の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１２８号

新潟市天寿園使用料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項及び新潟市天寿園条例施行規則（平成７年新潟市規則

第５７号）第１２条の規定に基づき，新潟市天寿園有料施設

使用料の徴収事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月

３１日までの間，次のとおり委託したので同施行規則第第

１４条の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示１２９号

国民健康保険料減額の額の決定について

平成１７年度における低所得者に対する国民健康保険料

の減額賦課にかかる減額の額を次のとおり決定したの

で，新潟市国民健康保険条例（以下「条例」という。）第

１７条第３項の規定により告示します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 基礎賦課額

＜新潟市料率賦課分＞

� 条例第１７条第１項第１号アの額 １４，４９０円

� 条例第１７条第１項第１号イの額 ２１，２１０円

� 条例第１７条第１項第２号アの額 １０，３５０円
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徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市弁天１丁目１番２０
号
石宮公園
地下自転車駐車場

新潟市上所１丁目１１番４号
社団法人 新潟市シルバー

人材センター
理事長 田巻隆夫

収納事務を行う場所 収納事務を行う時 収納事務受託者

新潟市
紫竹山２丁目６
番１号
新潟市民病院
（入退院受付）

（外来駐車場）

定期券発行及び定
期券を紛失した時
の料金収納事務で
終日

外来駐車場料金収
納 事 務 で１２月２９
日，１２月３０日，１
月２日，１月３日
を除く平日の午前
１１時から午後８時
まで

新潟市上所１丁
目４番１８号
セコム
ジャスティック
上信越株式会社
代表取締役社長

野沢慎吾

� 条例第１７条第１項第２号イの額 １５，１５０円

� 条例第１７条第１項第３号アの額 ４，１４０円

� 条例第１７条第１項第３号イの額 ６，０６０円

＜旧豊栄市域不均一賦課分＞

� 条例第１７条第１項第１号アの額 １３，８６０円

� 条例第１７条第１項第１号イの額 １５，９６０円

� 条例第１７条第１項第２号アの額 ９，９００円

� 条例第１７条第１項第２号イの額 １１，４００円

� 条例第１７条第１項第３号アの額 ３，９６０円

� 条例第１７条第１項第３号イの額 ４，５６０円

２ 介護納付金賦課額

� 条例第１７条第１項第１号アの額 ７，３５０円

� 条例第１７条第１項第２号アの額 ５，２５０円

� 条例第１７条第１項第３号アの額 ２，１００円

新潟市告示第１３０号

石宮公園地下自転車駐車場利用料徴収事務の委

託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，石宮公園地下自転車駐車場の利用料

の徴収事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

での期間，次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２

項の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３１号

新潟市民病院外来駐車場使用料収納事務の委託

について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，新潟市民病院外来駐車場使用料収納事務

を，平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期

間，次のとおり委託したので地方公営企業法施行令（昭

和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により告示

する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３２号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１５条第４項の規

定により次のとおり告示し，産業廃棄物処理施設設置許

可申請書を公衆の縦覧に供する。

なお，同法第１５条第６項の規定により当該産業廃棄物

処理施設の設置に関し利害関係を有する者は，縦覧期間

満了の日から起算して二週間を経過する日までに，新潟

市長に生活環境の保全上の見地からの意見を提出するこ

とができる。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 申請者

北越製紙株式会社

代表取締役社長 三輪 正明

住所 新潟県長岡市西蔵王３丁目５番１号

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

新潟市沼垂字下竜ケ島６０１２番１

北越製紙株式会社新潟工場構内

３ 産業廃棄物処理施設の種類

汚泥及びその他の産業廃棄物の焼却施設

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の

種類

汚泥

紙くず

木くず

５ 申請年月日

平成１７年２月１５日

６ 縦覧場所

新潟市学校町通１番町６０２番地１

新潟市市民局環境部廃棄物対策課（第一分館２階）

７ 縦覧期間

期間 平成１７年４月４日（月）から

平成１７年５月６日（金）まで

（土曜日，日曜日，祝祭日を除く。）

時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで
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一般廃棄物処理手数料収納事務委託解除者 収納事務

委託区域住 所 氏 名

中木戸２３２番地１１ 猪 股 直 樹 中木戸上通

収納事務を行う場所 収納事務受託者

新潟市役所本庁舎駐車場
新潟市学校町１番町６０２番
地１（本館）
新潟市一番堀通町３番地１２
（分館）

新潟市上所１丁目１１番４号
社団法人 新潟市シルバー

人材センター
理事長 田巻隆夫

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟県東蒲原郡阿賀町谷
沢５２７７番地１
新潟市青少年三川自然の森

新潟県東蒲原郡阿賀町
阿賀町長
職務執行者 長澤 均

８ 生活環境保全上の意見書について

住所，氏名，対象施設名，利害関係者たる事由を記

載の上，日本語の文書で提出することができる。

９ 意見書の提出先

〒９５１－８５５０

新潟市学校町通１番町６０２番地１

新潟市市民局環境部廃棄物対策課（第一分館２階）

新潟市告示第１３３号

平成１７年度固定資産の価格等の登録について

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定

により，固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格

等のすべてを登録したので告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３４号

新潟市及び西蒲原郡巻町の廃置分合に伴う議会

の議員の定数の特例に関する協議について

平成１７年１０月１０日から西蒲原郡巻町を廃し，その区域

を新潟市に編入することに伴う議会の議員の定数の特例

について，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年

法律第６号）第６条第２項及び第３項の規定に基づき，

西蒲原郡巻町と協議の上，別紙のとおり定めたので，市

町村の合併の特例に関する法律第６条第８項の規定に基

づき告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３５号

新潟市及び西蒲原郡巻町の廃置分合に伴う地域

審議会の設置に関する協議について

平成１７年１０月１０日から西蒲原郡巻町を廃し，その区域

を新潟市に編入することに伴う地域審議会の設置につい

て，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第

６号）第５条の４第１項及び第２項の規定に基づき西蒲

原郡巻町と協議の上，別紙のとおり定めたので，市町村

の合併の特例に関する法律第５条の４第３項の規定に基

づき告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３６号

一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約の解除

について

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者が平成１７年３月

１日付けで、次のとおり解除になったので地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項に基づき告示

します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示１３７号

新潟市役所本庁舎駐車場使用料収納事務の委託

について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき新潟市役所本庁舎駐車場使用料収納事

務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの間，

次のとおり委託したので同第１５８条第２項の規定により

告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３８号

新潟市青少年三川自然の森附属設備使用料徴収

事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市青少年三川自然の森附属設備

使用料の徴収を，平成１７年４月１日から平成１８年３月３１

日までの期間，次のとおり委託したので，同施行令第１５

８条第２項の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１３９号

新潟市山の家使用料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市山の家使用料の徴収を，平成

１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，次のと

おり委託したので，同施行令第１５８条第２項の規定により

告示する。
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徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟県東蒲原郡阿賀町京
ノ瀬９６６番地１
新潟市山の家

新潟県東蒲原郡阿賀町
阿賀町長
職務執行者 長澤 均

路線名 区 間
敷 地 の

幅員（m）延長（m）

中央３－
１７６号線

新潟市西船見町字浜浦５９３２
番６８８地先から ９．５

～４５．２
２００５．１新潟市西船見町字浜浦５９３２

番２３地先まで

黒埼２－
１５７号線

新潟市鳥原字蓮方２８０２番１
地先から １０．０

～９３．４
７１．２新潟市鳥原字蓮方２７８８番１

地先まで

黒埼２－
１５８号線

新潟市鳥原字荒田３２２４番１
地先から ６．８

～１０．０
２１２．７新潟市鳥原字荒田３２４３番１

地先まで

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

南 ２－
６ 号 線

新潟市八千代二丁目２８１
番地先から 前 １０．９ ３５．５

新潟市八千代二丁目２８１
番地先まで 後 １３．９ ３５．５

黒埼２－
１３号 線

新潟市鳥原字蓮方２７８８
番２地先から 前 ５．６

～８８．０ １０２．０

新潟市鳥原字蓮方２８０２
番１地先まで 後 ３．６

～５．２ １０２．０

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

南 ２ －
６ 号 線

新潟市八千代二丁目２８１番地先から
新潟市八千代二丁目２８１番地先まで

平成１７年
４月１日

黒 埼 ２ －
１３ 号 線

新潟市鳥原字蓮方２７８８番２地先から
新潟市鳥原字蓮方２８０２番１地先まで

黒 埼 ２ －
１５７号 線

新潟市鳥原字蓮方２８０２番１地先から
新潟市鳥原字蓮方２７８８番１地先まで

黒 埼 ２ －
１５８号 線

新潟市鳥原字荒田３２２４番１地先から
新潟市鳥原字荒田３２４３番１地先まで

番号 徴収事務を行う者の氏名及び住所 徴収事務受託者

１ 川村 健二 新潟市上木戸１－１－６

２ 本合 肇 新潟市東明２－４－１５

３ 永松 亮一 新潟市坂井砂山２－３－１０

４ 長島 文幸 新潟市小針上山４－３１

５ 片野 修一 新潟市沼垂東１－５－２１

６ 鈴木 清司 新潟市山木戸８－２－１５

７ 西山 栄一 新潟市竹尾３－９－２１

８ 草村 正人 新潟市女池神明２－３－８

９ 今山 行夫 新潟市東明３－１１－６

１０金鞍 博樹 新潟市山二ツ３－２１－１４

１１宮川 保 新潟市紫竹山１－１－５８

１２池主 憲二 新潟市平島１－１－４

１３椿 洋 新潟市文京町８－１

１４早福八重子 新潟市関屋田町２－３３５

１５佐野 正典 新潟市沼垂東１－８－３
社団法人新潟
県獣医師会
狂犬病予防事
業新潟地区事
務所
新潟市東明３
－１１－６
地区委員
今山行夫

１６土田 哲也 新潟市寺尾北２－６－２３

１７石川 修三 新潟市東中野山１－２－１１

１８川谷 文彦 新潟市中権寺２４７９－５

１９藤村 誠 新潟市松園１－１－２７

２０山我 義則 新潟市寺尾上３－１０－１３

２１稲垣 仁 新潟市本町通１３－３０４６

２２水上 浩一 新潟市小針南台１－１２

２３浅井 厚 新潟市東大畑通１－４９０－２

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１４０号

市道区域の決定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように決定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１４１号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１４２号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１４３号

狂犬病予防業務関係手数料徴収事務の委託につ

いて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項に基づき，狂犬病予防業務関係手数料の徴収を，平成

１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，次のと

おり委託したので，同施行令第１５８条第２項の規定により

告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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２４小池 哲也 新潟市太平１－２－１１

２５小田 史彦 新潟市関屋本村町２－３３５－９

２６本間 隆一 新潟市木崎２２５４－２６

２７志賀 一美 新潟市鳥原６７１

２８鈴木理恵子 新潟市鳥原１９２－１０

２９長谷川裕見子 新潟市鳥原２６－１

３０柄澤 文子 新潟市女池北１－１１－１１

３１赤間 公彦 新潟市ときめき東１－２－２

３２川島 剛 新潟市所島２－３－１３

３３江見 行央 新潟市南出来島２－１２－２７

３４田中 治男 新潟市善光寺８６

３５千葉 賢保 新潟市木崎２７６１－１２６

３６手塚 信也 新潟市柳原２－９－２１

３７畠山 政美 新潟市柳原２－９－１３

３８小嶋 佳彦 新潟市新津秋葉２－１４－６８

３９佐藤 平治 新潟市日宝町７－１９

４０加藤 秀之 新潟市うぐいす１－８－１７

４１佐藤 始 新潟市茜ヶ丘１３－１７

４２熊倉伸太郎 新潟市亀田緑町４－２－１５

４３米山 信行 新潟市白根１２４２－９

４４江口美樹朗 新潟市美幸町３－７－２

４５沢田 友義 新潟市古田４４１６－４

４６高木 健 新潟市三ツ門２６２３

４７長谷川 眞 西蒲原郡巻町大字巻甲１５６６－１

４８宮島 一敏 西蒲原郡巻町大字巻甲４７０９－１

４９坂田 郁夫 三条市荒町２－２１－１６

５０住吉 浩 南蒲原郡田上町大字田上丙３０３０－１８

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市小針２丁目２４番１
号
新潟市西新潟市民会館

新潟市石山１－３－３
株式会社北日本ビルサービス

代表取締役 鈴木 勉

１ 中央地区（２０ヵ所）

１―２ ㈲春日薬局 新津本町３―９―１０ ２２―０６３８

１―３ 新津公衆市場金糸堂 新津本町４―１４―１ ２４―５５６０

１―５ ㈱関川商店 新津本町３―７―２３ ２２―３１５８

１―６ とくや 新津本町２―６―３５ ２２―０５３７

１―７ 中村商店 新津本町２―１１―６ ２２―２５７５

１―８ 種源種苗店 新津本町２―５―３５ ２２―０３２７

１―９ にいつフードセンター長崎屋店 新津本町４―１６―１７ ２２―７７９７

１―１０ 新津さつき農業協同組合新津支所 新津本町１―４―１ ２２―３２２６

１―１２ 表久本店 新津本町３―８―５ ２２―０２１１

１―１３ ㈱マックス 新津本町２―１―１５ ２４―４１４１

１―１４ マツヤ洋品店 新津本町２―５―３２ ２３―０６３０

１―１６ チャレンジャープラザ店 新津本町４―２８―２１ ２３―１３１１

１―１７ ヤマチョウ 新津本町１―７―４８ ２４―１１７１

１―１８ にいつフードセンター三ノ町店 新津本町３―２―１９ ２２―０６５６

１―１９ ㈱天神屋 新津本町３―７―２７ ２３―１１００

１―２１ �柴田商店 新津本町３―１２―８ ２２―２３９６

１―２２ ㈱ソーワ 新津本町２―１７―１３ ２４―３１３１

１―２５ 大富 新津本町３―７―２８ ２２―０４３５

１―２７ まちの駅 ぽっぽ 新津本町２―３―１２ ２１―２４６４

１―２９ デイリーヤマザキ新津駅前店 新津本町１―１―１ ２３―２５５３

２ 東部地区（１８ヵ所）

２―１ 荒木酒店 金沢町３―１２―３９ ２２―２５０８

２―２ 安沢酒店 金沢町２―１４―２８ ２２―０１２０

２―３ 斎藤商店 新町１―１―６ ２２―０６８９

２―４ マルヤクリーニング新町店 新町１―８―３７ ２２―３７７８

２―５ 清水フードチェーン東新津店 草水町１―１１―１ ２２―０７０８

２―６ ㈲丸三鈴木三代七商店 金沢町１―２―２ ２２―０６６３

２―７ 帆苅米店 草水町１―７―１８ ２２―０５７９

２―８ ほかり米屋 金沢町１―２―３ ２２―０３６５

２―９ 細田商店 草水町３―６―１ ２２―０９３６

２―１０ 横野タバコ店 滝谷町１２―４ ２２―３３９９

２―１１ 若月商店 金沢町２―１―７ ２２―０７１１

２―１２ 和泉酒店 新町１―１２―１３ ２２―０４９９

２―１４ 第五主食販売所 新町１―１１―１２ ２２―０４５３

２―１５ 坂井本店（坂井商店） 草水町２―８―１７ ２２―０５８５

２―１６ 帆苅商店 日宝町１―１２ ２２―０６９２

新潟市告示第１４４号

新潟市西新潟市民会館使用料徴収事務委託につ

いて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の規

定に基づき，新潟市西新潟市民会館使用料の徴収を，平

成１７年４月１日から，平成２０年３月３１日までの期間，次

のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の規定に

より告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示１４５号

有料制ごみ処理手数料の徴収事務（及び収納事

務）の委託について

地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項

の規定に基づき、有料制ごみ処理手数料の徴収事務（及

び収納事務）を委託しましたので、同施行令第１５８条第２

項の規定により、次のとおり告示します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 委 託 先 有限会社 春日薬局ほか１２８店舗

（別紙一覧参照）

２ 委託期間 平成１７年４月１日から

平成１８年３月３１日まで

有料制ごみ処理手数料徴収収納事務委託先

（指定袋取扱所）一覧表（１２９店舗）

平成１７．４．１現在

70 平成１７年５月１６日 第７４７号 新 潟 市 公 報



２―１７ 鬼山青果店 草水町２―６―２３ ２２―２５９８

２―１８ デイリーストア草水店（大泉商店） 草水町２―９―１ ２４―５４０８

２―２１ ヤマザキデイリーストア新津金沢町店 金沢町２―７４―４ ２４―６０９９

３ 南部地区（８ヵ所）

３―１ 五十嵐酒店 新津秋葉１―９―１１ ２４―６９１４

３―２ 今井商店 中沢町１８―１ ２４―１０６１

３―３ 五弊酒店 吉岡町２０―２０ ２２―０５９７

３―４ 滝沢商店 吉岡町１４―１ ２２―５８４１

３―５ パナコスモス タカハシ 新津秋葉２―１２―３０ ２４―１３２０

３―６ チャレンジャー田家店 田家２―１９５６―１ ２３―１２９２

３―７ ㈲小島商店 中沢町９―１６ ２２―０７６１

３―９ いとう商店 新津秋葉１―２５―２ ２３―１１７７

４ 西部地区（１９ヵ所）

４―１ ホームセンタームサシ新津店 南町７２―３ ２５―１６３４

４―２ 石津商店 古田２７９５ ２２―１９６７

４―３ 佐藤はきもの店 山谷町２―２２―１６ ２２―４１２５

４―４ セルフ片山新津かどや店 新栄町１７―１ ２２―０７５７

４―６ コメリパワー新津店 程島４５７５―１ ２３―２３４１

４―７ ㈲吉乃川酒店 古田１１１―１ ２２―０３１７

４―９ わたなべ家電 美幸町２―５―１７ ２２―３８４０

４―１２ 斎藤電機㈱ 山谷町１―１４―１５ ２２―４０２１

４―１３ 清水フードチェーン新津美幸町店 美幸町２―８―１５ ２４―６１５３

４―１４ セブンイレブン新津西店（中野酒店） 古田２７８４―２ ２５―２７１２

４―１５ 早瀬商店 古田２５７３ ２２―２６０２

４―１６ ㈱コダマ新津店 新津４４１６―３ ２４―５２３７

４―１７ ホワイト急便山谷店 山谷町２―２１―１６ ２２―０５４２

４―１８ 小林酒店 山谷町２―２３―２７ ２２―１５１１

４―１９ ローソン新津山谷町店 山谷町２―２３―２４ ２３―３９３６

４―２０ サークル K新津山谷南店 新津４５１９―６ ２３―５０５５

４―２１ にいつフードセンターパルス店 新津４５５８―７ ２３―２１８８

４―２２ アテーナ新津店 新津４５７０―３ ２１―２６２１

４―２３ ウオロク新津店 新津５１６３―３ ２４―６１１１

５ 三興野地区（９ヵ所）

５―１ 北上ショッピングセンター 北上２―７―４４ ２４―５３７７

５―２ ㈲佐々木商店 善道町２―１０―４ ２２―３４１７

５―４ ㈲土井商店 善道町２―４―２５ ２２―０８５８

５―７ 清水フードチェーン北上店 北上１―２４―２６ ２４―５２１０

５―８ ㈲青柳商店 下興野町１７―３８ ２４―４８０９

５―９ 志田商店 北上２―１４―３ ２２―１９９５

５―１１ ひらせいホームセンター新津店 北上８８４―１ ２４―５１１１

５―１２ セルフ片山新津北上店 北上２０１９ ２４―６９０１

５―１３ サークル K新津さつき野店 さつき野２―１０―３６ ２５―３２３９

６ 阿賀満地区（１４ヵ所）

６―１ 石川商店 中新田１３１―１ ２２―８０３９

６―２ 大倉商店 新津東町１―９―１８ ２２―１５７２

６―３ 岡村商店 新金沢町３６―１４ ２２―４３７１

６―４ ㈲杵鞭石油 七日町８００―４ ２２―２３３８

６―５ 新津さつき農業協同組合大安寺事業所 大安寺８００―１０ ２４―１４０７

６―６ 新津さつき農業協同組合七日町事業所 七日町１９１７―２ ２２―４７０８

６―７ 高内商店 新金沢町１５―２６ ２２―４５８５

６―８ 田村商店 新金沢町７―１６ ２２―３４２２

６―１０ 五十嵐酒店 新金沢町２０―１３ ２２―２９９７

６―１１ 帆苅商店 七日町５２８３ ２２―２６８３

６―１２ 田中商店 満願寺３３６６ ２４―３３７４

６―１３ ローソン新津インター店 中新田２２４―２ ２４―３０６０

６―１４ サンドラッグ春日東町店 新津東町１―１６２８―１ ２４―５９０６

６―１５ セブンイレブン新津東町店 新津東町１―２４０―２ ２４―７７７２

７ 荻川地区（２２ヵ所）

７―１ ウオエイおぎ川店 中野５―１０２―１１ ２４―８３５１

７―３ 新津さつき農業協同組合荻川支所 中野３―６―２０ ２２―４４３３

７―４ 新津さつき農業協同組合覚路津事業所 覚路津２３９６―２ ０２５―２８０―２４１４

７―５ 新津薬局おぎかわ店 中野３―１１―２５ ２４―６３２２

７―６ かどや商店 覚路津３６９２ ０２５―２８０―３０３６

７―８ チャレンジャー荻川店 中野２―２２―３ ２４―１７７１

７―９ ㈲やまざき商店 中野１―１７―１１ ２４―３４３５

７―１０ みやざき八百屋 中野３―９―１７ ２３―０３４６

７―１１ やまな酒店 中野４―２１―２６ ２４―３７０９

７―１４ 栗原米店 車場３―１４―４４ ２５―２６７７

７―１５ 五十嵐酒店 車場５―５―２６ ２３―３３６６

７―１６ バラエティーショップアラコー荻川店 車場４―１２―３４ ２３―３１２１

７―１８ 板井酒店 中野２―３―４ ２２―４１８９

７―２１ 本間商店 市之瀬１２９ ２４―５８０９

７―２３ ㈱新潟農園 車場９５４ ２３―３０７７

７―２４ にいつフ―ドセンタ―荻川店 新津田島１０７―１ ２１―６２６０

７―２５ セブンイレブン新津荻島店 荻島２―２６７―１ ２４―４３８８

７―２６ サークル K新津車場店 車場９９６―１ ２３―１９８１

７―２７ セブンイレブン新津車場店 車場４ー５９８―２ ２４―００２４

７―２８ ㈲斎藤忠男商店 中野１―１７―２２ ２４―２５０４

７―２９ セーブオン荻川みそら野店 結４１２―１ ２３―０８４７

７―３０ ドラッグ春日荻川店 新津田島１０５―１ ２１―０９３１

８ 金津地区（９ヵ所）

８―１ 橋本商店 朝日４１９ ２４―８４７７

８―２ ㈲酒井商店 朝日１２１―１ ２２―７６７５

８―３ 新津さつき農業協同組合金津支所 朝日４５４ ２２―０４０８

８―４ セブンイレブン新津程島店 程島２６１―１５ ２２―１２７１

８―５ オグマ電器 中村２７３―３ ２３―０２５０

８―６ ㈱原信 新津店 程島１８６５ ２１―１３２７

８―７ ドラッグ・トップス新津店 程島１８６５―１ ２１―１３２０

８―８ マックス タウン４０３店 程島１８８２ ２１―２０５０

８―９ ㈱高塚文具購買部 東島２６５―１ ２５―５１０５

９ 小合地区（６ヵ所）

９―１ ㈲五十嵐辰五郎商店 出戸２７ ２２―２７２６

９―２ 新津さつき農業協同組合小合支所 小戸下組２２２４ ２２―０７０６

９―３ 新津さつき農業協同組合小合支所西部売店 蕨曽根２１―２ ２４―８３８４

９―４ 高橋商店 浦興野８０―１ ２４―４５０２

９―５ 長谷川酒店 川根６０８ ２２―８０６５
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９―６ Yショップかとう 浦興野３３９―８ ２２―２２９８

１０ 新関地区（４ヵ所）

１０―１ 笹川商店 六郷１１９４ ２２―６５５５

１０―２ 新津さつき農業協同組合新関支所 下新１５１―８ ２２―３６７１

１０―３ ㈱双葉商会 小口８１９―６ ２２―６５８８

１０―６ セーブオン新関店 小口１２８７―１ ２３―４１６１

新潟市告示１４６号

粗大ごみ処理手数料の徴収事務（及び収納事務）

の委託について

地方自治施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項

の規定に基づき、粗大ごみ処理手数料の徴収事務（及び

収納事務）を委託しましたので、同施行令第１５８条第２項

の規定により、次のとおり告示します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 委 託 先 新潟市古田の内大野開１４２番地２

有限会社 ニイツクリーンテック

代表取締役 小 林 一 二

２ 委託期間 平成１７年４月１日から

平成１８年３月３１日まで

新潟市告示１４７号

新潟市季節及び臨時食品営業の取扱要綱の一部

を改正する要綱の制定について

新潟市季節及び臨時食品営業の取扱要綱の一部を改正

する要綱を制定したので告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市季節及び臨時食品営業の取扱要綱の一部

を改正する要綱

新潟市季節及び臨時食品営業の取扱要綱（平成１２年新

潟市告示第８１号）の一部を次のように改正する。

第５条第２項第１１号中「第３条」を「第２条」に改め，

「管理運営基準」の次に「又は県規則第２条の営業の衛

生基準」を加える。

別記様式第２号中「臨時飲食店営業許可申請書」を「臨

時食品営業許可申請書」に改める。

附 則

この要綱は，告示の日から施行する。

新潟市告示１４８号

新潟市自動販売機による食品営業の取扱要綱の

一部を改正する要綱の制定について

新潟市自動販売機による食品営業の取扱要綱の一部を

改正する要綱を制定したので告示する

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市自動販売機による食品営業の取扱要綱の

一部を改正する要綱

新潟市自動販売機による食品営業の取扱要綱（平成１２

年新潟市告示第８４号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「（政令第３５条第１０号に規程するものを

いう。）」を削り，同条に次の１号を加える。

� 冷凍食品販売業 自動販売機を用いて冷凍食品を

販売する営業をいう。

第３条第２号中「A」を「E」に改める。

第４条第１号中「という。）１」の次に「又は新潟県食

品衛生条例施行規則（昭和４３年新潟県規則第２号）」別表

第３ １の�共通基準（以下「県規則共通基準」という。）
ア」を加え，同条第２号ア中「�」の次に「又は県規則
共通基準イの�及び�」を加え，同条第３号ア中「�ま
で」の次に「又は県規則共通基準ウの�から�まで」を
加え，同条第４号ア中「�」の次に「又は県規則共通基
準ウの	」を加え，同条第５号ウ
中「又は品質保持期
限」を削り，同条第６号中「共通基準５」の次に「又は

県規則共通基準オ」を加え，同条第７号中「共通基準６

の�から�までによることとし，６の�」を「共通基準
６又は県規則共通基準カによることとし，共通基準６の

�及び県規則共通基準カの
」に改め，同条第８号中「共
通基準７」の次に「又は県規則共通基準キ」を加える。

第５条中「及び弁当類又はそう菜類販売業」を「，弁

当類又はそう菜類販売業及び冷凍食品販売業」に改め

る。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

新潟市告示１４９号

新潟市海辺の森キャンプ場使用料徴収事務の委

託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市海辺の森キャンプ場使用料徴

収事務を平成１７年４月１日付で財団法人新潟市都市緑化

推進協会に委託しましたので，同施行令第１５８条第２項に

より告示します。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１５０号

一般廃棄物の処理計画について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第

１３７号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により，

平成１７年度一般廃棄物の処理計画を次のとおり定めたの

で，新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平

成８年条例第２６号。以下「条例」という。）第６条に基づ
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項 目 平成１７年度推計量

燃えるごみ １１２，９２１ｔ

燃えないごみ ７，２０９ｔ
資
源
物

びん・缶 ６，６５４ｔ

プラスチック １３，２５１ｔ

粗大ごみ ３，８７４ｔ

有害危険ごみ※ １４６ｔ

魚腸骨 ８６５ｔ

自己搬入可燃ごみ ６３，２８４ｔ

自己搬入破砕ごみ １１，２６６ｔ

自己搬入埋立ごみ ５２９ｔ

市場ごみ ２３１ｔ

学校給食残さ １６５ｔ

ポンプ場ごみ ４６９ｔ

焼却灰・集じん灰 ２１，０５０ｔ

汚泥等 ４，０８９ｔ

雑芥 １８９ｔ

動物の死体 匹

合 計 ２４６，１９２ｔ

※有害危険ごみのうち有害ごみ分

項 目 平成１７年度推計量

燃やせるごみ ６，６２６ｔ

燃やせないごみ ２１８ｔ

資

源

物

びん ２５０ｔ

金属ごみ １２３ｔ

ぺットボトル ７９ｔ

プラスチック ６２６ｔ

粗大ごみ ２８６ｔ

有害ごみ １２ｔ

雑芥等 ４６２ｔ

動物の死体 匹

合 計 ８，６８２ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 １８，１５９．３�
浄化槽汚泥 ５７，４６４．３�

合 計 ７５，６２３．６�

燃えるごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

資

源

物

びん・缶 飲料用・食品用のガラスびん・
空き缶

プラスチック プラスチックだけでできている
もの（食品用・飲料用のペット
ボトル含む）

燃えないごみ 金属類（一斗缶含む）・資源物
以外のガラス類・セトモノ等

粗大ごみ 家具類等（５０㎝×５０㎝×１００㎝以
上のごみ等）

有害危険ごみ 廃乾電池・蛍光管・水銀体温計・
スプレー缶・ライター

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

き告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

平成１７年度新潟市一般廃棄物処理計画

１ 一般廃棄物処理基本方針

計画処理区域から排出される一般廃棄物の減量及び

資源化を図り，また，適正に処理し，市民の快適な生

活環境を確保するとともに，市民・事業者・市の協働

による環境負荷の少ない，持続可能な資源循環型社会

の構築を目指す。

２ 処理区域 新潟市全域

以下の処理区域ごとに計画を定める。

旧新潟市（新潟地区及び黒埼地区）

旧新津市

旧白根市 旧小須戸町 旧味方村 旧月潟村 旧

中之口村

旧豊栄市

旧横越町

旧亀田町

旧西川町 旧潟東村 旧岩室村

３ 地区の処理計画

〈旧新潟市〉

（平成１７年度の重点施策）

・集団資源回収の普及促進

古紙回収を進めるため，集団資源回収活動の一層の

普及促進を図る。

・事業所から排出される古紙の搬入規制の実施

新潟市新田清掃センター焼却施設及び新潟市亀田焼

却場焼却施設において，平成１７年度中に事業所から

排出される古紙の搬入規制を開始し，資源化を促進

する。

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

（新潟地区）

（黒埼地区）

（新潟市全域）

� 家庭系一般廃棄物の種類

（新潟地区）
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燃やせるごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

資

源

物

びん 飲料用・食品用・飲み薬のガラ
スびん

金属ごみ 金属製品

ペットボトル 飲料用・食品用

プラスチック プラスチックだけでできている
もの

燃やせないごみ 資源物以外のガラス類・セトモ
ノ等

粗大ごみ 家具類等（５０㎝×５０㎝×１００㎝以
上のごみ等）

有害ごみ 廃感電池・蛍光管・水銀体温計

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ６分別収集による資源物びん・
缶回収

４，５１１ｔ

� ６分別収集による資源物プラス
チック回収

１１，３２３ｔ

� 牛乳パック回収 １ｔ

� ペットボトル拠点回収 ２７８ｔ

� 集団資源回収による回収 １６，４１４ｔ

� 破砕処理による金属回収 ４，８８７ｔ

� 古紙の拠点回収 １，０００ｔ

� 舞平処理場によるコンポスト化 ６５７ｔ

回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ８分別収集による資源物びん回
収

２５０ｔ

� ８分別収集による資源物金属回
収

１２３ｔ

� ８分別収集による資源物プラス
チック回収

４８９ｔ

� ８分別収集による資源物ペット
ボトル回収

７９ｔ

� 集団資源回収 ３８６ｔ

� 破砕処理による金属回収 １３５ｔ

� 古紙の拠点回収 １５３ｔ

（黒埼地区）

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア 黒埼地区を除く全域は６分別収集体制，黒埼

地区は８分別収集体制により資源物としてび

ん・缶・プラスチック・ペットボトル・金属類

の回収を実施する。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ 新聞（チラシ含む）・雑誌・段ボールの資源

化を促進するため，拠点回収を実施する。

オ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

カ 粗大ごみ及び破砕施設に搬入されたものを，

破砕処理することで生じる金属類を回収し，資

源化する。

キ 新潟市資源再生センター及び新潟市新田清掃

センターにおいて，他人に使ってもらえるよう

な不用品を回収し，簡単な補修の後に展示し，

希望者に提供する不用品展示事業を行う。

ク 学校給食などの生ごみを舞平処理場汚泥再生

棟で処理し，メタンガスの回収と汚泥の堆肥化

を行い，資源の循環的利用を図る。

（新潟地区）

（黒埼地区）
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� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ ごみは，ポリエチレン製で容量９０リットル以

下の顔料を含まない透明・半透明の袋で排出す

ること。ただし，袋排出がなじまないごみの排

出に際しては，この限りではない。

エ 引っ越し等による一時多量のごみは，市の施

設へ自ら搬入するか，許可業者に依頼するこ

と。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

カ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ ごみ集積場を利用する事業者の排出に当たっ

ては，家庭系と同様の分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ ごみ集積場を利用しない事業者の排出に当

たっては，適正に分別を行なうこととし，自ら

市の処理施設に搬入するか，許可業者に依頼す

ること。

エ ごみは，ポリエチレン製で容量９０リットル以

下の顔料を含まない透明・半透明の袋で排出す

ること。ただし，袋排出がなじまないごみの排

出に際しては，この限りではない。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市の施設で全量衛生

的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃えるごみ （黒埼地区を除く）
旧新潟市全域

直営
委託

ごみ集積場 週３回 １１２，９２１ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設
○新潟市亀田焼却場焼却施設

燃えないごみ
（危険ごみを含む）

（同 上）
旧新潟市全域

委託 ごみ集積場 月１回 ７，２０９ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター破
砕施設

資源物
びん・缶

（同 上）
旧新潟市全域

委託 ごみ集積場 週１回 ６，６５４ｔ 直営 ○新潟市資源再生センター

資源物
プラスチック

（同 上）
旧新潟市全域

委託 ごみ集積場 週１回 １３，２５１ｔ 委託 ○新潟プラスチック油化セン
ター
○ピーエスシー株式会社

粗大ごみ （同 上）
旧新潟市全域

委託 申込制
戸別収集

月１回まで
無料

３，８７４ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

有害危険ごみ
（有害ごみのみ）

（同 上）
旧新潟市全域

委託 ごみ集積場 月１回 １４６ｔ 委託 ○新潟市新田清掃センター破
砕施設
（有害ごみは，一時保管）

資源物
ペットボトル

（同 上）
旧新潟市全域

委託 拠点 随時 ２７８ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

魚腸骨 （同 上）
旧新潟市全域

委託 戸別収集 原則として
日曜・祝日
を除く毎日

８６５ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設

自己搬入
可燃ごみ

旧新潟市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ６３，２８４ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設
○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市舞平処理場汚泥再生
棟排出者 －

自己搬入
破砕ごみ

旧新潟市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １１，２６６ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター破
砕施設

排出者 －

自己搬入
埋立ごみ

旧新潟市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ５２９ｔ 直営 ○新潟市太夫浜埋立処分地
※ただし阿賀野川以北の地
区で発生した一般廃棄物の
搬入に限る
○新潟市赤塚埋立処分地排出者 －

市場ごみ （黒埼地区を除く）
旧新潟市全域

委託 戸別収集 随時 ２３１ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

学校給食残さ 旧新潟市全域の
指定小中学校等

委託 戸別収集 週３回 １６５ｔ 直営 ○新潟市舞平処理場汚泥再生
棟

ポンプ場ごみ （黒埼地区を除く）
ポンプ場

委託 施設 随時 ４６９ｔ 直営 ○新潟市赤塚埋立処分地

焼却灰・集じん
灰

焼却施設 委託 施設 随時 ２１，０５０ｔ 直営

委託

○新潟市太夫浜埋立処分地
○新潟市赤塚埋立処分地
○エコパークいずもざき

� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（新潟地区）
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（黒埼地区）

雑芥 （黒埼地区を除く）
旧新潟市全域

委託 （黒埼地区を除く）
新潟市全域

随時 １８９ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター
焼却施設・破砕施設
○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市太夫浜埋立処分地
○新潟市赤塚埋立処分地

汚泥等 処理施設等 委託 施設 随時 ４，０８９ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市太夫浜埋立処分地
○新潟市赤塚埋立処分地
○新潟市舞平処理場汚泥再生
棟

犬・猫等の死体 （黒埼地区を除く）
旧新潟市全域

直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設
○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市太夫浜埋立処分地
○新潟市赤塚埋立処分地

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃やせるごみ 黒埼地区 委託 ごみ集積場 週３回 ６，６２６ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設

燃やせないごみ 黒埼地区 委託 ごみ集積場 月１回 ２１８ｔ 直営 ○新潟市新田清掃センター破
砕施設

資源物びん 黒埼地区 委託 ごみ集積場 月２回 ２６４ｔ 委託 ○有限会社 宗村建設

資源物
金属ごみ

黒埼地区 委託 ごみ集積場 月２回 １２３ｔ 委託 ○有限会社 浅妻商店

資源物
ペットボトル

黒埼地区 委託 拠点 随時 ７９ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
プラスチック

黒埼地区 委託 ごみ集積場 週１回 ６２６ｔ 委託 ○ピーエスシー株式会社

粗大ごみ 黒埼地区 委託 ごみ集積場 月１回 ２８６ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

有害ごみ 黒埼地区 委託 ごみ集積場 月１回 １２ｔ 委託 ○新潟市新田清掃センター破
砕施設（一時保管）

雑芥等 黒埼地区 委託 黒埼地区全域 随時 ４６２ｔ 直営 ○新潟市小平方埋立処分地

犬・猫等の死体 黒埼地区 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○新潟市新田清掃センター焼
却施設
○新潟市赤塚埋立処分地

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に新潟市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧新潟市域に
限定となっている事業者に限る

平成１７年５月１６日 第７４７号 77新 潟 市 公 報



イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０cc以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市新田清掃センター
焼却施設

新潟市笠木３６４４－１ 全連続燃焼式流動床 １２０ｔ／２４ｈ＊３炉 ９６，１５４ｔ

新潟市亀田焼却場焼却施設 新潟市大字亀田１８３５ 全連続燃焼式流動床 １３０ｔ／２４ｈ＊３炉 ９７，４１６ｔ

イ 粗大ごみ処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田焼却場
粗大ごみ処理施設

新潟市大字亀田１８３５ 横型回転剪断衝撃式
（せん断式破砕機）

５０ｔ／５ｈ
（５ｔ／５ｈ）

４，１６０ｔ

ウ 破砕施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市新田清掃センター
破砕施設

新潟市笠木３６４４－１ 竪型高速回転式
（２軸低速回転式）

１７０ｔ／５ｈ
（５ｔ／５ｈ）

１９，８５９ｔ

エ 資源化施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市資源再生センター 新潟市下木戸３－４－２ 機械選別＋手選別 ６０ｔ／５ｈ ６，６５４ｔ

オ 減容化処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市小平方減容化処理施
設

新潟市小平方５４８－１ ２軸スクリュー押出成
形式

６ｔ／５h ６２４ｔ

カ コンポスト施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市舞平処理場汚泥再生
棟

新潟市平賀１６１－１ メタン発酵＋コンポス
ト設備

生ごみ１．８ｔ／日
コンポスト５００㎏／日

６５７ｔ
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キ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟プラスチック油化セン
ター

歴世礦油株式会社 新潟市平和町３－１ 資源物
プラスチック

８，９９０ｔ

ピーエスシー株式会社 同左 新潟市内野上新町１３００
８

資源物
プラスチック

４，８８７ｔ

イトムカ鉱業所 野村興産株式会社 北海道常呂郡留辺蘂町 有害ごみ １５８ｔ

有限会社 宗村建設 同左 新潟市鳥原新田５５０ びん ２５０ｔ

有限会社 浅妻商店 同左 新潟市大野２８５３－１ 金属ごみ １２３ｔ

新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

同左 新潟市大字鵜ノ子８１９ ペットボトル ３５７ｔ

新潟市資源リサイクル協同
組合

同左 新潟市万代２－３－１６ 古紙（拠点回収） １，１５３ｔ

ク 最終処分場

市の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

第３赤塚埋立処分地 新潟市赤塚１８１ 準好気性埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過

４７３，９００� １５，９５４ｔ

太夫浜埋立処分地（第３期） 新潟市島見町４５９２－１４ 接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過
準好気性埋立

１８２，０００� １４，８４０ｔ

小平方埋立処分地 新潟市小平方５３１－１ 準好気性埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭

１９，５００� １，０８６ｔ

他の処分場

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

エコパークいずもざき 財団法人新潟県環境保
全事業団

新潟県三島郡出雲崎町
大字稲川字池ノ尻

新田清掃センター
焼却施設分
焼却残渣

６，８１２ｔ

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（新潟市全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧新潟市全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

１８，１５９．３� 直営 ○新潟市舞平処理場

浄化槽汚泥 旧新潟市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ５７，４６４．３� 直営 ○新潟市東清掃センター
○新潟市舞平処理場

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

新潟市東清掃センター 新潟市下木戸３－４－
１

放流基準以下に希釈後
直接下水道に放流

－ ２６，４９７．０� 浄化槽汚泥

新潟市舞平処理場 新潟市平賀１６１－１ 膜分離高負荷脱窒素処
理方式＋高度処理設備

１４９�／日 １８，１５９．３� し尿

３０，９６７．３� 浄化槽汚泥

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に新潟市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧新潟市域に
限定となっている事業者に限る
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項 目 平成１７年度推計量

燃えるごみ １３，５６１ｔ

燃えないごみ ５１４ｔ

資
源
物

ガラスびん ６３７ｔ

空き缶 ２５４ｔ

ペットボトル ２３４ｔ

古紙類 ２，９０２ｔ

大型ごみ １２６ｔ

電池 ２３ｔ

自己搬入焼却ごみ ４，０００ｔ

自己搬入破砕ごみ １１５ｔ

自己搬入粗大ごみ ２，７７２ｔ

焼却灰等 １，８６２ｔ

動物の死体 匹

合 計 ２７，０００ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 ４，２２４．３�
浄化槽汚泥 ７，６１５．７�

合 計 １１，８４０．０�

燃えるごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

資

源

物

ガラスびん 飲料用・食品用・飲み薬のガラ
スびん

空き缶 飲料用・食品用のアルミ缶・ス
チール缶

ペットボトル 飲料用・食品用のペットボトル

古紙類 新聞・チラシ・段ボール及び紙
箱等

燃えないごみ 資源物以外のガラス類・セトモ
ノ等

大型（粗大）ごみ 燃えるごみ，燃えないごみの指
定袋に入らないもの等

電池 廃乾電池・蛍光管・水銀体温計

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

〈旧新津市〉

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

� 家庭系一般廃棄物の種類

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

キ 旧新津市域の給食センターから排出される学

校給食残さの一部を堆肥化することにより，生

ごみの排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア 全域において，１２分別収集体制により資源物

としてガラスびん・空き缶・ペットボトル・古

紙類の回収を実施する。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

オ 破砕施設に搬入されたものを，破砕処理する

ことで生じる金属類を回収し，資源化する。ま

た，燃えないごみ中の刃物類，蛍光管について

は手選別し，資源化を行う。

カ 新潟市新津リサイクル館において，他人に

使ってもらえるような家具を回収し，簡単な補

修の後に展示し，希望者に提供する不用品展示

事業を行う。

また，大型ごみ中の自転車の一部を希望者に

提供し，再資源化を図る。
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回 収 方 法 平成１７年度推計量

� １２分別収集による資源物ガラス
びん回収

６３７ｔ

� １２分別収集による資源物空き缶
回収

２５４ｔ

� １２分別収集による資源物ペット
ボトル回収

２３４ｔ

� １２分別収集による資源物古紙類
回収

２，０５９ｔ

� 集団資源回収による回収 ２８３ｔ

� 破砕処理による金属回収等 ５６９ｔ

� 不用品展示事業による家具類の
再利用等

３２ｔ

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ 燃えるごみ，燃えないごみは，市の販売する

指定袋で排出すること。

エ 引っ越し等による一時多量のごみは，市の施

設へ自ら搬入するか，許可業者に依頼するこ

と。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

カ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ 燃えるごみ，燃えないごみについては，市の

販売する指定袋で排出すること。

ただし，袋排出がなじまないごみの排出に際

しては，この限りではない。

ウ 排出に当たっては，適正に分別を行なうこと

とし，自ら市の処理施設に搬入するか，許可業

者に依頼すること。

エ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする。

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については県の施設で全量衛生

的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧新津市）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃えるごみ 旧新津市全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

週３回 １３，５６１ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター焼却施設

燃えないごみ 旧新津市全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

月１回 ５１４ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

資源物
ガラスびん

旧新津市全域 委託 ごみ集積場 月２回 ６３７ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
空き缶

旧新津市全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２５４ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

資源物
ペットボトル

旧新津市全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２３４ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
古紙

旧新津市全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２，９０２ｔ 委託 ○有限会社 新津マテリアル

大型（粗大）ごみ 旧新津市全域 委託 申込制
戸別収集

随時 １２６ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

電池 旧新津市全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２３ｔ 委託 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設
（一時保管）

自己搬入
焼却ごみ

旧新津市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ４，０００ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター焼却施設

排出者 －

自己搬入
不燃ごみ

旧新津市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １１５ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧新津市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２，７７２ｔ 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

排出者 －

焼却灰等 焼却施設 委託 施設 随時 １，８６２ｔ 委託 ○エコパークいずもざき
○ジークライトエコポート

犬・猫等の死体 旧新津市全域 直営
委託

戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○新潟市新津クリーンセン
ター焼却施設

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧新津市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧新津市域
に限定となっている事業者に限る
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イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

小売店に引取義務のない物
を除く

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市新津クリーンセン
ター焼却施設

新潟市小口１２８９－１ 全連続燃焼式流動床 １４４t／２４h ＊２炉 ２０，０２８ｔ

イ 粗大ごみ処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市新津クリーンセン
ター 粗大ごみ処理施設

新潟市小口１２８９－１ 横軸回転衝撃式＋切断機 ２１t／５h ３，７８１ｔ

ウ 啓発施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市新津クリーンセン
ターリサイクル館

新潟市小口１２８９－１ 粗大ごみ中の家具類の
補修及び不用品展示事
業等

－ ３２ｔ

エ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

東邦亜鉛株式会社 同左 群馬県安中市中宿字茶
臼塚

電池 ２３ｔ

有限会社新津マテリアル 同左 新潟市古田の内大野開
１９１

資源物古紙 ２，９０２ｔ

イー・ステージ株式会社 同左 長野県小諸市大字平原 燃えないごみ中
の蛍光管

１０ｔ

新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

同左 新潟市大字鵜ノ子８１９ ガラスびん ６３７ｔ

ペットボトル ２３４ｔ

オ 最終処分場

市以外の処分場

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

エコパークいずもざき 財団法人新潟県環境保
全事業団

新潟県三島郡出雲崎町
大字稲川字池ノ尻

焼却残渣等 ７２１ｔ

ジークライト株式会社エコ
ポート最終処分場

株式会社福田組 山形県米沢市大字板谷
字四郎右エ門沢７７３－１

焼却残渣等 １，６００ｔ
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項 目 平成１７年度推計量

燃えるごみ １１，８１７ｔ

ガラス・陶磁器類 ７１９ｔ

鉄・缶類・その他 ６９０ｔ

資

源

物

プラスチック製
容器包装

３７２ｔ

ペットボトル １２０ｔ

白色トレイ １３ｔ

古紙類 ２，０９５ｔ

紙製容器包装 ６３ｔ

粗大ごみ １３９ｔ

自己搬入可燃ごみ ６，８９３ｔ

自己搬入不燃ごみ ２０８ｔ

自己搬入粗大ごみ １００ｔ

自己搬入資源ごみ ２５５ｔ

焼却灰等（スラグ含） １，８２１ｔ

動物の死体 匹

合 計 ２５，３０５ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 ６，３６３．１�
浄化槽汚泥 １８，４２６．６�

合 計 ２４，７８９．７�

燃えるごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

ガラス・陶磁器類 ガラスびん・電球・蛍光灯・茶
碗や皿などの陶磁器類

鉄・缶類・その他 空き缶・スプレー缶・なべ・や
かん・乾電池・小型家電品など

資

源

物

プラスチック
製容器包装

プラスチックでできている容
器・包装類

ペットボトル 飲料用・食品用のペットボトル

白色トレイ 白色の発泡スチロール製食品ト
レイ

古紙類 新聞（チラシを含む）・雑誌・
段ボール・紙パック

紙製容器包装 紙でできている容器・包装類

粗大ごみ 粗大ごみ単価表に定める１６１品
目

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

〈旧白根市・旧小須戸町・旧味方村・旧月潟村・旧中

之口村〉

平成１７年３月２１日の合併日前に旧白根地域広域事務

組合管内であった市町村（以下，「白根広域」という。）。

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

� 家庭系一般廃棄物の種類

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（新津市全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧新津市全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

４，２２４．３� 委託 ○新潟県新津浄化センター

浄化槽汚泥 旧新津市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ７，６１５．７� 委託 ○新潟県新津浄化センター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧新津市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧新津市域
に限定となっている事業者に限る

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

新潟県新津浄化センター 新潟市古田の内大野開
２

放流基準以下に希釈後
直接下水道に放流

－ ４，２２４．３� し尿

７，６１５．７� 浄化槽汚泥

84 平成１７年５月１６日 第７４７号 新 潟 市 公 報



回 収 方 法 平成１７年度推計量

� １２分別収集による資源物プラス
チック製容器包装回収

３７２ｔ

� １２分別収集による資源物ペット
ボトル回収

１２０ｔ

� １２分別収集による資源物白色ト
レイ回収

１３ｔ

� １２分別収集による資源物古紙類
回収

２，０９５ｔ

� １２分別収集による資源物紙製容
器包装回収

６３ｔ

� 市の施設に直接搬入される資源
物の回収

２５５ｔ

� 集団資源回収による回収 ２８６ｔ

� 手選別によるガラス類の回収 ６１９ｔ

	 破砕処理による金属回収 ５５２ｔ


 焼却灰の溶融で生成されるスラ
グの回収

６９９ｔ

� 剪定枝の破砕処理によるチップ
の資源化

２５２ｔ

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア 全域において，１２分別収集体制により資源物

としてプラスチック製容器包装・ペットボト

ル・白色トレイ・古紙類・紙製容器包装の回収

を実施する。

イ 市の施設に直接搬入されるごみについても，

家庭系ごみと同様の分別による受入を行うこと

で，資源物を回収する。

ウ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

エ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

オ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

カ 搬入されたガラス・陶磁器類を選別し，ガラ

ス類を回収して資源化を図る。

キ 粗大ごみ処理施設に搬入されたものを破砕処

理して生じる金属類を回収し，資源化を図る。

ク 焼却施設で生じる焼却灰を施設内の灰溶融施

設でスラグ化することにより資源化し，活用す

る。

ケ 焼却施設に搬入された剪定枝の一部をチップ

化し，資源としての利用を図る。

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ 燃えるごみ，ガラス・陶磁器類，鉄・缶類・

その他については，市の販売する指定袋で排出

すること。その他のごみについては，古紙類を

除き透明又は半透明の袋に入れて排出するこ

と。

エ 粗大ごみの戸別収集を市に依頼した場合は，

区分に応じた手数料に基づく粗大ごみ処理券を

単品ごとに見やすいところに貼りつけ，排出し

なければならない。自ら市の施設に搬入する場

合も同様とする。

オ 引っ越し等による一時多量のごみは，市の施

設へ自ら搬入するか，許可業者に依頼するこ

と。
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カ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

キ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ 排出に当たっては，適正に分別を行なうこと

とし，自ら市の処理施設に搬入するか，許可業

者に依頼すること。

ウ 燃えるごみ，ガラス・陶磁器類，鉄・缶類・

その他については，市の販売する指定袋で排出

すること。その他のごみについては，古紙類を

除き透明又は半透明の袋に入れて排出するこ

と。

エ 粗大ごみについては，区分に応じた手数料に

基づく粗大ごみ処理券を単品ごとに見やすいと

ころに貼りつけ，排出すること。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市の施設で全量衛生

的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧白根広域：旧白根市・旧小須戸町・旧味方村・旧月潟村・旧中之口村）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃えるごみ 旧白根広域全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

週３回 １１，８１７ｔ 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
焼却施設

ガラス・陶磁器
類

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

月２回 ７１９ｔ 委託 ○新潟市白根グリーンタワー
ストックヤード（手選別）

鉄・缶類・その
他

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

月２回 ６９０ｔ 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
粗大ごみ処理施設

資源物
プラスチック製
容器包装

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場 週１回
（第３週除く）

３７２ｔ 委託 ○太誠産業株式会社（新潟市
白根グリーンタワー内）

資源物
ペットボトル

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場 月２回 １２０ｔ 委託 ○太誠産業株式会社（新潟市
白根グリーンタワー内）

資源物
白色トレイ

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場 月１回 １３ｔ 委託 ○新潟市白根グリーンタワー
ストックヤード（手選別）

資源物
古紙類

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２，０９５ｔ 委託 ○民間資源化施設

資源物
紙製容器包装

旧白根広域全域 委託 ごみ集積場 月２回 ６３ｔ 委託 ○民間資源化施設

粗大ごみ 旧白根広域全域 委託 申込制
戸別収集

随時 １３９ｔ 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
粗大ごみ処理施設

自己搬入
可燃ごみ

旧白根広域全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ６，８９３ｔ 直営
委託

○新潟市白根グリーンタワー
焼却施設
○新潟市白根グリーンタワー
ストックヤード（一時保管）排出者 －

自己搬入
不燃ごみ

旧白根広域全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２０８ｔ 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
粗大ごみ処理施設
○同 ストックヤード（手
選別）排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧白根広域全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １００ｔ 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
粗大ごみ処理施設

排出者 －

自己搬入
資源物

旧白根広域全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２５５ｔ 委託 ○太誠産業株式会社（新潟市
白根グリーンタワー内）
○新潟市白根グリーンタワー
ストックヤード排出者 －

焼却灰等
（スラグ含む）

焼却施設 委託 施設 随時 １，８２１ｔ 直営 ○新潟市白根第３埋立処分地
（資源化するスラグの保管
含む）

犬・猫等の死体 旧白根広域全域 直営 － 届出の都度 匹 直営 ○新潟市白根グリーンタワー
焼却施設排出者 随時

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧白根地域広域事務組合管理者が許可した事業者，若しくは許可条件が合
併日前の旧白根広域に限定となっている事業者に限る
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イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物等

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

小売店に引取義務のない物
を除く

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市白根グリーンタワー
焼却施設

新潟市鍋潟６４０－１ 准連続燃焼式ストーカ
＋灰溶融

５０t／１６h ＊２炉
７t／１６h ＊１炉

１８，９４３ｔ

イ 粗大ごみ処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市白根グリーンタワー
粗大ごみ処理施設

新潟市鍋潟６４０－１ 竪型回転衝撃式＋切断機 ２０t／５h １，０３７ｔ

ウ 資源化施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市白根グリーンタワー
ストックヤード

新潟市鍋潟６４０－１ 手選別（ガラス・陶磁
器類，白色トレイ）

－ ８３２ｔ

エ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

太誠産業株式会社 同左 東京都豊島区南池袋３
－１４－１１

プラスチック製
容器包装

３７２ｔ 新潟市白根
グリーンタ
ワー内ペットボトル １３４ｔ

株式会社西國商店 同左 加茂市千刈２－１－５ 資源物古紙類
資源物紙製容器
包装

２，３９９ｔ 年度前後期
で搬入業者
を決定

株式会社ニシトク 同左 加茂市新栄町９－３６

坂上商店 同左 新潟市小戸下組８２

新潟エコサイクル工業株式
会社

同左 新潟市横戸３４４５－３ 自己搬入剪定枝
の一部

２５２ｔ

オ 最終処分場

市の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

新潟市白根第３埋立処分地 新潟市鍋潟６４０－１ 準好気性埋立
活性汚泥＋凝集沈殿＋膜処理＋活性炭

１５，４０１� １，３２２ｔ
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項 目 平成１７年度推計量

可燃ごみ ９，６４２ｔ

不燃ごみ ６１５ｔ

缶・金属類 ２２８ｔ
資
源
物

空きびん ４１１ｔ

プラスチック製容器包装 ４５０ｔ

水銀含有物 ６ｔ

自己搬入可燃ごみ ７，７３１ｔ

自己搬入破砕ごみ １７９ｔ

自己搬入埋立ごみ １３３ｔ

焼却灰等 ２，３１１ｔ

埋立ごみ ６１３ｔ

動物の死体 匹

合 計 ２２，３１９ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 ３，２３６．８�
浄化槽汚泥 ７，８１１．５�
ＣＰ汚泥 ９４７．３�

合 計 １１，９９５．６�

可燃ごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

不燃ごみ 資源物以外のガラス類・セトモ
ノ・小型家電製品・小型スチー
ル家具・自転車等

缶・金属類 飲料用・食品用の空き缶・スプ
レー缶・一斗缶・金属類等

資
源
物

空きびん 飲料用・食品用・飲み薬のガラ
スびん

プラスチック
製容器包装

プラスチックでできている容
器・包装類

水銀含有物 廃乾電池・ボタン型電池・蛍光
管

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

ＣＰ汚泥 コミュニティプラントから収集
された汚泥

〈旧豊栄市〉

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

� 家庭系一般廃棄物の種類

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（新潟市全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧白根広域全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

６，３６３．１� 直営 ○新潟市白根し尿処理場

浄化槽汚泥 旧白根広域全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 １８，４２６．６� 直営 ○新潟市白根し尿処理場

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧白根地域広域事務組合管理者が許可した事業者，若しくは許可条件が合
併日前の旧白根広域に限定となっている事業者に限る

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

新潟市白根し尿処理場 新潟市臼井２１３５－１ 攪拌遠心分離式高負荷
処理方式

１００�／日 ６，３６３．１� し尿

１８，４２６．６� 浄化槽汚泥
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回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ６分別収集による資源物空きび
ん回収

４１１ｔ

� ６分別収集による資源物プラス
チック製容器包装回収

３９６ｔ

� 集団資源回収による回収 ２，０７０ｔ

� ペットボトルの拠点回収 １３７ｔ

� 食品トレイの拠点回収 ２３ｔ

� 牛乳パックの拠点回収 ５ｔ

� 破砕処理による金属回収 ５８６ｔ

� 焼却施設での選別による古紙回
収

３５ｔ

	 側溝汚泥の一部を建築資材とし
て資源化

４４０ｔ

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア 全域において，６分別収集体制により資源物

として空きびん・プラスチック製容器包装の回

収を実施する。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

資源化を促進するため，拠点回収を実施する。

オ 破砕施設に搬入されたものを，破砕処理する

ことで生じる金属類を回収し，資源化する。

カ 焼却施設に持ち込まれた可燃ごみの一部から

古紙を手選別し，資源化を図る。

キ 一斉清掃により収集された側溝汚泥の一部を

建築資材として引き取ってもらい，再利用す

る。

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ 可燃ごみについては，市の指定するごみ処理

券を，透明又は半透明の袋に貼って排出するこ

と。あらかじめ市が配付するごみ処理券を使い

きった場合は市が販売する指定袋により排出す

ること。

エ プラスチック製容器包装については，透明又

は半透明の袋に入れて排出すること。

不燃ごみ，缶・金属類についてもできるだけ

透明又は半透明の袋での排出に努めること。

オ 引っ越し等による一時多量のごみは，市が構

成する組合の施設へ自ら搬入するか，許可業者

に依頼すること。

カ ごみを市が構成する組合の処理施設へ搬入す

る場合は，条例で定める受入基準を遵守するこ

と。

キ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ ごみ集積場を利用する事業者の排出に当たっ

ては，家庭系と同様の分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。
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また，可燃ごみ及びプラスチック製容器包装

については市が販売する指定袋に入れて排出す

ること。

ウ ごみ集積場を利用しない事業者の排出に当

たっては，適正に分別を行なうこととし，自ら

の処理施設に搬入するか，許可業者に依頼する

こと。

エ ごみを市が構成する組合の処理施設へ搬入す

る場合は，条例で定める受入基準を遵守するこ

と。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市が構成する組合の

施設で全量衛生的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧豊栄市）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

可燃ごみ 旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 週３回 ９，６４２ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター焼却施設

不燃ごみ 旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 月１回
（年１３回）

６１５ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター破砕施設

缶・金属類 旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 月１回 ２２８ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター破砕施設

資源物
空きびん

旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 月１回
（年１４回）

４１１ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
プラスチック製
容器包装

旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 週１回 ４５０ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社プラスチック
処理施設（豊栄環境セン
ター内）

水銀含有物 旧豊栄市全域 委託 ごみ集積場 年２回 ６ｔ 委託 ○市の指定倉庫（一時保管）

拠点 月１回

資源物
ペットボトル

旧豊栄市全域 委託 拠点 随時 １３７ｔ 委託 ○株式会社アッシュトンニイ
ガタ

資源物
白色トレイ

旧豊栄市全域 委託 拠点 随時 ２３ｔ 委託 ○株式会社アッシュトンニイ
ガタ

資源物
牛乳パック

旧豊栄市全域 委託 拠点 週１回 ５ｔ 委託 ○新潟興産株式会社

自己搬入
可燃ごみ
（馬ふん含む）

旧豊栄市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ７，７３１ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター焼却施設
○農村還元（馬ふんのみ）

排出者 －

自己搬入
破砕ごみ

旧豊栄市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １７９ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター破砕施設

排出者 －

自己搬入
埋立ごみ

旧豊栄市全域 排出者 － 随時 １３３ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合江
楓園

焼却灰等 焼却施設 委託 施設 随時 ２，３１１ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合江
楓園

埋立ごみ
（汚泥等）

旧豊栄市全域 直営
委託

施設 随時 ６１３ｔ 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合江
楓園

犬・猫等の死体 旧豊栄市全域 直営
委託

－ 届出の都度 匹 直営 ○豊栄郷清掃施設処理組合
豊栄環境センター焼却施設

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧豊栄市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧豊栄市域
に限定となっている事業者に限る
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イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

豊栄郷清掃施設処理組合豊
栄環境センター焼却施設

新潟市浦ノ入４８１ 准連続燃焼式ストーカ
（増設１体化）

４０t／１６h ＊２炉
５０t／１６h ＊１炉

１５，６０３ｔ

イ 破砕施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

豊栄郷清掃施設処理組合豊
栄環境センター破砕施設

新潟市浦ノ入４８１ 衝撃、せん断式併用回
転式

３０t／５h １，０２２ｔ

ウ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

プラスチック処理施設 新潟ガラスリサイクル
センター株式会社

豊栄環境センター内 プラスチック製
容器包装

４５０ｔ

株式会社 アッシュトンニ
イガタ

同左 新潟市下大谷内３７８－
４４

ペットボトル，
トレイ

１６０ｔ 拠点

イトムカ鉱業所 野村興産株式会社 北海道常呂郡留辺蘂町 水銀含有物 ６ｔ

新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

同左 新潟市大字鵜ノ子８１９ 空きびん ４１１ｔ

新潟興産株式会社 同左 新潟市新崎字毘沙門４７０ 牛乳パック ５ｔ 拠点

豊栄資源回収業協同組合 同左 新潟市木崎１８３０ 可燃ごみ中の古
紙

３５ｔ

株式会社愛和産業 同左 新発田市佐々木２５５０－６ 側溝汚泥の一部 ４４０ｔ

エ 農村還元

収集運搬業者名 収集運搬業者所在地 処 分 方 法 処 理 廃 棄 物 処理量（ｔ／年） 備 考

共栄商事株式会社 新潟市豊栄笹山３４９０ 農村還元 自己搬入可燃ごみの
うち競馬場の馬ふん

２，００６ｔ

オ 最終処分場

市が構成する組合の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

豊栄郷清掃施設処理組合江
楓園

新潟市前新田乙３１９－
１

準好気性埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭

８０，９１０� ２，８３６ｔ
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項 目 平成１７年度推計量

燃やすごみ ２，５１９ｔ

燃やさないごみ １７９ｔ

資
源
物

空き缶・空きびん １２１ｔ

古紙 ４８ｔ

プラスチック製容器包装 １６３ｔ

粗大ごみ １０９ｔ

自己搬入焼却ごみ １，８２５ｔ

自己搬入粗大ごみ ７ｔ

焼却灰・集じん灰 ４５６ｔ

汚泥 ５９ｔ

雑芥等 ２４ｔ

動物の死体 匹

合 計 ５，５１０ｔ

〈旧横越町〉

（平成１７年度の重点施策）

・事業所から排出される古紙の搬入規制の実施

新潟市亀田焼却場焼却施設において，平成１７年度中

に事業所から排出される古紙の搬入規制を開始し，資

源化を促進する。

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

イ 中間処理計画

し尿・浄化槽汚泥処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

阿賀北広域組合第４し尿処
理施設

阿賀野市船居字権九郎
新田４９６－１

膜分離高負荷脱窒素処
理
方式＋高度処理設備

９９�／日 ３，２３６．８� し尿

７，８１１．５� 浄化槽汚泥

９４７．３� ＣＰ汚泥

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（旧豊栄市全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧豊栄市全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

３，２３６．８� 直営 ○阿賀北広域組合
第４し尿処理施設

浄化槽汚泥 旧豊栄市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ７，８１１．５� 直営 ○阿賀北広域組合
第４し尿処理施設

ＣＰ汚泥 旧豊栄市全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ９４７．３� 直営 ○阿賀北広域組合
第４し尿処理施設

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧豊栄市長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧豊栄市域
に限定となっている事業者に限る

汚水処理施設

汚水処理場設置区域については，以下の処分場で中間処理を行い，処理後の汚泥は阿賀北広域組合第４

し尿処理施設で処分する。

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

美里汚水処理場 新潟市豊栄美里２－５
－２

膜分離高付加脱窒素処
理方式

５２４�／日 ５０，０００� 設置区域に
限る
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項 目 平成１７年度推計量

し尿 ６９３．１�
浄化槽汚泥 ６０．３�

合 計 ７５３．４�

燃やすごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

燃やさないごみ 金属類・資源物以外のガラス
類・セトモノ・蛍光灯・廃乾電
池等

資
源
物

空き缶・空き
びん

飲料用・食品用のガラスびん・
スチール缶・アルミ缶・一斗缶
等

プラスチック
製容器包装

プラスチックでできている容
器・包装類

古紙 新聞（チラシを含む）・雑誌・
段ボール・牛乳パック

粗大ごみ 家具類等（５０㎝×５０㎝×５０㎝以
上のごみ等）

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

回 収 方 法 平成１７年度推計量

� １２分別収集による資源物空き
缶・空きびん回収

１２１ｔ

� １２分別収集による資源物プラス
チック製容器包装類回収

１４０ｔ

� １２分別収集による資源物古紙回
収

４８ｔ

� 集団資源回収による回収 ４６２ｔ

� ペットボトルの拠点回収 ２９ｔ

� 破砕処理による金属回収 ３７ｔ

� 家庭系一般廃棄物の種類

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア １２分別収集体制により資源物としてびん・

缶・プラスチック製容器包装・古紙類の回収を

実施する。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ ペットボトルの拠点回収を実施する。また，

牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

カ 粗大ごみ処理施設に搬入されたものを，破砕

処理することで生じる金属類を回収し，資源化

する。

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ ごみは，ポリエチレン製の透明・半透明の袋

で排出すること。ただし，集積所に設置するコ

ンテナに排出するごみ及び袋排出がなじまない

ごみの排出に際しては，この限りではない。

エ 引っ越し等による一時多量のごみは，市の施

設へ自ら搬入するか，許可業者に依頼するこ
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と。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

カ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ 排出に当たっては，適正に分別を行なうこと

とし，自ら市の処理施設に搬入するか，許可業

者に依頼すること。

ウ ごみは，ポリエチレン製で透明・半透明の袋

で排出すること。ただし，袋排出がなじまない

ごみの排出に際しては，この限りではない。

エ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市の施設で全量衛生

的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧横越町）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃やすごみ 旧横越町全域 委託 ごみ集積場 週２回 ２，５１９ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

燃やさないごみ 旧横越町全域 委託 ごみ集積場 月２回 １７９ｔ 直営 ○新潟市横越埋立処分地

資源物
空きびん・空き
缶

旧横越町全域 委託 ごみ集積場 月２回 １２１ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
プラスチック製
容器包装

旧横越町全域 委託 ごみ集積場 週１回 １６３ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
古紙

旧横越町全域 委託 ごみ集積場 月２回 ４８ｔ 委託 ○山崎銅鉄店

粗大ごみ 旧横越町全域 委託 申込制
戸別収集

月１回 １０９ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

資源物
ペットボトル

旧横越町全域 委託 拠点 随時 ２９ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

自己搬入
焼却ごみ

旧横越町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １，８２５ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧横越町全域 排出者 － 随時 ７ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

焼却灰・集じん
灰

焼却施設 委託 施設 随時 ４５６ｔ 直営 ○新潟市横越埋立処分地

雑芥 旧横越町全域 委託 旧横越町全域 随時 ２４ｔ 直営 ○新潟市横越埋立処分地

汚泥等 旧横越町全域 委託 旧横越町全域 随時 ５９ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市舞平処理場汚泥再生
棟
○新潟市横越埋立処分地

犬・猫等の死体
（所有者不明に
限る）

旧横越町全域 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○新潟市横越埋立処分地

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧横越町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧横越町域
に限定となっている事業者に限る
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イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田焼却場焼却施設 新潟市大字亀田１８３５ 全連続燃焼式流動床 １３０t／２４h ＊３炉 ４，４２３ｔ

イ 粗大ごみ処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

新潟市大字亀田１８３５ 横型回転剪断衝撃式
（せん断式破砕機）

５０t／５h
（５t／５h）

１１６ｔ

ウ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

有限会社 山崎銅鉄店 同左 新潟市横越中央７－２
－２０

古紙 ４８ｔ

新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

同左 新潟市大字鵜ノ子８１９ 空き缶・空きび
ん

１２１ｔ

ペットボトル
（拠点回収）

２９ｔ

プラスチック製
容器包装

１６３ｔ

エ 最終処分場

市の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

新潟市横越埋立処分地 新潟市うぐいす２－１
－１

準好気性埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭

２１，０４９� ７４１ｔ
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項 目 平成１７年度推計量

燃やすごみ ８，９９３ｔ

燃やさないごみ ５６３ｔ

資
源
物

空きびん類 ５１４ｔ

空き缶類 １５９ｔ

容器包装プラスチック類 ５１６ｔ

ペットボトル １６８ｔ

粗大ごみ ５５５ｔ

有害ごみ ２ｔ

自己搬入焼却ごみ ３，６６７ｔ

自己搬入粗大ごみ ２３ｔ

焼却灰・集じん灰 １，３４６ｔ

汚泥 ２００ｔ

動物の死体 匹

合 計 １６，７０６ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 ９８４．８�
浄化槽汚泥 ２，２６９．３�

合 計 ３，２５４．１�

燃やすごみ 生ごみ・紙くず・木の枝・紙お
むつ・ゴム・皮革製品等

燃やさないごみ 金属類・資源物以外のガラス
類・セトモノ等

資

源

物

空きびん類 飲料用・食品用のガラスびん

空き缶類 空き缶・菓子缶・スプレー缶・
一斗缶等

容器包装プラ
スチック類

プラスチックでできている容
器・包装類

ペットボトル 飲料用・食品用のペットボトル

粗大ごみ 家具類等（５０㎝×５０㎝×１００㎝以
上のごみ等）

有害ごみ 廃乾電池・蛍光管・水銀体温計

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

〈旧亀田町〉

（平成１７年度の重点施策）

・事業所から排出される古紙の搬入規制の実施

新潟市亀田焼却場焼却施設において，平成１７年度中

に事業所から排出される古紙の搬入規制を開始し，資

源化を促進する。

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

� 家庭系一般廃棄物の種類

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（旧横越町全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧横越町全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

６９３．１� 直営 ○新潟市舞平処理場

浄化槽汚泥 旧横越町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ６０．３� 直営 ○新潟市舞平処理場

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧横越町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧横越町域
に限定となっている事業者に限る

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

新潟市舞平処理場 新潟市平賀１６１－１ 膜分離高負荷脱窒素処
理方式＋高度処理設備

１４９�／日 ６９３．１� し尿

６０．３� 浄化槽汚泥
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回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ８分別収集による資源物空きび
ん類回収

５１４ｔ

� ８分別収集による資源物空き缶
類回収

１５９ｔ

� ８分別収集による資源物容器包
装プラスチック類回収

４０３ｔ

� ８分別収集による資源物ペット
ボトル回収（拠点回収含む）

１６８ｔ

� 集団資源回収による回収 ６６９ｔ

� 古紙の拠点回収 １１０ｔ

� 破砕処理による金属回収 １８３ｔ

� 舞平処理場による学校給食残さ
のコンポスト化

新潟地区分に
含む

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア ８分別収集体制により資源物としてびん・

缶・容器包装プラスチック類・ペットボトルの

回収を実施する。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ 新聞（チラシ含む）・雑誌・段ボールの資源

化を促進するため，拠点回収を実施する。

オ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

カ 粗大ごみ処理施設に搬入されたものを，破砕

処理することで生じる金属類を回収し，資源化

する。

キ 学校給食などの生ごみを舞平処理場汚泥再生

棟で処理し，メタンガスの回収と汚泥の堆肥化

を行い，資源の循環的利用を図る。

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ ごみは，ポリエチレン製の透明・半透明の袋

で排出すること。ただし，集積所に設置するコ

ンテナに排出するごみ及び袋排出がなじまない

ごみの排出に際しては，この限りではない。

エ 引っ越し等による一時多量のごみは，市の施

設へ自ら搬入するか，許可業者に依頼するこ

と。

オ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

カ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。
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イ 排出に当たっては，適正に分別を行なうこと

とし，自ら市の処理施設に搬入するか，許可業

者に依頼すること。

ウ ごみは，ポリエチレン製で透明・半透明の袋

で排出すること。ただし，袋排出がなじまない

ごみの排出に際しては，この限りではない。

エ ごみを市の処理施設へ搬入する場合は，条例

で定める受入基準を遵守すること。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市の施設で全量衛生

的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等

ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。
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� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧亀田町）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

燃やすごみ 旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 週３回 ８，９９３ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

燃やさないごみ 旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 月２回 ５６３ｔ 直営 ○新潟市亀田埋立処分地

資源物
空きびん

旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 月１回 ５１４ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
空き缶

旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 月２回 １５９ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

資源物
プラスチック
製容器包装

旧亀田町全域 直営 ごみ集積場 週１回 ５１６ｔ 委託 ○新潟市亀田一般廃棄物処理
場

資源物
ペットボトル

旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 週１回 １６８ｔ 委託 ○新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社拠点 随時

粗大ごみ 旧亀田町全域 委託 申込制
戸別収集

月１回 ５５５ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

有害ごみ 旧亀田町全域 委託 ごみ集積場 月２回 ２ｔ 委託 ○新潟市亀田一般廃棄物処理
場（一時保管）

自己搬入
焼却ごみ

旧亀田町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ３，６６７ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧亀田町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２３ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

排出者 －

焼却灰
集じん灰

焼却施設 委託 施設 随時 １，３４６ｔ 直営 ○新潟市亀田埋立処分地

汚泥等 旧亀田町全域 委託 旧亀田町全域 随時 ２００ｔ 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設
○新潟市舞平処理場汚泥再生
棟
○新潟市亀田埋立処分地

犬・猫等の死体 旧亀田町全域 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○新潟市亀田焼却場焼却施設

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧亀田町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧亀田町域
に限定となっている事業者に限る
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イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー

② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田焼却場焼却施設 新潟市大字亀田１８３５ 全連続燃焼式流動床 １３０t／２４h ＊３炉 １３，０５５ｔ

イ 粗大ごみ処理施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田焼却場粗大ごみ
処理施設

新潟市大字亀田１８３５ 横型回転剪断衝撃式
（せん断式破砕機）

５０t／５h
（５t／５h）

５７８ｔ

オ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

有限会社 山崎銅鉄店 同左 新潟市横越中央７－２
－２０

空き缶類 １５９ｔ

五十嵐商店 同左 新潟市元町２－１－５

新潟ガラスリサイクルセン
ター株式会社

同左 新潟市大字鵜ノ子８１９ 空きびん類 ５１４ｔ

ペットボトル
（拠点含む）

１６８ｔ

有限会社クボタクリーン 同左 新潟市大字茅野山１９０２ 容器包装プラス
チック中の発泡
スチロールのみ

－

イトムカ鉱業所 野村興産株式会社 北海道常呂郡留辺蘂町 有害ごみ ２ｔ

カ 最終処分場

市の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

新潟市亀田埋立処分地 新潟市大字亀田１８７０－
１

準好気性埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭

３６，８００� ２，２２２ｔ

ウ 減容化施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市亀田一般廃棄物処理場 新潟市大字亀田１８７０－１ 手選別＋圧縮梱包 ４．５t／日 ５１６ｔ

エ コンポスト施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

新潟市舞平処理場汚泥再生
棟

新潟市平賀１６１－１ メタン発酵＋コンポス
ト設備

生ごみ１．８t／日
コンポスト５００㎏／日

－ 新潟地区に
合算

平成１７年５月１６日 第７４７号 103新 潟 市 公 報



項 目 平成１７年度推計量

普通ごみ ２，７１７ｔ

資
源
物

食品用びん ３１ｔ

飲料用かん １７ｔ

ペットボトル １８ｔ

古紙 ３２３ｔ

大型（粗大）ごみ ９ｔ

乾電池 ２ｔ

自己搬入普通ごみ ２，７３７ｔ

自己搬入粗大ごみ ２３３ｔ

自己搬入埋立ごみ ７００ｔ

集じん灰等（メタル等含） １，４２８ｔ

動物の死体 匹

合 計 ８，２１５ｔ

項 目 平成１７年度推計量

普通ごみ １，１９３ｔ

資
源
物

食品用びん １５ｔ

飲料用かん ９ｔ

ペットボトル ７ｔ

大型（粗大）ごみ １ｔ

乾電池 １ｔ

自己搬入普通ごみ １，６１５ｔ

自己搬入粗大ごみ １７０ｔ

集じん灰等（メタル等含） ７４７ｔ

動物の死体 匹

合 計 ３，７５８ｔ

項 目 平成１７年度推計量

普通ごみ ２，０１０ｔ

資
源
物

食品用びん ３５ｔ

飲料用かん １９ｔ

ペットボトル １１ｔ

大型（粗大ごみ） ５ｔ

乾電池 １ｔ

自己搬入普通ごみ ３，４３１ｔ

自己搬入粗大ごみ ２１９ｔ

集じん灰等（メタル等含） １，４２１ｔ

動物の死体 匹

合 計 ７，１５２ｔ

項 目 平成１７年度推計量

し尿 ２，５９３．３�
浄化槽汚泥 ９，３０８．８�
雑排水汚泥 ９７．８�

合 計 １１，９９９．９�

〈旧西川町，旧潟東村，旧岩室村〉

� 処理する一般廃棄物の種類とその発生量

（旧西川町）

（旧潟東村）

（旧岩室村）

（旧西川町，旧潟東村，旧岩室村全域）

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（旧亀田町全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧亀田町全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

９８４．８� 直営 ○新潟市舞平処理場

浄化槽汚泥 旧亀田町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ２，２６９．３� 直営 ○新潟市舞平処理場

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧亀田町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧亀田町域
に限定となっている事業者に限る

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

新潟市舞平処理場 新潟市平賀１６１－１ 膜分離高負荷脱窒素処
理方式＋高度処理設備

１４９�／日 ９８４．８� し尿

２，２６９．３� 浄化槽汚泥
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普通ごみ 生ごみ・紙くず・プラスチック
類・金属類（なべ・やかん等）・
木の枝・紙おむつ・ゴム・皮革
製品・ガラス・陶磁器類・スプ
レー缶等

資

源

物

食品用びん 飲料用・食品用のガラスびん

飲料用かん 飲料用の空き缶（缶詰の缶を除
く）

ペットボトル 飲料用・食品用のペットボトル

古紙 新聞（チラシを含む）・雑誌・
段ボール

大型（粗大）ごみ 家具類等（一辺の長さが５０㎝，
又は重さが１０㎏を超えるもの）

乾電池 廃乾電池（ボタン電池を除く）

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

普通ごみ 生ごみ・紙くず・プラスチック
類・金属類（なべ・やかん等）・
木の枝・紙おむつ・ゴム・皮革
製品・ガラス・陶磁器類・スプ
レー缶等

資
源
物

食品用びん 飲料用・食品用のガラスびん

飲料用かん 飲料用の空き缶（缶詰の缶を除
く）

ペットボトル 飲料用・食品用のペットボトル

大型（粗大）ごみ 家具類等（一辺の長さが５０㎝，
又は重さが１０㎏を超えるもの）

乾電池 廃乾電池（ボタン電池を除く）

し尿 汲取り便槽及び簡易水洗の便槽
から収集されたし尿

浄化槽汚泥 浄化槽清掃時に収集された汚泥

雑排水汚泥（潟東
村のみ）

浸透槽（枡）清掃時に収集され
た汚泥

回 収 方 法 平成１７年度推計量

� １０分別収集による資源物食品用
びん回収

３１ｔ

� １０分別収集による資源物飲料用
かん回収

１７ｔ

� １０分別収集による資源物ペット
ボトル回収

１８ｔ

� １０分別収集による資源物古紙回
収

３２３ｔ

� 集団資源回収による回収 ５５ｔ

� 溶融処理によるメタル・スラグ
の回収

１，１２０ｔ

� 家庭系一般廃棄物の種類

（旧西川町）

（旧潟東村，旧岩室村）

� ごみの排出抑制・再資源化計画

① 排出抑制の方法

市民・事業者・市の三者協働によるごみ減量化

を促進する。

（市民・事業者への広報・啓発活動）

ア ごみの減量等について，市民及び事業者の積

極的な取り組みを促進するため，市報・パンフ

レット・市のホームページ等により，積極的な

情報提供を行う。

イ ごみ問題，環境問題をテーマにしたイベント

など市民参加型の事業を通じ，市民の意識啓発

に努める。

ウ 環境学習を通じた学校教育との連携や，生涯

学習の実施を通じて市民に対して広く知識・情

報の提供を行う。

（家庭系ごみの排出抑制）

エ 市民に対し，できるだけ家庭からごみを出さ

ない消費行動や再使用の促進などを日常生活で

心がけてもらうよう努める。

オ 購入・販売段階での発生抑制を促進するた

め，「ごみ減量化・資源化協力店制度」の積極的

な PRを行うとともに，制度の充実を図る。

（事業系ごみの排出抑制）

カ 事業者への指導や情報提供を積極的に行い，

事業者自らによる排出抑制を促進する。

② 資源化の方法と資源化量

ア 旧西川町を除く全域は６分別収集体制，旧西

川町は１０分別収集体制により資源物としてび

ん・缶・ペットボトル・古紙類の回収を実施す

る。

イ 生ごみ処理容器の普及により，生ごみの減量

化及び堆肥化を促進するため，容器の減額販売

を行う。

また，さらなる資源化・減量化を図るため，

家庭用電動生ごみ処理機を購入する世帯に対し

て，購入に係る補助を行う。

ウ 集団資源回収運動の一層の拡充を図るため，

奨励金の支給，用具の貸与及び回収品の保管庫

の設置に係る補助を行う。

エ 旧岩室村において，新聞（チラシ含む）・雑

誌・段ボールの資源化を促進するため，拠点回

収を実施する。

オ 牛乳パック・食品トレイ及びペットボトルの

スーパー等小売店での店頭回収の PRに努め

る。

カ 焼却施設に搬入されたものを，高温ガス化溶

融炉により溶融処理することで生じる溶融物

（メタル・スラグ）を回収し，資源化する。

（旧西川町）
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回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ６分別収集による資源物食品用
びん回収

１５ｔ

� ６分別収集による資源物飲料用
かん回収

９ｔ

� ６分別収集による資源物ペット
ボトル回収

７ｔ

� 集団資源回収による回収 １５５ｔ

� 溶融処理によるメタル・スラグ
の回収

５８６ｔ

回 収 方 法 平成１７年度推計量

� ６分別収集による資源物食品用
びん回収

３５ｔ

� ６分別収集による資源物飲料用
かん回収

１９ｔ

� ６分別収集による資源物ペット
ボトル回収

１１ｔ

� 集団資源回収による回収 ４５ｔ

� 古紙の拠点回収 ７９ｔ

� 溶融処理によるメタル・スラグ
の回収

１，１１４ｔ

（旧潟東村）

（旧岩室村）

� ごみ排出等における市民・事業者・市の役割等

① 市民の役割

一人ひとりがごみの排出者としての自覚・責任

を持ち，分別収集のマナーの遵守や美化運動など

地域の活動に積極的に参加し，ごみの減量化，適

正処理に向けた取り組みに協力する。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 排出する前に，集団回収や店頭回収等によ

り，資源化できないかを考慮・実行し，できる

かぎりごみの減量に努めること。

イ 排出に当たっては，分別区分を遵守するとと

もに，決められた日時・場所に持ち出すこと。

ウ 普通ごみは，市の販売する指定袋で排出する

こと。資源ごみについては，ポリエチレン袋等

には入れずに，ごみ集積場に設置するコンテナ

又はあみ袋に排出すること。

エ 市に粗大ごみの戸別収集を依頼する場合は，

市の販売する指定シールを単品ごとに見やすい

ところに貼り付け，排出すること。

エ 引っ越し等による一時多量のごみは，市が構

成する組合の施設へ自ら搬入するか，許可業者

に依頼すること。

オ ごみを市が構成する組合の処理施設へ搬入す

る場合は，条例で定める受入基準を遵守するこ

と。

カ 排出禁止物については，市では収集しないの

で自ら処分すること。

② 事業者の役割

拡大生産者責任を踏まえ，生産・流通・販売等

の段階で，商品やサービスがごみにならないため

の工夫を行う。同時にごみの排出者としての自

覚・責任を持ち，ごみを出さない，計画的な事業

展開を行う。

また，ごみの排出に際しては，以下の点を守る

ものとする。

ア 資源化可能なものを，分別，資源化すること

により，ごみの減量に積極的に努めること。

イ 排出に当たっては，適正に分別を行なうこと

とし，自ら市が構成する組合の処理施設に搬入

するか，許可業者に依頼すること。

ウ ごみは，透明・半透明の袋で排出すること。

ただし，袋排出がなじまないごみの排出に際し

ては，この限りではない。

エ ごみを市が構成する組合の処理施設へ搬入す

る場合は，条例で定める受入基準を遵守するこ

と。

③ 市の役割

市民・事業者が参加できる仕組みづくりの構築

を推進し，それぞれの取り組みのコーディネー

ターとしての役割を果たす。排出されたごみの処

理に当たっては，環境負荷の軽減を念頭におい

た，安全で効率的な収集運搬，処理・処分を実施

するよう努める。

また，ごみの排出者として，率先してごみを出

さない事業展開を計画的に推進する。

� 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７

号。以下「家電リサイクル法」という。）による特定

家庭用機器廃棄物の取り扱い

家電リサイクル法で再商品化が義務づけられた特

定家庭用機器廃棄物（エアコン・テレビ・電気冷蔵

庫及び電気冷凍庫・電気洗濯機）については，製造

業者が指定した引取場所に搬去されるが，この場合

他市町村民等から排出されるものも市内に受け入れ

るものとする

� 生活排水処理計画

し尿・浄化槽汚泥については市が構成する組合の

施設で全量衛生的に処理する。

公共用水域の環境保全を目的として，下水道及び

農業集落排水事業以外の地域内において，住宅に合

併処理浄化槽を設置しようとするものに対して補助

を行う。

① 市民・事業者の役割等
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ア 定額制世帯にあっては世帯人数の異動を速や

かに市に連絡すること。

イ 転居，水洗化等汲み取りの必要がなくなった

場合，速やかに市に連絡すること。

ウ 浄化槽設置世帯においては適切な維持管理に

努めること。

エ 生活雑排水の排出に当たっては，調理くず，

油を除去する等により，その水質の汚濁を防止

するよう努めること。

� 一般廃棄物処理計画

① ごみ処理計画

ア ごみ収集運搬処理計画

（旧西川町）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

普通ごみ 旧西川町全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

週３回 ２，７１７ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

資源物
古紙

旧西川町全域 委託 ごみ集積場 月１回 ３２３ｔ 委託 ○北海紙管株式会社

資源物
食品用びん

旧西川町全域 委託 ごみ集積場 月１回 ３１ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
飲料用かん

旧西川町全域 委託 ごみ集積場 月２回 １７ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
ペットボトル

旧西川町全域 委託 ごみ集積場 月２回 １８ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

大型ごみ 旧西川町全域 委託 申込制
戸別収集

月１回 ９ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

乾電池 旧西川町全域 委託 ごみ集積場 月１回 ２ｔ 委託 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター（一
時保管）

自己搬入
普通ごみ

旧西川町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２，７３７ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧西川町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２３３ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

自己搬入
埋立ごみ

施設 法第７条第１
項による許可
業者＊

施設 随時 ７００ｔ 委託 ○エコパークいずもざき
（西蒲原土地改良区排水機場
の河川ごみのみ）

集じん灰等
（メタル・スラ
グ含む）

焼却施設 委託 施設 随時 １，４２８ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
福井一般廃棄物最終処分場
○同鎧潟クリーンセンター
（メタル等保管）

犬・猫等の死体 旧西川町全域 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧西川町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧西川町域
に限定となっている事業者に限る

平成１７年５月１６日 第７４７号 107新 潟 市 公 報



（旧潟東村）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

普通ごみ 旧潟東村全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

週３回 １，１９３ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

資源物
食品用びん

旧潟東村全域 委託 ごみ集積場 月２回 １５ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
飲料用かん

旧潟東村全域 委託 ごみ集積場 月２回 ９ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
ペットボトル

旧潟東村全域 委託 ごみ集積場 月２回 ７ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

大型ごみ 旧潟東村全域 委託 申込制
戸別収集

月１回 １ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

乾電池 旧潟東村全域 委託 拠点 随時 １ｔ 委託 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター（一
時保管）

自己搬入
普通ごみ

旧潟東村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １，６１５ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧潟東村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 １７０ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

集じん灰等
（メタル・スラ
グ含む）

焼却施設 委託 施設 随時 ７４７ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
福井一般廃棄物最終処分場
○同鎧潟クリーンセンター
（メタル等保管）

犬・猫等の死体 旧潟東村全域 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧潟東村長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧潟東村域
に限定となっている事業者に限る
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（旧岩室村）

ごみの種類
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 年間計画収集量 処理主体 搬入先

普通ごみ 旧岩室村全域 委託 ごみ集積場
（指定袋）

週３回 ２，０１０ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

資源物
食品用びん

旧岩室村全域 委託 ごみ集積場 月１回 ３５ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
飲料用かん

旧岩室村全域 委託 ごみ集積場 月２回 １９ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

資源物
ペットボトル

旧岩室村全域 委託 ごみ集積場 月２回 １１ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンターリサ
イクルプラザ

大型ごみ 旧岩室村全域 委託 申込制
戸別収集

週１回 ５ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

乾電池 旧岩室村全域 委託 拠点 随時 １ｔ 委託 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター（一
時保管）

自己搬入
普通ごみ

旧岩室村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ３，４３１ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

自己搬入
粗大ごみ

旧岩室村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 随時 ２１９ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

排出者 －

集じん灰等
（メタル・スラ
グ含む）

焼却施設 委託 施設 随時 １，４２１ｔ 直営 ○巻・新潟衛生組合
福井一般廃棄物最終処分場
○同鎧潟クリーンセンター
（メタル等保管）

犬・猫等の死体 旧岩室村全域 直営 戸別収集 届出の都度 匹 直営 ○巻・新潟衛生組合
鎧潟クリーンセンター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧岩室村長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧岩室村域
に限定となっている事業者に限る

イ 市で収集運搬処理をしない一般廃棄物

区 分 廃 棄 物 の 例 備 考

有害性のある物 劇薬・農薬

危険性のある物 プロパンガスボンベ・バッテリー・消火器

引火性のある物 ガソリン・灯油・塗料

著しく悪臭を発する物 汚物の著しく付着した紙おむつ

容積又は重量の大きい物
大型ピアノ・大型機械器具・バイク（５０㏄以下のものを含
む）

特別管理一般廃棄物 感染性廃棄物

再生利用を促進することが必要
と認められるもの

特定家庭用機器廃棄物（テレビ・エアコン・電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫・洗濯機）

パーソナルコンピュータ（重量が１㎏以下のものを除く）

その他処理上支障をきたす物 タイヤ・自動車のバンパー
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② 中間処理計画

ア 焼却施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

巻外三ケ町村衛生組合鎧潟
クリーンセンターごみ処理
施設

新潟市鎧潟１２６１８ シャフト炉式ガス化溶
融（破砕処理：２軸回
転剪断式）

６０t／２４h ＊２炉
（１０t／５h）

１４，３４０ｔ
（６３７ｔ）

イ 資源化施設

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 公 称 能 力 処理量（ｔ／年） 備 考

巻・新潟衛生組合鎧潟ク
リーンセンター リサイク
ルプラザ

新潟市鎧潟１２６１８ 磁力＋アルミ選別方式
びん自動色選別方式

びん・缶 各７t／５h
ペットボトル ２t／５h

１６２ｔ

ウ 民間資源化施設

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

北海紙管株式会社 同左 新潟市竹尾７３８ 資源物古紙 ３２３ｔ 旧西川町

イー・ステージ株式会社 同左 長野県小諸市大字平原 乾電池 ４ｔ

エ 最終処分場

市が構成する組合の処分場

施 設 名 所 在 地 埋立方式／水処理 埋立容量 処理量（ｔ／年）

巻・新潟衛生組合福井一般
廃棄物最終処分場

西蒲原郡巻町大字福井
２６５３

準嫌気的衛生埋立
接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭

９７，６９０� ７７６ｔ

他の処分場

施 設 名 設 置 主 体 所 在 地 処理廃棄物 処理量（ｔ／年） 備 考

エコパークいずもざき 財団法人新潟県環境保
全事業団

新潟県三島郡出雲崎町
大字稲川字池ノ尻

自己搬入埋立ご
み（河川ごみ）

７００ｔ 旧西川町

③ 生活排水処理計画

ア し尿・浄化槽汚泥収集運搬処理計画

（旧西川町全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧西川町全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

９４２．３� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

浄化槽汚泥 旧西川町全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ２，９００．８� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧西川町長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧西川町域
に限定となっている事業者に限る
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新潟市告示第１５１号

下水道事業受益者分担金を徴収しようとする区

域について

新潟市公共下水道事業受益者分担金条例（平成１６年新

潟市条例第９０号）第３条の規定に基づき分担金を徴収し

ようとする区域を次のように定めたので告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

分担金を徴収しようとする区域

和納の一部

新潟市告示第１５２号

下水道事業受益者分担金を賦課しようとする区

域について

新潟市公共下水道事業受益者分担金条例（昭和１６年新

潟市条例第９０号）第５条第１項の規定に基づき分担金を

賦課しようとする区域を次のように定めたので告示す

る。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

分担金を賦課しようとする区域

和納の一部

新潟市告示第１５３号

（旧潟東村全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧潟東村全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

４４５．５� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

浄化槽汚泥 旧潟東村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 １，９２６．０� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

雑排水汚泥 旧潟東村横戸地
区

法第７条第１
項による許可
業者＊

集落排水
処理施設

必要の都度 ９７．８� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧潟東村長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧潟東村域
に限定となっている事業者に限る

イ 中間処理計画

施 設 名 所 在 地 処 理 方 式 処 理 能 力 処理計画量 備 考

巻・新潟衛生組合 衛生セ
ンター

西蒲原郡巻町大字福井
７９

標準脱窒素処理方式＋
高度処理設備

１００�／日 ２，５９３．３� し尿

９，３０８．８� 浄化槽汚泥

９７．８� 雑排水汚泥

（旧岩室村全域）

区分
収 集 運 搬 計 画 処 理 計 画

収集区域 収集主体 収集方法 収集回数 計画収集量 処理主体 搬入先

し尿 旧岩室村全域 委託 戸別収集 � 定額制について
は，原則月１回
� 従量制について
は，実情に応じた
回数

１，２０５．５� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

浄化槽汚泥 旧岩室村全域 法第７条第１
項による許可
業者＊

戸別収集 必要の都度 ４，４８２．０� 直営 ○巻・新潟衛生組合衛生セン
ター

＊平成１７年３月２１日の合併日以前に旧岩室村長が許可した事業者，若しくは許可条件が合併日前の旧岩室村域
に限定となっている事業者に限る
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路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

江口北山線

新潟市江口字伊勢
堂２０２０番１地先 新潟市西山字三本

口９８５番２地先新潟市北山字堀東
１４３１番１地先

本所江口線

新潟市本所字居浦
２２７５番１地先 新潟市江口字乗兼

３２４４番３地先新潟市江口字諏訪
浦３１４２番２地先

西 南 ５ －
１１３ 号 線

新潟市内野潟端２３
２３番１地先 新潟市五十嵐下崎

山２２０番地先新潟市五十嵐下崎
山２４０番地先

西 南 ５ －
１１４ 号 線

新潟市内野潟端２３
２２番１地先 新潟市内野潟端２５

００番地先新潟市内野潟端２５
７２番地先

西 南 ５ －
１１５ 号 線

新潟市内野崎山２６
６１番地先 新潟市五十嵐下崎

山９０１番３地先新潟市内野潟端２６
２１番地先

西 南 ５ －
１１６ 号 線

新潟市内野戸中才
１５１５番７地先 新潟市内野戸中才

１５１５番８地先新潟市内野戸中才
１５１０番４地先

下水道事業受益者負担金を徴収しようとする区

域について

新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭

和５４年新潟市条例第５５号）第３条の規定に基づき負担金

を徴収しようとする区域を次のように定めたので告示す

る。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

負担金を徴収しようとする区域

内野上新町の一部，新中浜１丁目，同２丁目，同３丁

目，同４丁目，同５丁目，同６丁目の全部，大学南２丁

目，同１丁目，内野町，大野，坂井の各一部，坂井１丁

目，坂井東３丁目，同４丁目の各一部，上新栄町２丁目，

同３丁目の各一部，上新栄町１丁目の全部，松海が丘１

丁目，同２丁目の各一部，松海が丘４丁目の全部，真砂

２丁目，同４丁目の各一部，有明町，松美台，青山７丁

目の各一部，青山４丁目，同５丁目，同８丁目，浦山１

丁目，同２丁目，同４丁目の各一部，新光町，上所２丁

目の各一部，紫竹山１丁目，同４丁目，同５丁目の各一

部，下木戸１丁目の一部，姥ヶ山１丁目，長潟の各一部，

西名目所の一部，姥ヶ山６丁目の全部，山二ツ１丁目，

同３丁目の各一部，小金台，物見山２丁目の各一部，松

和町の一部，幸栄１丁目の全部，物見山４丁目の一部，

天野２丁目の全部，津島屋１丁目，同２丁目，同３丁目

の各一部，津島屋４丁目の全部，寺地，鳥原，鳥原新田，

金巻，立仏，山田の各一部，大通南１丁目，同２丁目，

同３丁目の全部，大通南４丁目の一部，大通南５丁目の

全部，鱸の一部，葛塚，嘉山，嘉山１丁目，同２丁目，

同６丁目の各一部，豊栄東栄町１丁目，同２丁目の各一

部，豊栄早通の一部，古田，朝日，中沢町，中村，古津，

西古津，大鹿の各一部，新津秋葉１丁目，同２丁目の各

一部，田家１丁目，同２丁目の各一部，程島，割町，滝

谷町，滝谷本町の各一部

新潟市告示第１５４号

下水道事業受益者負担金を賦課しようとする区

域について

新潟都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭

和５４年新潟市条例第５５号）第５条第１項の規定に基づき

負担金を賦課しようとする区域を次のように定めたので

告示する。

平成１７年４月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

負担金を賦課しようとする区域

内野上新町の一部，新中浜１丁目，同２丁目，同３丁

目，同４丁目，同５丁目，同６丁目の全部，大学南２丁

目，同１丁目，内野町，大野，坂井の各一部，坂井１丁

目，坂井東３丁目，同４丁目の各一部，上新栄町２丁目，

同３丁目の各一部，上新栄町１丁目の全部，松海が丘１

丁目，同２丁目の各一部，松海が丘４丁目の全部，真砂

２丁目，同４丁目の各一部，有明町，松美台，青山７丁

目の各一部，青山４丁目，同５丁目，同８丁目，浦山１

丁目，同２丁目，同４丁目の各一部，新光町，上所２丁

目の各一部，紫竹山１丁目，同４丁目，同５丁目の各一

部，下木戸１丁目の一部，姥ヶ山１丁目，長潟の各一部，

西名目所の一部，姥ヶ山６丁目の全部，山二ツ１丁目，

同３丁目の各一部，小金台，物見山２丁目の各一部，松

和町の一部，幸栄１丁目の全部，物見山４丁目の一部，

天野２丁目の全部，津島屋１丁目，同２丁目，同３丁目

の各一部，津島屋４丁目の全部，寺地，鳥原，鳥原新田，

金巻，立仏，山田の各一部，大通南１丁目，同２丁目，

同３丁目の全部，大通南４丁目の一部，大通南５丁目の

全部，鱸の一部，葛塚，嘉山，嘉山１丁目，同２丁目，

同６丁目の各一部，豊栄東栄町１丁目，同２丁目の各一

部，豊栄早通の一部，古田，朝日，中沢町，中村，古津，

西古津，大鹿の各一部，新津秋葉１丁目，同２丁目の各

一部，田家１丁目，同２丁目の各一部，程島，割町，滝

谷町，滝谷本町の各一部

新潟市告示第１５５号

市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に

基づき，市道路線を次のように認定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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西 ２ －
２７０ 号 線

新潟市五十嵐二の
町８６９６番２７地先 新潟市五十嵐二の

町８６９７番１地先新潟市五十嵐二の
町８６９３番３地先

西 ２ －
２７１ 号 線

新潟市内野山手二
丁目８４７３番２６５地先

新潟市内野山手二
丁目８４７３番２５７地
先

新潟市内野山手二
丁目８４７３番２５９地先

西 ２ －
２７２ 号 線

新潟市松美台１４０５
番１１地先 新潟市松美台１４０５

番１７地先新潟市松美台１４０５
番２５地先

西 ５ －
２６３ 号 線

新潟市寺尾朝日通
１１３番２地先 新潟市寺尾朝日通

１１５番７地先新潟市寺尾朝日通
１１３番８地先

南 ２ －
１５３ 号 線

新潟市幸西一丁目
２６８番１６地先 新潟市幸西一丁目

２６８番１３地先新潟市幸西一丁目
２６８番１地先

南 ４ －
１１９ 号 線

新潟市女池西一丁
目６９９番２地先 新潟市女池西一丁

目６９９番７地先新潟市女池西一丁
目６９９番１２地先

東 ３ －
６１７ 号 線

新潟市松園一丁目
丙６１０番６２地先 新潟市松園一丁目

丙６１０番６０地先新潟市松園一丁目
丙６０３番７地先

東 ３ －
６１８ 号 線

新潟市松園一丁目
丙６１０番４３地先 新潟市松園一丁目

丙６１０番２４地先新潟市松園一丁目
丙６１０番５６地先

東 ３ －
６１９ 号 線

新潟市松園一丁目
丙６１０番４８地先 新潟市松園一丁目

丙６１０番７１地先新潟市松園一丁目
丙６１０番５９地先

東 ３ －
６２０ 号 線

新潟市新松崎一丁
目６５３番１地先 新潟市新松崎一丁

目６５２番３地先新潟市新松崎一丁
目６５２番１地先

東 ３ －
６２１ 号 線

新潟市新松崎二丁
目４９６番地先 新潟市新松崎二丁

目４９６番地先新潟市新松崎二丁
目４９７番地先

東 ８ －
３００ 号 線

新潟市東中野山七
丁目２４番２５地先 新潟市東中野山七

丁目２４番３４地先新潟市東中野山七
丁目２４番８地先

北 ３ －
１１５ 号 線

新潟市松浜本町三
丁目３１７３番地先 新潟市松浜本町三

丁目３１６２番地先新潟市松浜本町三
丁目３１５８番１地先

路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

競馬場線２号

新潟市太夫浜字加治
川向４０２２番１地先 新潟市東栄町２０５６

番２地先新潟市松栄町字古
川２４１０番１地先

江口北山線

新潟市江口字伊勢
堂２０１１番１０地先 新潟市西山字三本

口９８５番２地先新潟市北山字堀東
１４３１番１地先

本所江口線

新潟市本所字居浦
２２７５番地先 新潟市江口字乗兼

３２４４番１地先新潟市江口字伊勢
堂１６０６番地先

西 南 ３ －
９９８ 号 線

新潟市山崎字下り
１２５２番地先 新潟市山崎字下り

１２４４番地先新潟市山崎字下り
１２３７番地先

西 ６ －
９９９ 号 線

新潟市新田字玄的
９４３番地先 新潟市新田字玄的

９４３番地先新潟市新田字玄的
９４１番地先

南 １ －
１ １ 号 線

新潟市万代五丁目
１４４１番１地先 新潟市万代五丁目

１４２７番３地先新潟市万代五丁目
１７１１番５地先

南 ２ －
１３１ 号 線

新潟市万代二丁目
２５０４番２地先 新潟市幸西四丁目

２７３番１地先新潟市幸西三丁目
２４７番地先

南 ７ －
２５３ 号 線

新潟市鐘木字上沼
６３７番３地先 新潟市鐘木字上沼

７３０番１地先新潟市太右エ門新田
字浦潟１５２６番１地先

北 ３ －
９９７ 号 線

新潟市松浜本町三
丁目３１６３番地先 新潟市松浜本町三

丁目３１６０番地先新潟市松浜本町三
丁目３１５８番１地先

路線名 区 間
敷 地 の

幅員（m）延長（m）

江 口
北 山 線

新潟市江口字伊勢堂２０２０番
１地先から ６．６～

４０．７
３８２９．１新潟市北山字堀東１４３１番１

地先まで

本 所
江 口 線

新潟市本所字居浦２２７５番１
地先から ５．３～

１２．５
１３３３．３新潟市江口字諏訪浦３１４２番

２地先まで

西南５－
１１５号線

新潟市内野崎山２６６１番地先
から ４．１～

８．３
７８．７新潟市内野潟端２６２１番地先

まで

新潟市告示第１５６号

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の路線を廃止する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１５７号

市道区域の決定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように決定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

平成１７年５月１６日 第７４７号 113新 潟 市 公 報



西南５－
１１６号線

新潟市内野戸中才１５１５番７
地先から ６．０～

１０．５
３３．５新潟市内野戸中才１５１０番４

地先まで

西 ２ －
２７０号線

新潟市五十嵐二の町８６９６番
２７地先から ４．０～

７．１
５８．０新潟市五十嵐二の町８６９３番

３地先まで

西 ２ －
２７１号線

新潟市内野山手二丁目８４７３
番２６５地先から ６．０～

１０．６
８０．８新潟市内野山手二丁目８４７３

番２５９地先まで

西 ２ －
２７２号線

新潟市松美台１４０５番１１地先
から ６．０～

１０．３
１３３．９新潟市松美台１４０５番２５地先

まで

西 ５ －
２６３号線

新潟市寺尾朝日通１１３番２
地先から ６．０～

８．４
８３．０新潟市寺尾朝日通１１３番８

地先まで

南 ２ －
１５３号線

新潟市幸西一丁目２６８番１６
地先から ６．０～

１０．３
６３．０新潟市幸西一丁目２６８番１

地先まで

南 ４ －
１１９号線

新潟市女池西一丁目６９９番
２地先から ６．０～

１０．３
１６１．６新潟市女池西一丁目６９９番

１２地先まで

東 ３ －
６１７号線

新潟市松園一丁目丙６１０番
６２地先から ６．０～

１０．３
１２８．６新潟市松園一丁目丙６０３番

７地先まで

東 ３ －
６１８号線

新潟市松園一丁目丙６１０番
４３地先から ６．０～

１２．４
１６３．１新潟市松園一丁目丙６１０番

５６地先まで

東 ３ －
６１９号線

新潟市松園一丁目丙６１０番
４８地先から ６．０～

１０．８
５４．８新潟市松園一丁目丙６１０番

５９地先まで

東 ３ －
６２０号線

新潟市新松崎一丁目６５３番
１地先から ４．９ ３７．０新潟市新松崎一丁目６５２番
１地先まで

東 ３ －
６２１号線

新潟市新松崎二丁目４９６番
地先から ４．０ ３５．０新潟市新松崎二丁目４９７番
地先まで

東 ８ －
３００号線

新潟市東中野山七丁目２４番
２５地先から ６．０～

８．１
８８．０新潟市東中野山七丁目２４番

８地先まで

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

江口北山線 新潟市江口字伊勢堂２０２０番１地先から
新潟市北山字堀東１４３１番１地先まで

平成１７年
４月２日

本所江口線 新潟市本所字居浦２２７５番１地先から
新潟市江口字諏訪浦３１４２番２地先まで

西 南 ５ －
１１５号 線

新潟市内野崎山２６６１番地先から
新潟市内野潟端２６２１番地先まで

西 南 ５ －
１１６号 線

新潟市内野戸中才１５１５番７地先から
新潟市内野戸中才１５１０番４地先まで

西 ２ －
２７０号 線

新潟市五十嵐二の町８６９６番２７地先から
新潟市五十嵐二の町８６９３番３地先まで

西 ２ －
２７１号 線

新潟市内野山手二丁目８４７３番２６５地先から
新潟市内野山手二丁目８４７３番２５９地先まで

西 ２ －
２７２号 線

新潟市松美台１４０５番１１地先から
新潟市松美台１４０５番２５地先まで

西 ５ －
２６３号 線

新潟市寺尾朝日通１１３番２地先から
新潟市寺尾朝日通１１３番８地先まで

南 ２ －
１５３号 線

新潟市幸西一丁目２６８番１６地先から
新潟市幸西一丁目２６８番１地先まで

南 ４ －
１１９号 線

新潟市女池西一丁目６９９番２地先から
新潟市女池西一丁目６９９番１２地先まで

東 ３ －
６１７号 線

新潟市松園一丁目丙６１０番６２地先から
新潟市松園一丁目丙６０３番７地先まで

東 ３ －
６１８号 線

新潟市松園一丁目丙６１０番４３地先から
新潟市松園一丁目丙６１０番５６地先まで

東 ３ －
６１９号 線

新潟市松園一丁目丙６１０番４８地先から
新潟市松園一丁目丙６１０番５９地先まで

東 ３ －
６２０号 線

新潟市新松崎一丁目６５３番１地先から
新潟市新松崎一丁目６５２番１地先まで

東 ３ －
６２１号 線

新潟市新松崎二丁目４９６番地先から
新潟市新松崎二丁目４９７番地先まで

東 ８ －
３００号 線

新潟市東中野山七丁目２４番２５地先から
新潟市東中野山七丁目２４番８地先まで

氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 指 定

年月日
飯塚正仁 外 科 みどり病院 新潟市神道寺２

－５－１
平成１７年
３月１日

松澤陽子 神経内科 新潟大学医歯学
総合病院

新潟市旭町通１
－７５４

平成１７年
３月１日

齊藤琢磨 内 科
呼吸器科

西新潟中央病院 新潟市真砂１－
１４－１

平成１７年
３月１日

角田和彦 外 科 新潟大学医歯学
総合病院

新潟市旭町通１
－７５７

平成１７年
３月１日

工藤由理 リハビリ
テーション科

みどり病院 新潟市神道寺２
－５－１

平成１７年
３月１日

北沢智二 脳 神 経
外 科

黒埼病院 新潟市黒鳥２３３９
－１

平成１７年
３月１日

菊井博司 整形外科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１７年
３月１日

桑原史郎 外 科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１７年
３月１日

牧野邦比古 神経内科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１７年
３月１日

筒井奈々子 内 科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１７年
３月１日

新潟市告示第１５８号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１５９号

身体障害者福祉法による医師の指定について

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第２

項の規定に基づき，次のとおり医師を指定したので告示

します。

平成１７年４月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

指 定

新潟市告示第１６０号
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収納事務を
行う場所

収 納 事 務 受 託 者

氏名又は名称 住所

新潟市西松崎７３
番地
西川だいろの家

棚橋 正和
長谷川一郎
津田 義夫

新潟市曽根１０２２番地７
新潟市升潟２７５０番地
新潟市矢島１５４番地

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市中野小屋１６３１番地
新潟市食肉センター

財団法人
新潟ミートプラント

理事長 磯部 博

西川だいろの家使用料収納事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項及び新潟市都市公園条例施行規則（昭和３２年新潟市規

則第２９号）第１３条の規定に基づき，西川だいろの家使用

料の収納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日

までの間，次のとおり委託したので同施行規則第１５条の

規定により告示する。

平成１７年４月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６１号

と畜検査手数料及びと畜証明手数料の徴収事務

の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項に基づき，と畜検査手数料及びと畜証明手数料の徴収

を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，

次のとおり委託したので，同施行令第１５８条第２項の規定

により告示する。

平成１７年４月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６２号

包括外部監査契約について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第５項

及び同法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４９の２８

の規程により告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 包括外部監査契約の期間の始期

平成１７年４月１日

２ 包括外部監査契約を契約した者に支払うべき監査に

要する費用の額の算定方法

別記の包括外部監査契約書に定めるとおり

３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名 � 祐 二

住所 新潟市川端町５丁目３３番１号

リバーシティ日東Ⅱ６０８

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に

要する費用の支払方法

別記の包括外部監査契約書に定めるとおり

包括外部監査契約書

新潟市（以下「甲」という。）と公認会計士� 祐二

（以下「乙」という。）とは，次のとおり地方自治法（昭

和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２５２条の２７第２

項に規定する包括外部監査契約を締結する。

（目 的）

第１条 乙は，法その他関係法令及びこの契約書に定め

るところにより，監査を行い，監査の結果に関する報

告を提出するものとする。また，甲は，金１７，０００，０００円

（消費税及び地方消費税を含む。）を限度として次条に

定めるところにより算定した包括外部監査契約に基づ

く監査に要する費用（以下「監査費用」という。）を乙

に支払うものとする。

（監査費用の額の算定方法）

第２条 監査費用の額は，別表で定める基本費用の額並

びに別表で定めるところにより算定した執務費用及び

実費の額を合算した金額とする。

（契約の期間の始期）

第３条 この契約の期間の始期は，平成１７年４月１日と

する。

（一身上に関する事件等に関する相互の情報の提供）

第４条 甲乙双方は，法第２５２条の２９の規定に基づく特定

の事件についての監査の制限の判断に資するため，こ

の契約の締結後において，乙若しくは乙の父母，祖父

母，配偶者，子，孫，若しくは兄弟姉妹の一身上に関

する事件又は乙若しくはこれらの者の従事する業務に

直接の利害関係に該当する事実の有無につき相互に十

分な情報を提供しなければならない。

（便宜供与）

第５条 甲は，乙からの要請がある場合は，乙の監査の

効率性，確実性及び公文書の散逸，紛失の防止から監

査の執務場所等を提供するものとする。

（監査の実施の通知）

第６条 乙は，甲による監査の適性かつ円滑な遂行への

協力に資するため，監査を実施するに当たっては，そ

の２０日前までに，その旨を監査委員に文書をもって通

知するものとする。

（監査の結果に関する報告）

第７条 乙は，監査の結果に関する報告を，書面及び電

磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録

であって，電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により提出しなければならない。

（会計年度末日以前の報告）

第８条 乙は，会計年度末日以前であっても，乙が監査

をすることが必要と認めた特定の事件に関するこの契

約に基づく監査の結果に関する報告を決定した場合に
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基本費用 ４，４００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

執務費用

及び実費

執務費用及び実費については，次のとおり

算定した金額とし，１２，６００，０００円（消費税及び

地方消費税を含む。）を以て上限とする。

１．執務費用

次の外部監査人執務費用及び補助者執務

費用を加えた金額とする。

� 外部監査人執務費用

乙が監査の結果に関する報告の提出の

ために行った監査の執務日数に８３，０００円

（消費税及び地方消費税を含む。）を乗じ

た金額とする。

� 補助者執務費用

乙の補助者が行った監査の事務の補助

は，これを遅滞なく提出しなければならない。

（監査の結果に関する報告の内容）

第９条 監査の結果に関する報告は，次に掲げる事項を

内容としなければならない。

� 監査を実施した外部監査人名

� 監査の事件名及びその概要

� 監査の対象（機関名等）

� 監査の実施期間

� 監査の結果

� その他必要と認める事項

（監査の結果に関する資料の提出）

第１０条 乙は，監査委員から法第２５２条の３８第４項の規定

に基づき乙の監査の結果に関し意見を提出するため，

当該監査の結果に関する資料の提出を求められた場合

には，特別の事情がない限り，当該資料を提出しなけ

ればならない。

（監査費用の額の確定）

第１１条 甲は，乙より監査の結果に関する報告を受けた

ときは，速やかに甲が乙に対して支払うべき監査費用

の額を確定しなければならない。その際，乙は，監査

費用の額を確定するために必要な資料を提出しなけれ

ばならない。また，甲は，必要があると認めるときは，

乙に対し書類の提出及び説明を求めることができる。

（監査費用の支払方法）

第１２条 乙は監査の結果に関する報告を提出したとき

は，甲に対して監査費用の支払いを請求するものとす

る。

２ 乙は，監査の結果に関する報告の提出以前であって

も，甲に対して，概算払理由書及び経費の支払計画書

を添えて，執務費用及び実費の請求をすることができ

る。その場合，甲は，執務日数に応じた執務費用及び

実費に相当する金額の範囲内で，概算払するものと

し，前条に規定する額の確定をもって精算するものと

する。

３ 前２項の支払の請求は，書面によりこれを行わなけ

ればならない。

４ 甲は，第１項又は第２項の支払の請求があったとき

は，その日から３０日以内に乙に支払うものとする。

５ 甲は，甲の責めに帰する理由により前項の監査費用

の支払が遅れたときは，当該支払に係る未払額につ

き，その遅延日数に応じ，年８．２５％の割合で計算して

得た額の遅延利息を乙に支払わなければならない。

（履行遅滞等）

第１３条 乙は，乙の責めに帰する理由によりこの契約の

期間内に監査の結果に関する報告を甲に提出すること

が困難となったときは，その延長日数１日につき契約

金額の１，０００分の１の割合で計算して得た額の違約金

を甲に支払わなければならない。但し，甲が，法第２５

２条の３５第１項及び第２項の規定によりこの契約を解

除することを妨げられない。

（契約が解除された場合の取扱）

第１４条 甲が法第２５２条の３５第１項若しくは第２項の規

定によりこの契約を解除した場合又は乙が同条第３項

の規定によりこの契約を解除した場合において，甲が

乙に対して支払うべき監査費用の額は，甲が認める正

当な既履行部分に相当する額とする。但し，乙の責め

に帰さない事由によりこの契約が解除された場合にお

いて甲が乙に対して支払うべき監査費用の額は，甲と

乙の協議により定めるものとする。

（損害賠償）

第１５条 甲又は乙は，この契約に違反したときは，相手

方に対しその損害を賠償するものとする。

（監査に要した諸資料の取扱）

第１６条 乙は，監査の実施に当たり用いた資料又はその

写し（甲と乙の協議により，乙が保存することが不適

当とされたものを除く。）を，この契約の期間の終期か

ら５年間保存しなければならない。

（契約に定めのない事項の処理）

第１７条 この契約に定めるもののほか，必要な事項につ

いては，甲と乙の協議により決定するものとする。

上記の契約の成立を証するため，この契約書２通を作

成し，甲乙記名押印の上，各自その１通を所持するもの

とする。

平成１７年４月１日

甲 新潟市学校町通１番町６０２番地１

新潟市 代表者 新潟市長 篠田 昭

乙 新潟市川端町５丁目３３番１号

リバーシティ日東Ⅱ６０８

公認会計士 � 祐二

（別 表）
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の執務日数に７４，７００円（消費税及び地方

消費税を含む。）を乗じた金額とする。（但

し，弁護士及び公認会計士以外の補助者

に係る執務費用については７４，７００円（消

費税及び地方消費税を含む。）の範囲内に

おいて甲と乙の協議により定めるものと

する。）

２．実費

次の旅費，関係人出頭費用及び諸費用を

加えた金額とする。

� 旅費

乙が，監査の結果に関する報告の提出

のために行った監査のために出張（乙又

は乙の補助者が，監査の結果に関する報

告の提出のために行った監査又はそのた

めに行った監査の事務の補助のため，甲

の事務所の所在地（新潟市学校町通１番

町６０２番地１）を離れて旅行することをい

う。以下同じ。）したときの当該出張に要

した費用及び乙の補助者が監査の結果に

関する報告の提出のために行った監査の

事務の補助のために出張したときの当該

出張に要した費用を新潟市非常勤職員の

報酬及び費用弁償に関する条例の例によ

り算定した金額とする。

� 関係人出頭費用

乙が，監査の結果に関する報告の提出

のために行った監査のために関係人の出

頭を求めたときの当該関係人の出頭に要

した費用を新潟市実費弁償条例の例によ

り算定した金額とする。

� 諸費用

�及び�のほか，乙が，監査の結果に
関する報告の提出のために行った監査に

要した費用で定めのないものは，甲と乙

の協議により算定した金額とする。

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市一番堀通町３番地２
新潟市民芸術文化会館

財団法人
新潟市芸術文化振興財団

理事長 大泉淳一

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市一番堀通町３番地２
新潟市音楽文化会館

財団法人
新潟市芸術文化振興財団

理事長 大泉淳一

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市
西堀通６番町８６６番地

新潟市民プラザ

財団法人
新潟市芸術文化振興財団

理事長 大泉淳一

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市
西船見町５９３２番地４４５

新潟市水族館

財団法人
新潟市開発公社

理事長 吉田民治

新潟市告示第１６３号

新潟市民芸術文化会館使用料徴収事務の委託に

ついて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市民芸術文化会館の使用料の徴

収事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの

期間，次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の

規定により告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６４号

新潟市音楽文化会館使用料徴収事務の委託につ

いて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市音楽文化会館の使用料の徴収

事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期

間，次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の規

定により告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６５号

新潟市民プラザ使用料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市民プラザの使用料の徴収事務

を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，

次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の規定

により告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６６号

新潟市水族館入館料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市水族館の入館料の徴収事務を

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間，次

のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の規定に

より告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市
西船見町５９３２番地５６１
新潟市會津八一記念館

財団法人
會津八一記念館

理事長 星野 元

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市
東万代町９番１号
新潟市万代市民会館

新潟県長岡市城内町３丁目
８番地７蒼柴ビル８階
二幸産業株式会社新潟支社

新潟支社長 若林 進

名 称 開 設 者 所 在 地 指定年月日

ちくま
調剤薬局

有限会社
メディカルサポート

新潟市曽根字川
原２３番１

平成１７年
３月２１日

おおつか内科
クリニック

大 塚 富 雄 新潟市内島見浦
潟２５１４

平成１７年
３月２３日

名 称 開 設 者 所 在 地 辞退年月日

新潟市民
病院附属
大山台診療所

新潟市 新潟市大山２丁
目１３番１号

平成１７年
３月３１日

今井医院 今 井 仁 新潟市西堀通９
番町１６１５番地

平成１７年
３月３１日

ちくま
調剤薬局

有限会社
メディカル リンク

新潟市曽根２３番
１

平成１７年
３月３１日

新潟市告示第１６７号

新潟市會津八一記念館観覧料等徴収事務の委託

について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市會津八一記念館の観覧料等の

徴収事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

の期間，次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項

の規定により告示する。

平成１７年４月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６８号

新潟市万代市民会館使用料徴収事務の委託につ

いて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の規

定に基づき，新潟市万代市民会館使用料の徴収を，平成

１７年４月１日から，平成１８年３月３１日までの期間，次の

とおり委託したので同施行令第１５８条の２項の規定によ

り告示する。

平成１７年４月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１６９号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第９条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので

同条例第１１条第１項の規定により告示する。

平成１７年４月１１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 新潟駅万代口周辺

２ 撤 去 台 数 自転車 ７６台

３ 撤 去 年 月 日 平成１７年３月２日から

平成１７年３月３０日まで

４ 保管返還場所 自転車等保管所

（新潟市花園２丁目５４番地先）

５ 保 管 期 間 平成１７年４月１２日から

平成１７年１０月１１日まで

６ 返還日及び時間 月曜日から金曜日（ただし、国民

の祝日に関する法律に規定する休

日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日は除く。）

午前９時から午後５時まで。

７ 返還に必要なもの

� 運転免許証，健康保険証，その他身分を証明でき

るもの。

� 自転車等の鍵又は保証書，その他返還を受けよう

とする自転車利用者等であることを証明できるも

の。

� 印鑑。

� 撤去保管に要する費用 自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取がないものは，新潟市自

転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき，本市

において処分する。

新潟市告示第１７０号

結核予防法による医療機関の指定について

結核予防法第３６条第１項の規定に基づき，下記のとお

り指定したので結核予防法施行令第２条の６により告示

する。

平成１７年４月１１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第１７１号

結核予防法による医療機関の辞退について

結核予防法第３６条第４項の規定に基づき，下記の医療

機関は，その指定を辞退したので結核予防法施行令第２

条の６により告示する。

平成１７年４月１１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記
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坂井医院 坂 井 洋 一 新潟市信濃町８
番２６号

平成１７年
３月３１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
ゆうえい会

ヘルパーステー
ション ゆうばえ

新潟市内野上新町
１１８１０番地３ 居宅介護平成１６年１１月１日

有限会社
テーアン

訪問介護ステー
ション て～あん

新潟市小新西３丁
目１０番７号 居宅介護平成１６年１２月１日

有限会社
和み 有限会社 和み 新潟市岡山１２７２番

地１ 居宅介護平成１７年２月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
新潟ケアセンター

新潟市米山６丁目
１２番１９号
米山事務所

居宅介護平成１７年３月１日

有限会社
すまいる
サポート

有限会社
すまいるサポート
ヘルパーステーション

新潟市青山８丁目
１番１７号 コモン
ズ青山 D号室

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
フレンドラン
ド福祉会

羽ばたきヘルパー
ステーション

新潟市逢谷内３丁
目５４１番地７ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

支援費
居宅介護センター

新潟市八千代１丁
目３番１号 新潟市
総合福祉会館３F

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

坂井輪地区
訪問介護センター

新潟市寺尾東３丁
目１４番４１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中央地区
訪問介護センター

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地１１居宅介護

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

南地区
訪問介護センター

新潟市新和３丁目
３番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

黒埼地区
訪問介護センター

新潟市緒立流通２
丁目４番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

東地区
訪問介護センター

新潟市明石２丁目
３番２５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中地区
訪問介護センター

新潟市古川町４番
１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

石山地区
訪問介護センター

新潟市石山１丁目
１番１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西地区
訪問介護センター 内野町４７１番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

北地区
訪問介護センター

松浜１丁目７番地
１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

岩室ゆうゆう
訪問介護センター

新潟市西中８６０番
地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

白根地区
訪問介護センター

新潟市白根１１３２番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

味方地区
訪問介護センター

新潟市味方５８３番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

潟東サルビア
訪問介護センター 新潟市三方３番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中之口地区
訪問介護センター

新潟市南福島３２３
番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

新津地区
訪問介護センター

新潟市新津本町１
丁目２番４０号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

豊栄地区さわやか
訪問介護センター

新潟市豊栄東栄町
１丁目１番３５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西川地区
訪問介護センター

新潟市旗屋７０１番
地２ 居宅介護平成１７年４月１日

新潟市告示第１７２号

家畜予防注射技術手数料の徴収事務の委託につ

いて

家畜予防注射技術手数料の徴収事務を平成１７年４月１

日から平成１８年３月３１日までの期間、次のとおり委託し

たので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５

８条第２項の規定により告示する。

平成１７年４月１１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

徴収事務を委託した相手方

新潟市旗屋６８６番地

中央家畜衛生協会

会 長 高 橋 行 雄

新潟市告示第１７３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第１７４号

指定居宅支援事業者の指定について

身体障害者福祉法第１７条の４第１項（昭和２４年法律第

２８３号）の規定により指定居宅事業者を指定したので，同

法第１７条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１７年４月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

身体障害者デイ
サービスセンター
明日葉

新潟市八千代１丁
目３番１号
新潟市総合福祉会館

デイ
サービス

平成１７年
４月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 施設支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
新潟みずほ
福祉会

第２みずほ園 新潟市小見郷屋５８
番地４

身体障害者
療護施設
（通所療護）

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
とよさか
福祉会

ドンバスの家 新潟市豊栄東栄町
１丁目１番４９号

身体障害者
通所授産
施設

平成１７年
４月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
ゆうえい会

ヘルパーステー
ション ゆうばえ

新潟市内野上新町
１１８１０番地３ 居宅介護平成１６年１１月１日

有限会社
テーアン

訪問介護ステー
ション て～あん

新潟市小新西３丁
目１０番７号 居宅介護平成１６年１２月１日

有限会社
和み 有限会社 和み 新潟市岡山１２７２番

地１ 居宅介護平成１７年２月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
新潟ケアセンター

新潟市米山６丁目
１２番１９号
米山事務所

居宅介護平成１７年３月１日

有限会社
すまいる
サポート

有限会社
すまいるサポート
ヘルパーステーション

新潟市青山８丁目
１番１７号 コモン
ズ青山 D号室

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
フレンドラン
ド福祉会

羽ばたきヘルパー
ステーション

新潟市逢谷内３丁
目５４１番地７ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

支援費
居宅介護センター

新潟市八千代１丁
目３番１号 新潟市
総合福祉会館３F

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

坂井輪地区
訪問介護センター

新潟市寺尾東３丁
目１４番４１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中央地区
訪問介護センター

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地１１居宅介護

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

南地区
訪問介護センター

新潟市新和３丁目
３番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

黒埼地区
訪問介護センター

新潟市緒立流通２
丁目４番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

東地区
訪問介護センター

新潟市明石２丁目
３番２５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中地区
訪問介護センター

新潟市古川町４番
１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

石山地区
訪問介護センター

新潟市石山１丁目
１番１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西地区
訪問介護センター 内野町４７１番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

北地区
訪問介護センター

松浜１丁目７番地
１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

岩室ゆうゆう
訪問介護センター

新潟市西中８６０番
地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

白根地区
訪問介護センター

新潟市白根１１３２番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

味方地区
訪問介護センター

新潟市味方５８３番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

潟東サルビア
訪問介護センター 新潟市三方３番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中之口地区
訪問介護センター

新潟市南福島３２３
番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

新津地区
訪問介護センター

新潟市新津本町１
丁目２番４０号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

豊栄地区さわやか
訪問介護センター

新潟市豊栄東栄町
１丁目１番３５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西川地区
訪問介護センター

新潟市旗屋７０１番
地２ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
白根市中央
福祉会

知的障害者
デイサービス
センター

新潟市戸石新田４５
番地２

デイ
サービス

平成１７年
４月１日

新潟市告示第１７５号

指定施設支援事業者の指定について

身体障害者福祉法第１７条の１０第１項（昭和２４年法律第

２８３号）の規定により指定施設事業者を指定したので，同

法第１７条の３１の規定により下記のとおり告示する。

平成１７年４月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１７６号

指定居宅支援事業者の指定について

知的障害者福祉法第１５条の５第１項（昭和３５年法律第

３７号）の規定により指定居宅事業者を指定したので，同

法第１５条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１７年４月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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社会福祉法人
白根市中央
福祉会

ほっとホーム
あさひ

新潟市臼井４３７３番
地１

地域生活
援助

平成１７年
４月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 施設支援

の種類
指 定
年月日

社会福祉法人
とよさか
福祉会

歩みの家 新潟市豊栄東栄町
１丁目１番４９号

知的障害
者通所授
産施設

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
亀田郷芦沼会

ほがらか福祉園
ゆたか分場

新潟市豊１丁目１１
番１０号

知的障害
者通所授
産施設

平成１７年
４月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

有限会社
テーアン

訪問介護ステー
ション て～あん

新潟市小新西３丁
目１０番７号 居宅介護平成１６年１２月１日

有限会社
和み 有限会社 和み 新潟市岡山１２７２番

地１ 居宅介護平成１７年２月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
新潟ケアセンター

新潟市米山６丁目
１２番１９号
米山事務所

居宅介護平成１７年３月１日

有限会社
すまいる
サポート

有限会社すまいる
サポート
ヘルパーステーション

新潟市青山８丁目
１番１７号 コモン
ズ青山 D号室

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
フレンドラン
ド福祉会

羽ばたきヘルパー
ステーション

新潟市逢谷内３丁
目５４１番地７ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

支援費
居宅介護センター

新潟市八千代１丁
目３番１号 新潟市
総合福祉会館３F

居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

坂井輪地区
訪問介護センター

新潟市寺尾東３丁
目１４番４１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中央地区
訪問介護センター

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地１１居宅介護

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中央地区
訪問介護センター

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地１１居宅介護

平成１７年
４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

南地区
訪問介護センター

新潟市新和３丁目
３番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

黒埼地区
訪問介護センター

新潟市緒立流通２
丁目４番１号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

東地区
訪問介護センター

新潟市明石２丁目
３番２５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中地区
訪問介護センター

新潟市古川町４番
１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

石山地区
訪問介護センター

新潟市石山１丁目
１番１２号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西地区
訪問介護センター 内野町４７１番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

北地区
訪問介護センター

松浜１丁目７番地
１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

岩室ゆうゆう
訪問介護センター

新潟市西中８６０番
地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

白根地区
訪問介護センター

新潟市白根１１３２番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

味方地区
訪問介護センター

新潟市味方５８３番
地１ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

潟東サルビア
訪問介護センター 新潟市三方３番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

中之口地区
訪問介護センター

新潟市南福島３２３
番地 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

新津地区
訪問介護センター

新潟市新津本町１
丁目２番４０号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

豊栄地区さわやか
訪問介護センター

新潟市豊栄東栄町
１丁目１番３５号 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟市社会
福祉協議会

西川地区
訪問介護センター

新潟市旗屋７０１番
地２ 居宅介護平成１７年４月１日

社会福祉法人
新潟みずほ
福祉会

新潟みずほ園 新潟市小見郷屋１０
７番地２ 短期入所平成１７年１月２９日

新潟市告示第１７７号

指定施設支援事業者の指定について

知的障害者福祉法第１５条の１２第１項（昭和３５年法律第

３７号）の規定により指定施設事業者を指定したので，同

法第１５条の３１の規定により下記のとおり告示する。

平成１７年４月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１７８号

指定居宅支援事業者の指定について

児童福祉法第２１条の１０第１項（昭和２２年法律第１６４号）

の規定により指定居宅事業者を指定したので，同法第２１

条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１７年４月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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社会福祉法人
新潟みずほ
福祉会

第２みずほ園 新潟市小見郷屋５８
番地４ 短期入所平成１７年１月２９日

社会福祉法人
新潟みずほ
福祉会

みのり園 新潟市藤野木５１番
地 短期入所平成１７年１月２９日

徴収事務を行う場所 徴収事務受託者

新潟市柳島町２丁目１０番地
新潟市歴史博物館

財団法人
新潟市芸術文化振興財団

理事長 大泉淳一

徴収事務を行う場所 徴収事務委託者

新潟市石瀬３３３１番地１
新潟市岩室健康増進セン
ター

岩室観光開発株式会社
代表取締役 佐藤悦夫

新潟市告示第１７９号

新潟市歴史博物館観覧料等の徴収事務の委託に

ついて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、新潟市歴史博物館の観覧料等の徴収

を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期間、

次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２項の規定

により告示する。

平成１７年４月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１８０号

新潟市岩室健康増進センター利用料等の徴収事

務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、新潟市岩室健康増進センターの利用

料等の徴収を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

での期間、次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２

項の規定により告示する。

平成１７年４月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１８１号

と畜場使用料の徴収事務の委託について

と畜場使用料の徴収事務を平成１７年４月１日から平成

１８年３月３１日までの期間、次のとおり委託したので、地

方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の

規定により告示する。

平成１７年４月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

徴収事務を委託した相手方

新潟市中野小屋１６３１番地

財団法人 新潟ミートプラント

理事長 磯 部 博

新潟市告示第１８２号

地方自治法施行令第１５８号第１項の規定に基づき、定期

露店「新津市場」の出店料等収納事務を次のように委託

したので、告示します。

平成１７年４月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 委託件名 平成１７年度定期露店「新津市場」

出店料等収納事務

２ 委 託 先 新潟市新町１丁目１２番１３号

新津市場組合

組合長 和 泉 哲

新潟市告示第１８３号

新潟市西川多目的ホール条例（平成１６年新潟市条例第

７８号）第９条及び新潟市西川多目的ホール使用料徴収規

則（平成１７年新潟市規則第２５号）第２条に規定する使用

料の収納を新潟市多目的ホール使用料徴収規則第６条の

規定により平成１７年４月７日から下記の者に委託した。

記

新潟市紫竹山２丁目５番４０号

株式会社新潟管財新潟支店

取締役支店長 板 倉 壽 貞

平成１７年４月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１８４号

新潟市西川学習館条例（平成１６年新潟市条例第７７号）

第９条に規定する使用料の収納を新潟市西川学習館使用

料徴収規則（平成１７年新潟市規則第２４号）第５条の規定

により平成１７年４月１日から下記の者に委託した。

記

新潟県新潟市紫竹５丁目４番７号

旭ビル管理株式会社

代表取締役 井 村 敏 英

平成１７年４月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第１８５号

新潟市豊栄地区ふれあいセンター施設使用料の

徴収委託について

新潟市勤労者福祉施設条例施行規則（新潟市規則第８２

号）第１３条の規定により，新潟市豊栄地区ふれあいセン

ター施設使用料の徴収事務を次のとおり委託した。

平成１７年４月１５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 徴収事務委託期間
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平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで

２ 徴収事務委託施設

新潟市豊栄地区ふれあいセンター

３ 徴収事務受託者

新潟市豊栄東栄町１丁目１番１８号

株式会社まちづくり豊栄

代表取締役 金 城 道 夫

新潟市告示第１８６号

自動車臨時許可番号標の失効告示について

下記の自動車臨時運行許可番号標は，貸与を受けた者

より回収不能となり，有効期間満了の日以降無効とす

る。

平成１７年４月１５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 番 号 標 番 号 新潟７４３号

２ 有効期間満了年月日 平成１６年３月１２日

新潟市告示第１８７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第１８８号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 島方集落会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１８９号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 大原集落会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１９０号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 二本木自治会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１９１号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 小杉自治会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１９２号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 横越新田自治会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１９３号

地縁による団体の認可に係る告示

地方自治法第２６０条の２第１項の規定により，地縁によ

る団体を次のとおり認可したので，同条第１０項の規定に

基づき告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 中新田集落会
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徴収事務を行う場所 徴収受託者

新潟市川崎３０８番地
新潟市老人福祉センター
いこいの家西川荘

新潟市八千代１丁目３番地１号
社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会
会長職務代理者

副会長 高橋 助七

２ 規約に定める目的 地域的な共同活動を行うことに

より，良好な地域社会の維持及

び形成に資すること。

３ 区 域 新潟市中新田の区域および新潟

市大安寺１１７番地

４ 事 務 所 代表者の自宅

５ 代表者の氏名及び住所 氏名 （省 略）

住所 （省 略）

６ 裁判所による代表者の
職務執行の停止の有無

無

裁判所による代表者の
職務代行者の選任の有無

無

７ 代 理 人 の 有 無 無

８ 規約に定める解散の事由

地方自治法第２６０条の２第１５項で準用する民法第６８条

第１項第３号及び第４号並びに第２項に規定する事由。

（総会の議決に基づく場合は，総会員の４分の３以上の

承諾が必要）

９ 認 可 年 月 日 平成１７年４月２０日

新潟市告示第１９４号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 蓮方団地自治会

２ 変 更 事 項 代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年１月２３日

４ 変更の理由 総会の議決による

新潟市告示第１９５号

施設使用料の徴収事務委託

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、施設の使用料の徴収事務を委託しま

したので、同条第２項の規定により、次のとおり告示し

ます。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 委 託 先 新潟市新津本町２丁目２番１号

社団法人新津市シルバー人材センター

理事長 渡 辺 譲

２ 委託施設 ①新津東町庭球場

新潟市新津東町１丁目２４６番地１

②新津地域学園

新潟市新津東町２丁目５番６号

３ 委託期間 平成１７年４月１日から

平成１８年３月３１日まで

新潟市告示第１９６号

施設使用料の徴収事務委託

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、施設の使用料の徴収事務を委託しま

したので、同条第２項の規定により、次のとおり告示し

ます。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 委 託 先 新潟市新津本町２丁目２番１号

社団法人新津市シルバー人材センター

理事長 渡 辺 譲

２ 委託施設 新津地区勤労青少年ホーム

新潟市新津東町１丁目５番１２号

３ 委託期間 平成１７年４月１日から

平成１８年３月３１日まで

新潟市告示第１９７号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 五之上集落会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第１９８号

新潟市老人福祉センターいこいの家西川荘使用

料徴収事務の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、新潟市老人福祉センターいこいの家

西川荘の使用料の徴収を平成１７年４月１日から平成１８年

３月３１日までの期間、次のとおり委託したので同施行令

第１５８条第２項の規定により告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

西 南 ７ －
１ 号 線

新潟市金巻新田字上谷内６４番１地先から
新潟市金巻新田字上谷内５２番地先まで

平成１７年
４月２０日 施 設 名

指 定 管 理 者

所 在 地 名 称

ひばり荘 新潟市東堀通１３番町３００９番地 新潟市老人クラブ本庁北地区協議会

寿楽園 新潟市三軒屋町１０番６号 新潟市老人クラブ北地区協議会

新川荘 新潟市五十嵐１の町７１２５番地 新潟市老人クラブ内野地区協議会

阿賀浜荘 新潟市三軒屋町１０番６号 新潟市老人クラブ北地区協議会

石山荘 新潟市中野山７丁目１７番２７号 新潟市老人クラブ石山地区協議会

大江山荘 新潟市西野１９０５番地 新潟市老人クラブ大江山地区協議会

沼垂荘 新潟市春日町６番６号 新潟市老人クラブ沼垂地区協議会

鳥屋野荘 新潟市愛宕２丁目７番１１号 新潟市老人クラブ鳥屋野地区協議会

小針荘 新潟市小針４丁目５番４１号 新潟市老人憩の家小針荘管理運営委員会

大形荘 新潟市海老ケ瀬１１１１番地２ 新潟市老人クラブ大形地区協議会

西川荘 新潟市須賀１１番３６号 新潟市老人クラブ坂井輪南地区協議会

大山台 新潟市浜谷町１丁目４番１５号 新潟市老人クラブ中地区協議会

明和荘 新潟市小瀬７７１番地 新潟市老人クラブ中野小屋地区協議会

神明荘 新潟市赤塚７０８６番地１ 新潟市老人クラブ赤塚地区協議会

五十嵐中島荘 新潟市五十嵐中島３丁目２２番１号 老人憩の家五十嵐中島荘運営委員会

しあわせ荘 新潟市三軒屋町１０番６号 新潟市老人クラブ北地区協議会

寺尾荘 新潟市寺尾台３丁目２３番４号 新潟市老人クラブ坂井輪西地区協議会

山潟荘 新潟市姥ヶ山４丁目１０番９号 新潟市老人クラブ山潟地区協議会

両川荘 新潟市嘉瀬１０４７番地２ 新潟市老人クラブ両川地区協議会

新崎荘 新潟市三軒屋町１０番６号 新潟市老人クラブ北地区協議会

新潟市告示第１９９号

新潟市老人福祉センター横雲荘使用料徴収事務

に係る告示

新潟市老人福祉センター条例施行規則第１３条に基づ

き，新潟市老人福祉センター横雲荘の使用料徴収事務を

委託したので下記のとおり告示する。

平成１７年４年２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 委託先 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会

２ 期 間 平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日

３ 業 務 使用料の徴収及び納入事務

新潟市告示第２００号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２０１号

認可地縁団体の告示変更

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので，同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 蓮方団地自治会

２ 変 更 事 項 代表者の氏名 （省 略）

及び住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１３年１月２８日

４ 変更の理由 総会の議決による

新潟市告示第２０２号

地方自治法第２６０条の２第１１項の規定により届け出が

あったので、同条第１０項の規定に基づき告示する。

平成１７年４月２０日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 名 称 横戸自治会

２ 変 更 事 項 区 域 （省 略）

事 務 所 （省 略）

代表者の住所 （省 略）

３ 変更の年月日 平成１７年３月２１日

４ 変更の理由 合併による

新潟市告示第２０３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第２０４号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第２０５号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第２０６号

新潟市老人憩の家指定管理者の指定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

及び新潟市老人憩の家条例第１１条の規定に基づき，新潟

市老人憩の家の指定管理者として平成１７年４月１日から

平成２０年３月３１日までの期間，次のとおり指定したので

告示します。

平成１７年４月２２日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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じゅんさい池 新潟市浜谷町１丁目４番１５号 新潟市老人クラブ中地区協議会

岡山荘 新潟市海老ケ瀬１１１１番地２ 新潟市老人クラブ大形地区協議会

曽野木荘 新潟市曽川乙１４０２番地 新潟市老人クラブ曽野木地区協議会

大淵荘 新潟市西野１９０５番地 新潟市老人クラブ大江山地区協議会

槇尾荘 新潟市小瀬７７１番地 新潟市老人クラブ中野小屋地区協議会

米山荘 新潟市愛宕２丁目７番１１号 新潟市老人クラブ鳥屋野地区協議会

成巻荘 新潟市鳥原３５４８番地１２ 新潟市老人クラブ連合会黒埼地区協議会

やなぎ荘 新潟市鳥原３５４８番地１２ 新潟市老人クラブ連合会黒埼地区協議会

名 称 開 設 者 所 在 地 辞退年月日

えきまえクリ
ニック内科
はやし医院

林 浩 司 新潟市中島１丁
目１番４６号

平成１７年
３月３１日

小林医院 小 林 晋 一 新潟市西堀前通
６番町８９７番地

平成１７年
３月３１日

五十嵐医院 五十嵐 明 新潟市針ヶ曽根
１４２番地寅３

平成１７年
４月４日

名 称 開 設 者 所 在 地 指定年月日

大島内科
医院

大 島 満 新潟市松海が丘
１丁目１２番１２号

平成１７年
４月１日

えきまえクリ
ニック内科
はやし医院

医療法人社団
恒心会

新潟市中島２丁
目１番４６号

平成１７年
４月１日

小林医院 医療法人社団
小林医院

新潟市西堀前通
６番町８９７番地

平成１７年
４月１日

木崎薬局 株式会社
エヌ・エム・アイ

新潟市内島見２５
１４番

平成１７年
４月１日

五十嵐医院 医療法人社団
五十嵐医院

新潟市小吉１０７４
番地１

平成１７年
４月４日

新町
調剤薬局

リーフグリーン
有限会社

新潟市新町１丁
目１２－１６

平成１７年
４月４日

ファーマ・
ステーション
レイク薬局

有限会社
ライフプランニング

新潟市赤塚５６１４
番地３

平成１７年
４月４日

徴収事務を行う施設の名称及び場所
徴収事務受託者

名 称 場 所

新潟市総合福祉会館
新潟市八千代１丁目
３番１号

新潟市八千代１丁目３
番１号
社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会
会長職務代理者
副会長 高橋 助七

新潟市告示第２０７号

結核予防法による医療機関の辞退について

結核予防法第３６条第４項の規定に基づき，下記の医療

機関は，その指定を辞退したので結核予防法施行令第２

条の６により告示する。

平成１７年４月２２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第２０８号

結核予防法による医療機関の指定について

結核予防法第３６条第１項の規定に基づき，下記のとお

り指定したので結核予防法施行令第２条の６により告示

する。

平成１７年４月２２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第２０９号

新潟市総合福祉会館使用料徴収事務の委託につ

いて

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，新潟市総合福祉会館使用料の徴収

を，平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの期

間，次のとおり委託したので，同施行令第１５８条第２項の

規定により告示する。

平成１７年４月２２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２１０号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１７年４月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１７年４月１９日

２ 職権消除対象者の住所・氏名

住所：松崎２８７２番地

氏名：山� 茂光

新潟市告示第２１１号

自動車臨時運行許可番号標の失効告示について

下記の自動車臨時運行許可番号標は、貸与を受けた者

より回収不能となったので、有効期間満了の日より後無

効とする。

平成１７年４月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記
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自動車臨時運行許可番号標番号 有効期間満了年月日 貸与年月日

新潟８９１ 平成１６年６月１６日 平成１６年６月１１日

路 線 名 区 間 一部 供 用
開始年月日

太 平
岡山線４号

新潟市新松崎三丁目１０１番４地先から
新潟市新松崎三丁目１０１番６地先まで

平成１７年
４月２５日

徴収事務を行う場所 徴収受託者

新潟市緒立流通２丁目４
番地１
新潟市老人福祉センタ－
黒埼荘

新潟市八千代１丁目３番１号
社会福祉法人
新潟市社会福祉協議会
会長職務代理者

副会長 高橋 助七

徴収事務を行う場所 徴収受託者

新潟市新津秋葉１丁目１５
番３０号
新潟市老人福祉センター
秋葉荘

新潟市新津秋葉１丁目１５番３０号
新潟市老人クラブ連合会
新津地区協議会

会長 永井 淑雄

新潟市告示第２１２号

市道路線の一部供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の一部供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１７年４月２５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２１３号

新潟市老人福祉センタ－黒埼荘使用料徴収事務

の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、新潟市老人福祉センタ－黒埼荘の使

用料の徴収を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

での期間、次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２

項の規定により告示する。

平成１７年４月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２１４号

新潟市老人福祉センター秋葉荘使用料徴収事務

の委託について

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、新潟市老人福祉センター秋葉荘の使

用料の徴収を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日ま

での期間、次のとおり委託したので同施行令第１５８条第２

項の規定により告示する。

平成１７年４月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２１５号

身元不明人の死亡について

下記の者は，平成１７年４月１３日午後零時２０分，新潟市

入船町４丁目の新潟港西区第２西防波堤灯台から真方位

３１６度，沖合い９２００メートル付近において，漁船の底引き

網漁の操業中に網に入って発見されました。

身元が不明のため，平成１７年４月１５日に火葬に付しま

した。

心当たりの方は，当市厚生福祉課に申し出てくださ

い。

平成１７年４月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

１ 氏名及び住所 不詳

２ 体格及び身長 身長１７２㎝位・体格中肉・

白髪混じり・短髪

３ 年齢及び性別 ４０歳から６０歳代の男性

４ 死 因 溺死の疑い

５ 遺 留 物 品 黒色のシャツ，黒色パンツのゴ

ム，灰色靴下，黒色ジャンパー，

紺色カーデガン，ベージュ色もも

ひき，黒色カバン，ルーペ

６ 死亡年月日 平成１６年１２月頃～平成１７年１月頃

７ 死 亡 場 所 新潟市入船町４丁目の新潟港西区

第２西防波堤灯台から真方位３１６

度，沖合い９２００メートル付近（発

見場所）

８ 埋（火）葬地 新潟市

新潟市告示第２１６号

新潟市議会臨時会の招集について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０１条第１項の規

定に基づき，平成１７年５月新潟市議会臨時会を次のとお

り招集するので，同条第２項の規定により告示する。

また，同法第１０２条第４項の規定により付議すべき事件

についても，あわせて告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 招 集 の 日 時 平成１７年５月６日（金）

午後１時３０分

２ 招 集 の 場 所 新潟市議会議場

３ 付議すべき事件 常任委員の選任

新潟市告示第２１７号

新潟市ラブホテル建築等規制条例施行規則第１０

条第１項第３号に規定する施設について

新潟市ラブホテル建築等規制条例施行規則（昭和５９年
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公 園 名 所 在 地

阿賀野川水辺プラザ公園 市新５９４番地１３地先

信濃バレー親水レクリエーション広場 大秋地先

新津川河川広場 新津本町１丁目他

マイロード緑地 覚路津４４４１番地

大関緑地広場 大関６３４番地５

北上第１緑地広場 北上新田７７１番地４地先

北上第２緑地広場 北上１丁目２８２番地６

さつき野駅西口広場 さつき野１丁目２９５番地５

新金沢第１緑地広場 新金沢町２５３８番地１５

新金沢第２緑地広場 新金沢町２３６番地

水緑景観緑地 程島１１２２番地地先

小口ポケットパーク 小口１２０７番地１

秋葉第１広場 新津秋葉１丁目４７６７番地

桜遊歩道公園 鷲ノ木新田（河川敷地内）

ミニパーク 白根３０７１番地１

常盤ポケットパーク 葛塚３２１０番地１３

他門ポケットパーク 葛塚３３４９番地

ゆきよし跨線橋下広場 東本町１丁目１２７０番地１３

阿賀野川床固め公園 沢海字満願寺前

横越第１ポケットパーク 横越中央６丁目３０２４番地５

横越第２ポケットパーク 横越中央６丁目３０１４番地１

雁巻緑地 小須戸３７９３番地５地先

大沢森林公園 天ヶ沢１９７番地

菩提寺山公園 矢代田６２６７番地

菩提寺山遊歩道 矢代田５８９５番地

わなみ運動広場 和納４１３０番地１

丸小山公園 岩室温泉１６６１番地１

和納農村公園 和納８２９９番地先

樋曽隧道公園 樋曽３５２８番地

千日児童遊園地 西白根２１番地８

五軒茶屋児童遊園地 西白根１００９番地５７

白根第１農村公園 西白根１５６３番地１

白根第２農村公園 西白根２６２番地

味方第１農村公園 味方６２４番地１

味方第２農村公園 味方９５２番地４

吉江児童遊園地 吉江６５６番地１

七穂農村公園 山王新田１番地１

大倉児童公園 大倉５３５番地１

居宿農村公園 居宿７番地

せせらぎ水路 吉江３７０番地２

ふれあいの場公園 西白根１４４２番地２

月潟農村公園 月潟２３３番地

西萱場農村公園 西萱場９５番地５

曲通農村公園 上曲通５２３番地

木滑農村公園 木滑２１０４番地１

曲通児童遊園 上曲通６１番地１

西部児童遊園 東長島８９番地３

大別当児童遊園 大別当６５９番地２

月潟中央児童遊園 月潟５１１番地１

曲通中児童遊園 上曲通３５８番地８

木滑諏訪児童遊園 木滑１２１６番地１

旧月潟駅構内 月潟２９１９番地

潟東東公園 井随４３６番地

潟東西公園 横戸１９６０番地

潟東南公園 今井４５５番地１

潟東北公園 五之上２５３番地３

潟東茨島公園 茨島１８４２番地２５

潟東鎧潟水生公園 三方８２０番地１

東地区農村公園 小吉１０４４番地

南地区農村公園 姥島３６番地１

西地区農村公園 道上６５番地３

緑水ふれあい公園 潟浦新２２５５番地２

河間児童遊園 河間１６９番地

打越児童遊園 打越丙４２７番地１

六分児童遊園 六分８１３番地１

道上児童遊園 道上４１４番地

潟浦新児童遊園 上小吉１４８２番地

針ヶ曽根児童遊園 針ヶ曽根４０１番地

東門田児童遊園 門田５２番地３

三ツ門児童遊園 三ツ門１０８４番地１

長場児童遊園 上小吉１８番地３

共立児童遊園 中之口３６３番地

ゆりの里児童遊園 中之口１７１３番地２５

打越中央児童遊園 打越甲２１９８番地２

牧ヶ島児童遊園 牧ヶ島６５２番地

糸郷屋児童遊園 道上４９４７番地

中之口ふれあい公園 南福島３２５番地

新潟市規則第３号）第１０条第１項第３号に規定する公園

を次のように定めたので，同条第２項の規定に基づき告

示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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市道路線名 区 間 指定部分

一番堀通
入船線
（東堀通線）

新潟市一番堀通町５０２－２地先から
新潟市東堀通３番町４７１－１地先まで 左側

新潟市一番堀通町３４１－６地先から
新潟市東堀前通３番町３７９－１地先まで 右側

礎町通線

新潟市礎町通２ノ町２０７７地先から
新潟市礎町通５ノ町２２７４地先まで 左側

新潟市礎町通２ノ町２１５１－３地先から
新潟市礎町通５ノ町２２５５－１地先まで 右側

明石
紫竹山線

新潟市鐙３丁目２０地先から
新潟市紫竹山３丁目４２－９地先まで 左側

新潟市鐙１丁目２１－２地先から
新潟市紫竹山３丁目４６－１地先まで 右側

東港線

新潟市万代１丁目２４４０－３地先から
新潟市八千代１丁目２７８－１３地先まで 左側

新潟市万代２丁目２４３９－３地先から
新潟市八千代２丁目２７６－６地先まで 右側

弁天町通線
（弁天町線）

新潟市八千代１丁目２４３８地先から
新潟市八千代１丁目２３３２－１地先まで 左側

新潟市万代１丁目２０５３－３１地先から
新潟市万代１丁目２５０３－１８地先まで 右側

弁天橋
姥ヶ山線
（弁天線）

新潟市長潟２１－１地先から
新潟市南長潟２３－１地先まで 左側

新潟市長潟８４６－５地先から
新潟市南長潟８４８－６地先まで 右側

笹口
紫竹山線
（３．２．５０５
弁天線）

新潟市笹口２丁目１－１地先から
新潟市笹口２丁目６－１地先まで 左側

新潟市米山１丁目１－２地先から
新潟市米山１丁目２４地先まで 右側

名 称 所 在 地 指定年月日

新 町 調 剤 薬 局
新潟市新町１丁目１２
番１６号

平成１７年
４月１日

とよさかクリニック
新潟市豊栄石動１－
１６－４

平成１７年
４月１日

ファーマ・ステーション
レ イ ク 薬 局

新潟市赤塚５６１４番地
３

平成１７年
４月１日

しげたに歯科医院
新潟市長戸呂４２７－
２

平成１７年
４月１日

整 形 外 科 ・ 眼 科
大 川 ク リ ニ ッ ク

新潟市西小針台２丁
目１－３６

平成１７年
４月１４日

大 島 内 科 医 院
新潟市松海が丘１丁
目１２番１２号

平成１７年
４月１日

お お つ か
内 科 ク リ ニ ッ ク

新潟市内島見２５１４番
地

平成１７年
４月２７日

小 林 医 院
新潟市西堀前通６番
町８９７番地

平成１７年
４月１日

えきまえクリニック
内 科 は や し 医 院

新潟市中島２丁目１
番４６号

平成１７年
４月１日

木 崎 薬 局
新潟市内島見２５４１４
番２

平成１７年
４月１日

松 海 が 丘 薬 局
新潟市松海が丘１丁
目１３番２２号

平成１７年
４月７日

ち く ま 調 剤 薬 局
新潟市曽根字川原２３
－１

平成１７年
４月１日

名 称 所 在 地 廃止年月日

今 井 医 院
新潟市西堀通９番町
１６１５

平成１７年
３月１５日

坂 井 医 院
新潟市信濃町８－２６ 平成１７年

３月３１日

えきまえクリニック
内 科 は や し 医 院

新潟市中島２丁目１
番４６号

平成１７年
３月３１日

ち く ま 調 剤 薬 局
新潟市曽根２３－１ 平成１７年

３月３１日

よりおか歯科医院
新潟市長戸呂４２７－
２

平成１７年
３月３１日

新潟市告示第２１８号

電線共同溝整備道路の指定について

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法

律第３９号）第３条第１項の規定に基づき、電線共同溝を

整備すべき道路を指定したので、同条第４項の規定によ

り次のとおり告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２１９号

生活保護法による医療機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（第５５条に

おいて準用する同法第４９条）の規定により，指定医療機

関等を指定し次のとおり告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２２０号

生活保護法による医療機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定医療機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２２１号

生活保護法による介護機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

の規定により，指定介護機関を指定し，次のとおり告示

する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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事業所の名称 所 在 地
指定した居宅
サービスの種類

指 定
年月日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
豊栄地区さわやか
訪問入浴センター

新潟市豊栄東栄町
１丁目１－３５

訪問入浴介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
中 央 地 区
介護支援センター

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地１１

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
東 地 区
介護支援センター

新潟市明石２丁目
３番２５号

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
坂 井 輪 地 区
介護支援センター

新潟市寺尾東３丁
目１４番４１号

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
在 宅 介 護 支 援
セ ン タ ー 藤 見

新潟市藤見町１丁
目４番３号

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
黒 埼 地 区
介護支援センター

新潟市緒立流通２
丁目４番地１

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
在 宅 介 護 支 援
セ ン タ ー 新 津

新潟市新津本町１
丁目２番４０号

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
北 地 区
訪問介護センター

新潟市松浜１丁目
７番地１

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
西 地 区
訪問介護センター

新潟市内野町４７１ 訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
黒 埼 地 区
訪問介護センター

新潟市緒立流通２
丁目４番１号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
新 津 地 区
訪問介護センター

新潟市新津本町１
丁目２番４０号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
白 根 地 区
訪問介護センター

新潟市白根１１３２番
地１

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
豊栄地区さわやか
訪問介護センター

新潟市豊栄東栄町
１丁目１－３５

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
岩室ゆうゆう訪問
介護支援センター

新潟市西中８６０番
地

訪問介護 平成１７年
４月１日

事業所の名称 所 在 地
指定した居宅
サービスの種類

指 定
年月日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
西 川 地 区
訪問介護センター

新潟市旗屋７０１番
地１

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
潟 東 サ ル ビ ア
訪問介護センター

新潟市三方３番地 訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
中 之 口 地 区
訪問介護センター

新潟市南福島３２３
番地

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
中 央 地 区
訪問介護センター

新潟市関屋下川原
１丁目３番地１１

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
南 地 区
訪問介護センター

新潟市新和３丁目
３番１号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
東 地 区
介護支援センター

新潟市明石２丁目
３番２５号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
中 地 区
訪問介護センター

新潟市古川町４番
１２号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
石 山 地 区
訪問介護センター

新潟市石山１丁目
１番１２号

訪問介護 平成１７年
４月１日

新潟市告示第２２２号

生活保護法による介護機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

の規定により，指定介護機関を指定し，次のとおり告示

する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
坂 井 輪 地 区
訪問介護センター

新潟市寺尾東３丁
目１４番４１号

訪問介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
老人デイサービス
セ ン タ ー 味 方

新潟市味方５８３－
１

通所介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
老人デイサービス
セ ン タ ー 潟 東

新潟市三方３番地 通所介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
老人デイサービス
セ ン タ ー 月 潟

新潟市月潟１４１７番
地

通所介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
老人デイサービス
センター中之口

新潟市南福島３２３
番地

通所介護 平成１７年
４月１日

社 会 福 祉 法 人
新潟市社会福祉協議会
白 根 地 区
介護支援センター

新潟市白根１１３２番
地１

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

事業所の名称 所 在 地
指定した居宅
サービスの種類

指 定
年月日

ア イ リ ス ケ ア
センター新潟南

新潟市鐙２丁目１４
番２１号

通所介護 平成１７年
４月１日

ア イ リ ス ケ ア
センター新潟南

新潟市鐙２丁目１４
番２１号

訪問介護 平成１７年
４月１日

ア イ リ ス ケ ア
センター新潟南

新潟市鐙２丁目１４
番２１号

居宅介護支援 平成１７年
４月１日

小新デイサービスセンター
通所介護事業所

新潟市小新４丁目
８番５２号

通所介護 平成１７年
４月１日

女 池
ショートステイ

新潟市鳥屋野２００
－４

短期入所生活
介護

平成１７年
２月１日

デ イ サ ー ビ ス
センター松和町

新潟市松和町８番
２６号

通所介護 平成１７年
４月１日

はあとふるあたご
デイサービスセンター横越

新潟市横越川根町
１丁目１番２５号

通所介護 平成１７年
４月１日

事業所の名称 所 在 地
居宅サービス
の種類

廃 止
年月日

新潟市福祉公社
訪問介護センター

新潟市八千代１丁
目３番１号

訪問介護 平成１７年
３月３１日

小新デイサービスセンター
通所介護事業所

新潟市小新４丁目
８番５２号

通所介護 平成１７年
３月３１日

新潟市告示第２２４号

生活保護法による介護機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

の規定により，指定介護機関を指定し，次のとおり告示

する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２２５号

生活保護法による介護機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定介護機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第２２６号

生活保護法による介護機関の変更について（告

示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，介護機関等から変更した旨の届

出があったので，次のとおり告示する。

平成１７年４月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 指定介護機関の名称及び所在地

㈱テクノワークス訪問介護事業所

新潟市天神２丁目９番１４号

２ 変更事項

旧 新潟市天神２丁目９番１４号

新 新潟市高志２丁目９番１４号

３ 変更年月日

平成１７年３月２５日

議 会 規 程

新潟市議会図書室規程の一部を改正する規程を次のよ

うに定める。

平成１７年４月２２日

新潟市議会議長 松 原 藤 衛

新潟市議会規程第２号

新潟市議会図書室規程の一部を改正する規程

新潟市議会図書室規程（昭和３７年新潟市議会規程第１

号）の一部を次のように改正する。

第１９条第１項中「委員９人以内」を「各会派から１人

ずつ選出された議員（以下「委員」という。）」に改め，
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農業委員会 選挙区
選挙権を有する者の
総数の２分の１の数（人）

有権者の総数（人）

新潟市

１ １，４４５ ２，８９０

２ １，００４ ２，００８

３ ８５４ １，７０７

４ ２，０６１ ４，１２２

５ １，１７２ ２，３４３

新潟市東 １ １，９１９ ３，８３８

新潟市南

１ ２，７６４ ５，５２８

２ ５２７ １，０５３

３ ８８６ １，７７２

４ ５７９ １，１５８

新潟市北 １ ２，９０４ ５，８０７

新潟市西

１ １，４４１ ２，８８１

２ １，３８１ ２，７６１

３ ５４４ １，０８８

４ １，１５０ ２，３００

５ ４８４ ９６７

６ １，４４９ ２，８９７

同条中第２項を削り，第３項を第２項とし，第４項を第

３項とし，同条に次の２項を加える。

４ 委員の任期の中途で新たに会派が結成され，委員が

選出されたときは，当該委員の任期は，第２項の規定

にかかわらず，当該委員の選出の際既に委員である者

の任期満了の日までとする。

５ 委員の任期の中途で会派が解散した場合は，当該会

派から選出した委員の任期は，第２項の規定にかかわ

らず，当該会派が解散した日までとする。

附 則

（施行期日）

１ この規程は，平成１７年４月２２日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の際現に改正前の新潟市議会図書室

規程（以下「旧規程」という。）の規定により委嘱され

た委員である者は，改正後の新潟市議会図書室規程（以

下「新規程」という。）の規定により委員に選任された

ものとみなし，その委員の任期は，新規程第１９条第２

項の規定にかかわらず，旧規程の規定による委員の任

期満了の日までとする。

選挙管理委員会告示

新潟市選挙管理委員会告示第１４号

委員の解任請求を行う場合に必要な新潟市農業

委員会，新潟市南農業委員会，新潟市北農業委

員会，新潟市西農業委員会及び新潟市東農業委

員会委員選挙人名簿に登録された選挙権を有す

る者の数

農業委員会等に関する法律第１４条第１項の規定による

請求を行う場合に必要な選挙権を有する者の総数の２分

の１の数は次のとおりである。

平成１７年４月１日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

根拠法令 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第１４条第５項

新潟市選挙管理委員会告示第１５号

選挙人名簿の登録基準日及び縦覧の場所等につ

いて

平成１７年４月２４日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

において，選挙人名簿の登録基準日及び縦覧の場所等に

ついて次のとおり定める。

平成１７年４月１４日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 被登録資格決定基準日 平成１７年４月１６日

（ただし，年齢については平成１７年４月２４日とす

る。）

２ 登 録 日 平成１７年４月１６日

３ 縦覧期間 平成１７年４月１７日

４ 縦覧場所 新潟市選挙管理委員会事務局

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第１６号

ポスター掲示場の設置場所等について

平成１７年４月２４日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

において，ポスター掲示場の設置場所等を次のとおり定

める。

平成１７年４月１４日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ ポスター掲示場の設置場所

別紙のとおり

別紙省略

２ 同上ポスター掲示場に候補者がポスターを掲示でき

る日

平成１７年４月２４日
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根拠法令 新潟市議会議員選挙におけるポスター掲示

場の設置に関する条例（昭和５４年新潟市条

例第２号）第２条

新潟市選挙管理委員会告示第１７号

不在者投票事務を取り扱う場所について

平成１７年４月２４日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

における不在者投票事務を取り扱う場所を次のとおり定

める。

平成１７年４月１４日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

不在者投票事務を取り扱う場所

新潟市役所第１分館

新潟市新津支所

新潟市白根支所

新潟市豊栄支所

新潟市小須戸支所

新潟市横越支所

新潟市亀田支所

新潟市岩室支所

新潟市西川支所

新潟市味方支所

新潟市潟東支所

新潟市月潟支所

新潟市中之口支所

新潟市選挙管理委員会告示第１８号

選挙人名簿からの抹消について

新潟市の区域内に住所を有しなくなった日後４か月を

経過した者を選挙人名簿から抹消した。

平成１７年４月１６日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 抹消した者の数 ２，４７１人

（男 １，３１０人 女 １，１６１人）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条

新潟市選挙管理委員会告示第１９号

直接請求を行う場合に必要な選挙権を有する者

の数

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町

村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第４条の

２第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を

有する者の総数の５０分の１の数，同法第４条第１１項及び

第４条の２第１５項の規定による請求を行う場合に必要な

選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治

法第７６条第１項，第８０条第１項，第８１条第１項及び第８６条

第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０万を

超える場合にあっては，その超える数に６分の１を乗じ

て得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数）は次のとおりである。

平成１７年４月１６日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 １２，５７６

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数１０４，８００

３ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数

（その総数が４０万を超える場合にあっては，

その超える数に６分の１を乗じて得た数と

４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算し

て得た数） １７１，４６７

（有権者総数 ６２８，７９７）

新潟市選挙管理委員会告示第２０号

在外選挙人名簿からの抹消について

国内の市町村において住民票が新たに作成された日後

４か月を経過した者を，在外選挙人名簿から抹消した。

平成１７年４月１６日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 抹消した者の数 １人

（ 男 人，女 １人）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条

の１１第２号

新潟市選挙管理委員会告示第２１号

新潟市議会議員増員選挙の選挙期日について

新潟市議会議員増員選挙を平成１７年４月２４日に行う。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３４条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第２２号

投票所の設置について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける各投票区の投票所をそれぞれ次の場所に設ける。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

各投票区の投票所を設ける場所 別紙のとおり

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条
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選挙区 投票区 投 票 所 名 所 在 地

新津 Ｒ１ 新 津 第 一 保 育 園 新津本町３－１８－２４

Ｒ２ 新 津 第 一 幼 稚 園 新津本町４－４－３

Ｒ３ 新 津 東 保 育 園 日宝町２１－４

Ｒ４ 北 上 公 会 堂 北上３－１２－１１

Ｒ５ 山 谷 公 会 堂 山谷町２－１８

Ｒ６ 新栄学園分場山の家 新栄町２５－１２

Ｒ７ 田 家 氏 子 会 館 田家３－１

Ｒ８ 草 水 公 会 堂 草水町３－５－１

Ｒ９ 柄 目 木 公 会 堂 柄目木７１

Ｓ０ 大安寺集落開発センター 大安寺３１８－２

Ｓ１ 満 日 小 学 校 七日町１７－乙

Ｓ２ 結 幼 稚 園 結１６２

Ｓ３ 荻 川 保 育 園 中野３－２０－７

Ｓ４ 市 之 瀬 幼 稚 園 市之瀬３４９－２

Ｓ５ 三 津 屋 公 会 堂 覚路津１０２

Ｓ６ 小 合 小 学 校 出戸１８０

Ｓ７ 梅ノ木集落開発センター 梅ノ木１７６－１

Ｓ８ 小 合 東 小 学 校 小戸上組２３４

Ｓ９ 大鹿集落開発センター 大鹿２５５

Ｔ０ 林 照 寺 保 育 園 中村４７８

Ｔ１ 東 島 氏 子 会 館 東島２２７－１

Ｔ２ 金 津 保 育 園 朝日４８３－２

Ｔ３ 古 津 公 会 場 古津２９７

Ｔ４ 金 津 公 会 堂 金津６１７

Ｔ５ 小 口 公 会 堂 小口１０１３

Ｔ６ 大関集落農事集会所 大関７８０

Ｔ７ 新 関 保 育 園 下新５５９

Ｔ８ 六 郷 公 会 堂 六郷９３６

Ｔ９ 新 津 第 二 保 育 園 新津本町１－８－３０

Ｕ０ 古 田 保 育 園 古田２７８８

Ｕ１ 老人福祉センター秋葉荘 新津秋葉１－１５－３０

Ｕ２ 新 津 第 二 小 学 校 新町２－３－３

Ｕ３ 新 金 沢 保 育 園 新金沢町１２－１１

Ｕ４ さ く ら 保 育 園 南町１０－３

Ｕ５ 美 幸 町 会 館 美幸町２－８－１１

Ｕ６ 荻川コミュニティセンター 中野５－１－５０

Ｕ７ 川 口 地 域 交 流 会 館 川口甲３９２－２

Ｕ８ 車 場 公 会 堂 車場３－１７－１７

白根 Ｂ１ 白 根 保 育 園 白根２４４４

Ｂ２ 諏 訪 木 保 育 園 白根水道町１０－３５

Ｂ３ 戸 頭 集 会 場 戸頭６９７－１

Ｂ４ 茨 曽 根 保 育 園 茨曽根３４５５－２

Ｂ５ 新飯田地域生活センター 新飯田１２６１－１

Ｂ６ 沖新保集落開発センター 沖新保６３０－１

Ｂ７ 庄瀬地域生活センター 庄瀬６４８９

Ｂ８ 旧 鋳 物 師 児 童 館 鋳物師興野１５７

Ｂ９ 小林地域生活センター 下木山６１３

Ｃ０ 白 根 第 一 中 学 校 白根４０７

Ｃ１ ワークセンターしらはす 戸石新田４５－２

Ｃ２ 臼井地域生活センター 臼井１１９３－１

Ｃ３ 西笠巻集落開発センター 西笠巻３７４－７

Ｃ４ 大郷地域生活センター 犬帰新田７５１－６

Ｃ５ 大 鷲 保 育 園 東笠巻新田２７０－２

Ｃ６ 中鷲ノ木ふれあいセンター 鷲ノ木新田９７３

Ｃ７ 中 塩 俵 公 会 堂 中塩俵１１３

Ｃ８ 根岸地域生活センター 山崎興野２９０

Ｃ９ 高井興野集落開発センター 高井興野２０１

Ｄ０ 旧 四 ツ 興 野 保 育 園 白根四ツ興野３－１２

Ｄ１ 白 根 産 業 厚 生 会 館 白根魚町３－４２

Ｄ２ 古 川 保 育 園 七軒３８３

Ｄ３ 大 通 保 育 園 鷲ノ木新田５６８１

Ｄ４ 大通地域生活センター 大通南４－１０５

豊栄 Ｅ１ 豊栄地区ふれあいセンター 豊栄東栄町１－１－５６

Ｅ２ 豊 栄 支 所 葛塚３１９７

Ｅ３ す み れ 保 育 園 豊栄石動１－１０－１

Ｅ４ こ ま く さ 保 育 園 柳原３－１０－２５

Ｅ５ 葛 塚 東 小 学 校 朝日町４－１－２

Ｅ６ 葛 塚 東 児 童 館 太田甲５７６２－１

Ｅ７ か や ま 保 育 園 嘉山１－２－４１

Ｅ８ 若 葉 保 育 園 新鼻２７９－２

Ｅ９ 太 田 小 学 校 太田８１７

Ｆ０ 木崎コミュニティセンター 内島見５３７

（別紙） 投票所を設ける場所
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Ｆ１ 尾山ニュータウン公民館 内島見２１８５－３０

Ｆ２ 樋 ノ 入 公 民 館 樋ノ入１４７２

Ｆ３ 笹 山 公 民 館 豊栄笹山２０５８

Ｆ４ 浦 ノ 入 公 民 館 木崎４０４０－１

Ｆ５ 木 崎 保 育 園 横井２７９

Ｆ６ 早通コミュニティセンター 豊栄早通３７－１

Ｆ７ 早 通 北 保 育 園 豊栄早通北３－７－３０

Ｆ８ 早 通 保 育 園 豊栄早通南１－９－７

Ｆ９ 旧 歩 み の 家 作 業 所 仏伝９６

Ｇ０ 越 岡 保 育 園 十二３２１

Ｇ１ 岡方コミュニティセンター 長戸呂４６０１

Ｇ２ 三 ツ 森 保 育 園 森下１４０９

Ｇ３ 二 葉 保 育 園 浦木１５２３－１

Ｇ４ 旧 め ぐ み 保 育 園 岡新田２０９

Ｇ５ 長浦コミュニティセンター 豊栄長場１８３４－１

Ｇ６ 葛 塚 小 学 校 川西３－９－２４

Ｇ７ 早 通 南 小 学 校 須戸１－１－１

小須戸 Ｈ１ 小 須 戸 支 所 小須戸１２０

Ｈ２ 小 須 戸 保 育 園 小須戸３２５－１

Ｈ３ 小 須 戸 き ず な の 家 小向１７４４

Ｈ４ 小須戸地区ふれあい会館 矢代田３５

Ｈ５ 矢 代 田 保 育 園 矢代田５００５

Ｈ６ 新保地域研修センター 新保１７４７

横越 Ｉ１ 横 越 地 区 公 民 館 横越中央３－２－８

Ｉ２ 横越農村環境改善センター 沢海３－１－３０

Ｉ３ 木津地域研修センター 木津２－３－２８

Ｉ４ 横 越 体 育 セ ン タ ー 二本木３－２－５０

Ｉ５ 小杉地区コミュニティセンター 小杉３－１１－２６

Ｉ６ 藤 山 会 館 藤山１－６－２８

Ｉ７ 焼 山 集 落 セ ン タ ー 阿賀野２－１－２０

Ｉ８ サ ン ウ ィ ン グ 横 越 横越川根町２－２０－１

亀田 Ｊ１ 亀 田 地 区 公 民 館 亀田新明町１－２－４

Ｊ２ 亀 田 第 二 保 育 園 諏訪１－６－１０

Ｊ３ 亀 田 市 民 会 館 船戸山５－７－２

Ｊ４ 亀 田 第 三 保 育 園 亀田東町３－５－１５

Ｊ５ 亀 田 中 学 校 城山１－３－５

Ｊ６ 早 通 小 学 校 亀田早通５－７－２

Ｊ７ 亀 田 第 四 保 育 園 西町４－６－２４

Ｊ８ 袋 津 保 育 園 砂岡１－３－４０

Ｊ９ 亀 田 第 五 保 育 園 亀田中島２－４－１４

Ｋ０ 亀 田 支 所 泉町３－４－５

Ｋ１ 亀 田 あ け ぼ の 会 館 亀田曙町３－６－１

岩室 Ｌ１ 岩室地区農村環境改善センター 和納３９３０

Ｌ２ 和 納 小 学 校 和納１２１２

Ｌ３ 岩室地域保健センター 西中８６０

Ｌ４ 岩 室 保 育 園 橋本１０１－１

Ｌ５ 間 瀬 公 民 館 間瀬４２８７－１

西川 Ｍ１ 鎧 郷 小 学 校 天竺堂４１２－４

Ｍ２ い こ い の 家 西 川 荘 川崎３０８－４

Ｍ３ 西 川 支 所 旗屋５８５－１

Ｍ４ 曽 根 小 学 校 曽根７５０

Ｍ５ 升 潟 小 学 校 升潟２１７９

Ｍ６ 貝 柄 地 区 集 会 所 貝柄８０５－６

味方 Ｎ１ 味 方 公 民 館 味方６８５－１

Ｎ２ 西 白 根 公 民 館 西白根１５６３－１

Ｎ３ 七 穂 公 民 館 山王新田１

潟東 Ｏ１ 潟 東 東 小 学 校 大原２３９７

Ｏ２ 横 戸 集 会 所 横戸１３７

Ｏ３ 潟 東 南 小 学 校 今井１０３１

Ｏ４ 五之上ふれあいセンター 五之上２５３

月潟 Ｐ１ 月潟地域保健センター 月潟１４１７

Ｐ２ 曲通多目的共同利用施設 上曲通２４

Ｐ３ 月 潟 西 公 民 館 東長嶋９２

中之口 Ｑ１ 高中コミュティセンター 高野宮３４６４－２

Ｑ２ 六分・東門田集会所 六分７８５

Ｑ３ 中 之 口 支 所 中之口６２６

Ｑ４ 中之口高齢者支援センター 南福島３１３－１

Ｑ５ 道上ふれあいセンター 道上４１８

Ｑ６ 打 越 区 長 事 務 所 打越甲３４７－１

Ｑ７ 羽黒ふれあいセンター 羽黒２５００

新潟市選挙管理委員会告示第２３号

期日前投票所の設置について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける期日前投票所をそれぞれ次の場所に設ける。
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選挙区 場 所

新 津 新潟市新津支所

白 根 新潟市白根支所

豊 栄 新潟市豊栄支所

小須戸 新潟市小須戸支所

横 越 新潟市横越支所

亀 田 新潟市亀田支所

岩 室 新潟市岩室支所

西 川 新潟市西川支所

味 方 新潟市味方支所

潟 東 新潟市潟東支所

月 潟 新潟市月潟支所

中之口 新潟市中之口支所

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 期日前投票所を設ける場所

２ 期日前投票所を設ける期間

平成１７年４月１８日から平成１７年４月２３日まで

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条

の２第３項において準用する同法第３９条

新潟市選挙管理委員会告示第２４号

投票管理者及びその職務代理者の選任について

平成１７年４月２４日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

における各投票区の投票管理者及びその職務代理者につ

いて，次の者を選任する。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名

別紙のとおり（別紙省略）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条

第２項及び同法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第２５号

期日前投票管理者及びその職務代理者の選任に

ついて

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける各期日前投票所の期日前投票管理者及びその職務代

理者について，次の者を選任する。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

期日前投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名

別紙のとおり（別紙省略）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条

の２第２項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第３７条第２項及び同法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第２６号

選挙運動費用の支出制限額について

平成１７年４月２４日執行予定の新潟市議会議員増員選挙

における選挙運動費用の支出制限額について候補者１人

につき次のように定める。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

新津選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，６００，０００円

白根選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，１９９，２００円

豊栄選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，１９７，９００円

小須戸選挙区選挙運動費用の支出制限額６，４４０，０００円

横越選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，６００，０００円

亀田選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，６００，０００円

岩室選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，２４９，１００円

西川選挙区選挙運動費用の支出制限額 ６，６００，０００円

味方選挙区選挙運動費用の支出制限額 ４，０５４，３００円

潟東選挙区選挙運動費用の支出制限額 ４，７２１，１００円

月潟選挙区選挙運動費用の支出制限額 ３，７４８，１００円

中之口選挙区選挙運動費用の支出制限額４，８４０，８００円

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１９４条

新潟市選挙管理委員会告示第２７号

選挙長等の選任及び選挙長事務を取り扱う場所

について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける各選挙区の選挙長及びその職務代理者並びに選挙長

事務を取り扱う場所について次のとおり定める。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

選挙長及びその職務代理者並びに選挙長事務を取り扱

う場所

別紙のとおり

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７５条

第３項及び同法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第８０条第１項
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新潟市選挙管理委員会告示第２８号

氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う場所及

び日時について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙につ

いて，投票記載所並びに期日前投票記載所及び不在者投

票記載所における氏名等の掲示の順序を定めるくじを行

う場所及び日時を次のとおり定める。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 場 所 新潟市選挙管理委員会室

２ 日 時 平成１７年４月１７日 午後５時３０分

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条

第３項

新潟市選挙管理委員会告示第２９号

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及

び日時について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

いて，選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び

日時を次のとおり定める。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 場 所 新潟市選挙管理委員会室

２ 日 時 平成１７年４月１７日 午後５時３０分

根拠法令 新潟市選挙公報の発行に関する条例（平成

２年新潟市条例第３７号）第４条第２項

新潟市選挙管理委員会告示第３０号

選挙区 区 分 住 所 氏 名
選挙長事務を取り扱う場所

４月１７日 ４月１８日以降

新 津
選挙長 新潟市川口１５４番地１ 樋浦 和夫 新津支所４階

４０１会議室
新津支所３階
３０１会議室選挙長職務代理者 新潟市朝日６４３番地 鶴巻 恒雄

白 根
選挙長 新潟市東萱場６０９番地 小池美與志 白根支所１階

大会議室
白根支所４階
選挙事務室選挙長職務代理者 新潟市能登２丁目３番１５号 大久保光喜

豊 栄
選挙長 新潟市嘉山２３３７番地１４ 市村 辰雄 豊栄支所３階

大会議室
豊栄支所３階
第４会議室選挙長職務代理者 新潟市葛塚４２７番地２ 谷澤 幸泰

小須戸
選挙長 新潟市小須戸４２７番地８ 渡辺 久則

小須戸支所３階委
員会室

小須戸支所２階問
診室（ただし，４月２４
日は小須戸地区公民
館３階講堂とする。）選挙長職務代理者 新潟市小須戸１０５番地１０ 大貫 正樹

横 越
選挙長 新潟市横越中央５丁目６番５号 佐藤 豊次 横越支所２階

小会議室
横越支所２階
総務課選挙長職務代理者 新潟市小杉３丁目１３番１３号 青木 俊弘

亀 田
選挙長 新潟市鵜ノ子２丁目５番４３号 小亦 敏男 亀田支所１階

多目的ホール
亀田支所１階
多目的ホール選挙長職務代理者 新潟市稲葉１丁目３番１０号 榎並 義則

岩 室
選挙長 新潟市岩室温泉６２１番地 岡� 政男 岩室支所２階

研修室
岩室支所２階
応接室選挙長職務代理者 新潟市岩室温泉５９６番地 後藤 正彦

西 川
選挙長 新潟市曽根５０３番地 高橋 四郎 西川支所３階

３０７会議室
西川支所１階
１０３・１０４会議室選挙長職務代理者 新潟市曽根１０１８番地１２ 児玉 登

味 方
選挙長 新潟市味方６９７番地１ 笹川 喜一 味方支所２階

大会議室
味方支所１階
事務室選挙長職務代理者 新潟市鏡が岡４番１４号 長谷川庄司

潟 東
選挙長 新潟市横戸２０６番地 小林 孝平 潟東支所２階

大会議室
潟東支所１階
住民相談室選挙長職務代理者 新潟市大曽根７１０番地 吉田 幸雄

月 潟
選挙長 新潟市上曲通３６１番地 原 同 月潟支所２階

第１会議室
月潟支所１階
相談室選挙長職務代理者 新潟市木滑１８５番地 山崎辰一郎

中之口
選挙長 新潟市姥島１５０ 片岡 熊一 中之口支所２階

大会議室
中之口支所１階
住民相談室選挙長職務代理者 新潟市河間６９０ 長沼 正一
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候補者の届出について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける各選挙区における候補者として，次のとおり届出が

あった旨選挙長から報告があったので告示する。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

各選挙区の候補者の届出 別紙のとおり

新津選挙区（定数６）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
じんいちろう

おおしま甚一郎 新潟県
新潟県新潟市覚路津３６４４
番地

昭和２２年
９月１８日

無所属 会社役員

２
平成１７年
４月１７日

本人
やすし

さいとう 靖 新潟県
新潟県新潟市山谷町２丁
目２番１５号

昭和４２年
２月５日

無所属 会社役員

３
平成１７年
４月１７日

本人
いさむ

ふじた 勇 新潟県
新潟県新潟市中新田６８番
地１

昭和１２年
４月２日

無所属 会社役員

４
平成１７年
４月１７日

本人
こ やま

小 山 てつお 新潟県
新潟県新潟市吉岡町１３番
２２号

昭和３２年
５月１３日

日本共産党 政党役員

５
平成１７年
４月１７日

本人
わたなべ

渡辺 せきやす 新潟県
新潟県新潟市下興野町１７
番５６号

昭和１１年
１０月１４日

無所属 写真家

６
平成１７年
４月１７日

本人
さ さ き とみ お

佐々木 富 夫 新潟県
新潟県新潟市新町３丁目
９番３９号

昭和４年
４月１日

無所属 農業

７
平成１７年
４月１７日

本人
のぶ お

いしづ 信 男 新潟県
新潟県新潟市古田５８６番
地３

昭和１９年
７月１３日

無所属 無職

８
平成１７年
４月１７日

本人
まなぶ

くりはら 学 新潟県
新潟県新潟市出戸１０８番
地

昭和５０年
１２月２３日

無所属 会社役員

９
平成１７年
４月１７日

本人
さい とう

斉 藤 ひろし 新潟県
新潟県新潟市金沢町４丁
目４番４０号

昭和２６年
３月５日

無所属 会社員

１０
平成１７年
４月１７日

本人 さしだのりあき 新潟県
新潟県新潟市さつき野１
丁目１番２２号

昭和２２年
２月２日

無所属 理容師

１１
平成１７年
４月１７日

本人
あきら

くつわだ 朗 新潟県
新潟県新潟市新津秋葉１
丁目１２番２１号

昭和１５年
９月１８日

無所属 無職

１２
平成１７年
４月１７日

本人
しお だ

塩 田 よしみ 新潟県
新潟県新潟市草水町１丁
目８番１３号

昭和１６年
７月３日

無所属 行政書士

１３
平成１７年
４月１７日

本人
ひとし

わたなべ 仁 新潟県
新潟県新潟市小口８８５番
地

昭和２４年
４月１９日

無所属 会社役員

１４
平成１７年
４月１７日

本人
おお いずみ ひろし

大 泉 弘 新潟県
新潟県新潟市七日町８５５
番地

昭和２１年
２月１２日

無所属 農業

１５
平成１７年
４月１７日

本人
いし かわ こう じ

石 川 幸 二 新潟県 新潟県新潟市結２２２番地
昭和６年
７月３０日

無所属 会社役員

１６
平成１７年
４月１７日

本人
かん いち

あおの 寛 一 新潟県
新潟県新潟市程島１０９５番
地

昭和２０年
７月２９日

無所属 無職
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白根選挙区（定数４）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
うち やま のり お

内 山 則 男 新潟県
新潟県新潟市戸石新田４３
１番地

昭和２４年
１月１日

無所属 無職

２
平成１７年
４月１７日

本人
い が ら し に いちろう

五十嵐 仁一郎 新潟県
新潟県新潟市茨曽根６６６５
番地

昭和１５年
１１月２６日

無所属 無職

３
平成１７年
４月１７日

本人
かず つぐ

かしわ 一 二 新潟県
新潟県新潟市下木山１６３
番地

昭和２４年
３月２４日

日本共産党 農業

４
平成１７年
４月１７日

本人
さくらざわ

桜沢 よしえい 新潟県
新潟県新潟市白根水道町
６番１６号

昭和１２年
７月２３日

無所属 無職

５
平成１７年
４月１７日

本人
かずえい

はせがわ 一栄 新潟県
新潟県新潟市上塩俵１１番
地

昭和２１年
７月５日

無所属 会社員

６
平成１７年
４月１７日

本人
たけ だ たつ お

武 田 辰 夫 新潟県
新潟県新潟市蔵主３１５番
地１

昭和２６年
１２月２３日

無所属 無職

７
平成１７年
４月１７日

本人
えん どう

遠 藤 さとし 新潟県
新潟県新潟市上下諏訪木
１２９番地

昭和２５年
２月５日

無所属 会社役員

８
平成１７年
４月１７日

本人
わた なべ

渡 辺 やすし 新潟県
新潟県新潟市赤渋８６８番
地

昭和２６年
７月１５日

無所属 農業

９
平成１７年
４月１７日

本人
すすむ

おおの 進 新潟県
新潟県新潟市新飯田２７６８
番地６

昭和１７年
１月１日

無所属 会社役員

１０
平成１７年
４月１７日

本人
お やなぎ とら まつ

小 柳 寅 松 新潟県
新潟県新潟市神屋４６１番
地

昭和１３年
１２月２９日

無所属 会長

１１
平成１７年
４月１７日

本人
まるやま

丸山 としかず 新潟県
新潟県新潟市鷲ノ木新田
１０８番地

昭和２７年
３月２８日

無所属 会社員

１２
平成１７年
４月１７日

本人
た なか よし きよ

田 中 義 清 新潟県
新潟県新潟市庄瀬４０６０番
地

昭和２５年
１１月８日

無所属 農業

１３
平成１７年
４月１７日

本人
あきひろ

ちよざわ 昭弘 新潟県
新潟県新潟市白根魚町４
番７号

昭和１７年
１２月２２日

無所属 染色業

豊栄選挙区（定数５）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
きよ あき

かめだ 清 明 新潟県
新潟県新潟市豊栄早通北
３丁目３番６号

昭和１８年
４月４日

無所属 無職

２
平成１７年
４月１７日

本人
き むら

木村 ぶんゆう 新潟県
新潟県新潟市木崎２１３１番
地

昭和２２年
７月６日

無所属 住職

３
平成１７年
４月１７日

本人
きたはら

北原 しげゆき 新潟県
新潟県新潟市豊栄石動１
丁目５番地１

昭和２９年
５月２７日

民主党 会社社長

４
平成１７年
４月１７日

本人
ひろかみ

広上けんじろう 新潟県
新潟県新潟市柳原１丁目
６番１２号

昭和３４年
６月１１日

無所属 会社役員

５
平成１７年
４月１７日

本人
やま ざき

山 崎 けいお 新潟県 新潟県新潟市灰塚５５番地
昭和２４年
３月３０日

無所属 農業
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６
平成１７年
４月１７日

本人
よこ やま

横 山 やまと 新潟県
新潟県新潟市嘉山２９４番
地

昭和３１年
１１月２２日

無所属 会社役員

７
平成１７年
４月１７日

本人
のり お

あ べ 紀 夫 新潟県
新潟県新潟市太田甲５２１５
番地２

昭和２０年
４月３０日

無所属 無職

８
平成１７年
４月１７日

本人
かざ ま

風 間 ルミ子 新潟県
新潟県新潟市嘉山１丁目
２番２０号

昭和２４年
１０月２５日

日本共産党 農業

９
平成１７年
４月１７日

本人
いし い けん じ

石 井 研 二 新潟県
新潟県新潟市嘉山５丁目
２番３２号

昭和２４年
１０月１２日

無所属 無職

１０
平成１７年
４月１７日

本人
かね こ

金 子 ますお 新潟県
新潟県新潟市太田８０７番
地

昭和１８年
８月１７日

無所属 農業

小須戸選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
かざ ま えい いち

風 間 栄 一 新潟県
新潟県新潟市小須戸１０２
番地の１

昭和２１年
１０月５日

無所属
ニット
製造業

２
平成１７年
４月１７日

本人
き ぶし しげる

木 伏 茂 新潟県
新潟県新潟市矢代田３２８９
番地

昭和１９年
２月２６日

無所属
自営業

（保険代理業）

３
平成１７年
４月１７日

本人 あべ まつお 新潟県
新潟県新潟市小須戸１９番
地５

昭和２７年
２月１２日

無所属 柔道整復師

横越選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
こう じ

わたなべ 孝二 新潟県
新潟県新潟市横越東町１
丁目６番３０号

昭和１７年
７月２日

無所属 無職

２
平成１７年
４月１７日

本人
まつ お

はせべ 松 雄 新潟県
新潟県新潟市横越川根町
４丁目４番２６号

昭和２７年
４月１３日

民主党 会社員

３
平成１７年
４月１７日

本人
しゅう へい

くしだ 修 平 新潟県
新潟県新潟市藤山１丁目
４番１８号

昭和３０年
４月２３日

無所属 農業

亀田選挙区（定数３）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
たか はし

高 橋 てつお 新潟県
新潟県新潟市亀田本町２
丁目７番８号

昭和２５年
１０月２８日

無所属 会社役員

２
平成１７年
４月１７日

本人
よし むら

吉 村 よしじ 新潟県
新潟県新潟市稲葉１丁目
５番１２号

昭和１５年
９月２４日

無所属 無職

３
平成１７年
４月１７日

本人
とよ こ

うめだ 豊 子 新潟県
新潟県新潟市亀田中島３
丁目７番５１号

昭和２４年
４月２０日

無所属 飲食店経営

４
平成１７年
４月１７日

本人
むつ お

わたべ 睦 夫 新潟県
新潟県新潟市所島１丁目
７番８号

昭和３０年
１２月２４日

日本共産党
自営業
（建築業）

５
平成１７年
４月１７日

本人
かざ ま

風間 きんすけ 新潟県
新潟県新潟市五月町２丁
目１番５号

昭和２０年
５月２２日

無所属 食堂経営
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岩室選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
かね こ

金 子 たかし 新潟県
新潟県新潟市和納３６８２番
地

昭和１７年
２月６日

無所属 食品小売業

２
平成１７年
４月１７日

本人
そういちろう

さかつめ惣一郎 新潟県
新潟県新潟市油島２９２番
地

昭和１６年
９月９日

無所属 無職

西川選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
せつえい

あんざわ 節英 新潟県
新潟県新潟市曽根１３８０番
地

昭和８年
４月２９日

無所属 無職

２
平成１７年
４月１７日

本人
みず さわ

水 沢 ひとし 新潟県
新潟県新潟市西川下山
３８０番地

昭和２６年
１月８日

無所属
広告

デザイナー

３
平成１７年
４月１７日

本人
くにえい

もりやま 邦衛 新潟県
新潟県新潟市升潟２６４９番
地

昭和１５年
２月２日

無所属 農業

味方選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
たか はし

高 橋 かおる 新潟県
新潟県新潟市吉江６０３番
地１

昭和２２年
１２月１５日

無所属 農業

２
平成１７年
４月１７日

本人
たま き りょう へい

玉 木 良 平 新潟県
新潟県新潟市味方７５５番
地

昭和１４年
７月１１日

無所属 会社役員

潟東選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
ただひこ

しもさか 忠彦 新潟県
新潟県新潟市国見１２０７番
地

昭和２０年
３月２日

無所属 農業

月潟選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
かね こ よし まさ

金 子 由 征 新潟県
新潟県新潟市月潟７２１番
地１

昭和２０年
７月２５日

無所属 無職

２
平成１７年
４月１７日

本人
まさ こ

ほんま 正 子 新潟県
新潟県新潟市月潟８８番地
１

昭和１９年
２月１５日

無所属 農業

６
平成１７年
４月１７日

本人
よし お

ほんず 良 雄 新潟県
新潟県新潟市東船場１丁
目５番３９号

昭和３１年
７月２３日

無所属 団体職員

７
平成１７年
４月１７日

本人
こいずみ

古泉 こういち 新潟県
新潟県新潟市元町３丁目
３番５号

昭和３６年
９月１１日

無所属 会社役員
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選挙区 場 所 日 時

新 津 新津地区市民会館 ４月２４日 午後９時

白 根 白根カルチャーセンター ４月２４日 午後９時

豊 栄 豊栄総合体育館 ４月２４日 午後９時

小須戸 小須戸地区公民館３階講堂 ４月２４日 午後９時

横 越 横越地域保健センター ４月２４日 午後９時

亀 田 亀田市民会館 ４月２４日 午後９時

岩 室 岩室地区公民館１階講堂 ４月２４日 午後９時

西 川 西川地域保健センター ４月２４日 午後９時

味 方 味方支所２階大会議室 ４月２４日 午後８時４５分

潟 東 潟東支所大会議室 ４月２５日 午後１時

月 潟 月潟支所２階第１会議室 ４月２４日 午後８時４５分

中之口 中之口地区公民館 ４月２４日 午後９時

新潟市選挙管理委員会告示第３１号

選挙会を開催する場所及び日時について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける各選挙区の選挙会を開催する場所及び日時を次のと

おり定める。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

選挙会を開催する場所及び日時

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７７条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第３２号

開票事務を選挙会事務と合同で行うことについ

て

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける次の選挙区の開票の事務は選挙会場において選挙会

の事務に併せて行う。

平成１７年４月１７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

開票事務を選挙会事務と合同で行う選挙区

新津選挙区，白根選挙区，豊栄選挙区，小須戸選挙

区，横越選挙区，亀田選挙区，岩室選挙区，西川選

挙区，味方選挙区，月潟選挙区，中之口選挙区

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第３３号

期日前投票管理者の変更について

平成１７年４月２４日執行新潟市議会議員増員選挙につい

て期日前投票管理者を次のとおり変更選任する。

平成１７年４月２２日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者 住所及び氏名 （省略）

新潟市選挙管理委員会告示第３４号

投票管理者等の変更について

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙につ

いて投票管理者等を次のとおり変更選任する。

平成１７年４月２３日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者 住所及び氏名 （省略）

職務代理者 住所及び氏名 （省略）

新潟市選挙管理委員会告示第３５号

選挙人名簿からの抹消について

登録の際に登録されるべきでなかった者を選挙人名簿

から抹消した。

平成１７年４月２４日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 抹消した者の数 ３５４人

（男 １８７人 女１６７人）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条

新潟市選挙管理委員会告示第３６号

当選人と決定した者の住所及び氏名について

中之口選挙区（定数１）

届出
受理
番号

届 出
年月日

届出
の別

（ふりがな）
候補者氏名

本 籍 住 所 生年月日 党 派 職 業

１
平成１７年
４月１７日

本人
みや こし

宮 腰 たすく 新潟県
新潟県新潟市真木１９９１番
地

昭和１９年
３月４日

無所属 農業

２
平成１７年
４月１７日

本人
みき お

おかもと 幹男 新潟県
新潟県新潟市上小吉１５３３
番地６

昭和３３年
７月２０日

日本共産党 政党職員
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選挙区 住 所 氏 名 備考

新津

新潟県新潟市吉岡町１３番２２号 小山 哲夫

新潟県新潟市新津秋葉１丁目１２番２１号 轡田 朗

新潟県新潟市小口８８５番地 渡辺 仁

新潟県新潟市出戸１０８番地 栗原 学

新潟県新潟市覚路津３６４４番地 大島甚一郎

新潟県新潟市七日町８５５番地 大泉 弘

白根

新潟県新潟市鷲ノ木新田１０８番地 丸山 俊一

新潟県新潟市上下諏訪木１２９番地 遠藤 哲

新潟県新潟市庄瀬４０６０番地 田中 義清

新潟県新潟市下木山１６３番地 柏 一 二

豊栄

新潟県新潟市灰塚５５番地 山崎 敬雄

新潟県新潟市太田甲５２１５番地２ 阿部 紀夫

新潟県新潟市木崎２１３１番地 木村 文祐

新潟県新潟市太田８０７番地 金子 益夫

新潟県新潟市嘉山２９４番地 横山 山人

小須戸 新潟県新潟市小須戸１９番地５ 阿部 松雄

横越 新潟県新潟市横越東町１丁目６番３０号 渡邉 孝二

亀田

新潟県新潟市東船場１丁目５番３９号 本図 良雄

新潟県新潟市元町３丁目３番５号 古泉 幸一

新潟県新潟市亀田本町２丁目７番８号 �橋 哲男

岩室 新潟県新潟市和納３６８２番地 金 子 孝

西川 新潟県新潟市曽根１３８０番地 安澤 節英

味方 新潟県新潟市味方７５５番地 玉木 良平

潟東 新潟県新潟市国見１２０７番地 下坂 忠彦

月潟 新潟県新潟市月潟７２１番地１ 金子 由征

中之口 新潟県新潟市真木１９９１番地 宮 腰 弼

「
総務局総務部総務課の事務管理係長及び法制室の主幹
総務局総務部人事課の人事係長及び給与係長並びに人事，
給与及び服務担当の主事（企画に関する事務を行う者に限
る。）並びに職員団体担当の主事及び主事補

」

「
総務局総務部総務課の行政組織係長
総務局総務部行政経営課の行政経営係長及び法務係長
総務局総務部人事課の人事係長，給与係長及び安全衛生係
長並びに人事，給与及び服務担当の主事（企画に関する事
務を行う者に限る。）並びに職員団体担当の主事及び主事補

」

「
消費生活センター 所長

黒埼支所 支所長，次長，課長
」

「
埋蔵文化財センター 所長

美術館 館長

新津美術館 館長，課長

しろね大凧と歴史の館 館長，副館長

中之口先人館 館長

東京事務所 所長

消費生活センター 所長
」

「
児童館 館長

」

平成１７年４月２４日執行の新潟市議会議員増員選挙にお

ける当選人の住所及び氏名は次のとおりである。

平成１７年４月２５日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

当選人と決定した者の住所及び氏名 別紙のとおり

（別紙） 当選人の住所及び氏名

公平委員会規則

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月２１日

新潟市公平委員会

委 員 長 伴 昭 彦

新潟市公平委員会規則第２号

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則の

一部を改正する規則

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１

年新潟市公平委員会規則第１号）の一部を次のように改

正する。

別表中

を

に改め，同表本庁市長部局の項中「企画財政局企画部総

合企画課の副参事」を「企画財政局市政創造推進室の室

長，副参事」に，「企画財政局企画部市政改革・創造推進

課」を「企画財政局企画部計画調整課」に，「企画財政局

広域合併推進部広域合併推進課」を「企画財政局企画部

広域行政課」に，「企画財政局広域合併推進部政令指定都

市推進課」を「企画財政局企画部政令指定都市推進課」

に改め，「，附属大山台診療所長」を削り，同表本庁以外

の機関の項中

を

に，

を
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「
児童館 館長

母子生活支援施設さつき荘 所長
」

「
保健所 所長，次長，課長，課長補佐

」

「
保健所 所長，次長，課長，課長補佐

食品環境センター 所長
」

「
青山斎場 場長

」

「
青山斎場 場長

白根環境事業所 所長，次長
」

「
下水処理場 場長

」

「
下水処理場 場長

支所 支所長，次長，課長，課長補佐，課に置か
れる室の室長（新津支所，白根支所及び豊
栄支所にあつては，これらの職のほか，総
務課の総務係長及び管理財務係長）

新津地域保健センター 所長

新津クリーンセンター 所長

豊栄博物館 館長

早通出張所 所長

コミュニティセンター 所長

児童センター 所長

水の駅「ビュー福島潟」 館長
」

「
養護学校 校長，教頭

」

「
養護学校 校長，教頭

生涯学習センター 所長，次長，次長補佐
」

「
埋蔵文化財センター 所長

美術館 館長
」

「
黒埼学校給食センター 所長

東京事務所準備室 室長
」

「
教育事務所 所長，課長，課長補佐

学校給食センター 所長（白根学校給食センター及び大鷲学校
給食センターにあつては，所長，所長補佐）

新津Ｂ＆Ｇ海洋センター 所長

白根学習館 館長

豊栄教育相談室 室長

豊栄総合体育館 館長

潟東ゆう学館 館長
」

に，

を

に，

を

に，

を

に，

を

に改め，

を削り，

を

に改め，同表備考に次のように加える。

５ 本庁以外の機関の項中「福祉事務所」とは，福祉

事務所の出張所を除く福祉事務所をいう。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

新潟市職員の不利益処分についての不服申立てに関す

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成１７年４月２１日

新潟市公平委員会

委 員 長 伴 昭 彦

新潟市公平委員会規則第３号

新潟市職員の不利益処分についての不服申立て

に関する規則の一部を改正する規則

新潟市職員の不利益処分についての不服申立てに関す

る規則（昭和２６年新潟市公平委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。

第１４条第２項中「３月」を「６月」に改める。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

監査委員公表

新監査公表第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規

定に基づき監査を実施したので，同条第９項の規定によ

り次のとおり公表します。

平成１７年４月２２日
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課 名 等 主 な 調 査 事 項

総 務 課 ・全国消費実態調査委託金等の収入事務
・時間外勤務手当等の支出事務

広 報 課 ・時間外勤務手当等の支出事務

市 民 相 談 室 ・市長との対話集会会議録作成業務委託料等の支出事務

男 女 共 同 参 画 課 ・男女共同参画啓発イベント開催経費等の支出事務

人 事 課 ・自主研究グループ援助金等の支出事務

職 員 厚 生 課 ・職員定期健康診断委託料等の支出事務

契 約 課
工 事 検 査 管 理 室

・小学校教育用コンピュータデスク等の物品購入契約事務
・市民病院放射線治療室増築工事等の工事請負契約事務

自 治 振 興 課 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・コミュニティセンター管理費等の支出事務
・財産の管理状況（木戸コミュニティセンター他１８か所）

防 災 課 ・防災訓練費県負担金等の収入事務
・防災気象情報システム保守点検委託料等の支出事務
・災害備蓄品の備蓄状況

国 民 健 康 保 険 課 ・保険料減免申請等の収入事務
・システム合併対応開発業務委託料等の支出事務

市 民 課 ・戸籍関係手数料等の収入事務
・時間外勤務手当等の支出事務

東 地 区 事 務 所 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・東地区総合庁舎管理業務委託料等の支出事務
・財産の管理状況（庁舎他）

中 地 区 事 務 所 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・庁舎警備業務委託料等の支出事務
・財産の管理状況（庁舎他）

西 地 区 事 務 所 ・戸籍関係手数料等の収入事務
・冷却塔真空排気調整及び抗レジオネラ菌処理費等の支
出事務

北 地 区 事 務 所 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・地下タンク及び地下埋設管検査委託料等の支出事務

南 地 区 事 務 所 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・時間外勤務手当等の支出事務

坂井輪地区事務所 ・戸籍関係手数料等の収入事務
・清掃業務委託料等の支出事務
・財産の管理状況（庁舎）

石 山 地 区 事 務 所 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・清掃等業務委託料等の支出事務
・財産の管理状況（庁舎）

都 市 総 務 室 ・時間外勤務手当等の支出事務

都 市 計 画 課 ・都市計画図売払等の収入事務
・都市計画道路路線図測量調査業務委託料等の支出事務

都 市 交 通 政 策 課 ・新たな交通システム検討協議会負担金等の支出事務

新潟駅周辺計画課 ・時間外勤務手当等の支出事務

新潟市監査委員 熊 田 光 男

同 金 井 哲 郎

同 今 井 ヨシイ

同 真 島 義 郎

１ 監査の種類

定期監査

２ 監査の対象部課

� 財務に関する事務の執行

総 務 局 総 務 部 総務課，広報課，市民相

談室，男女共同参画課，

人事課，職員厚生課

企画財政局 財 政 部 契約課（契約事務），工事

検査管理室（工事契約事

務）

市 民 局 市民生活部 自治振興課，防災課，国

民健康保険課，市民課

地区事務所 東地区事務所，中地区事

務所，西地区事務所，北

地区事務所，南地区事務

所，坂井輪地区事務所，

石山地区事務所

都市整備局 都市総務室

都市計画部 都市計画課，都市交通政

策課，新潟駅周辺計画

課，港湾空港課

公平委員会

� 財産管理事務

普通財産 （企画財政局財政部管財課）

浄水施設等（水道局技術部浄水課）

３ 監査の範囲

平成１６年度の財務に関する事務の執行

４ 監査の実施期間

平成１７年１月２０日～平成１７年４月１２日

５ 監査の方法

� 財務に関する事務の執行

あらかじめ監査資料の提出を求め，関係帳簿及び

関係書類の調査や関係職員からの説明聴取を行うと

ともに，現地に出向いて調査した。

� 財産管理事務

普通財産（管財課所管）及び浄水施設等について

は，一部を抽出し，現地に出向いて財産の管理状況

等について調査した。

６ 監査の主な調査事項

� 財務に関する事務の執行
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港 湾 空 港 課 ・行政財産目的外使用料等の収入事務
・夢海岸フェスティバル開催事業補助金等の支出事務
・財産の管理状況（臨空船江会館）

公 平 委 員 会 ・旅費等の支出事務

財 産 区 分 主 な 調 査 事 項

普 通 財 産 ・松浜みなと３６３５－１１２１土地 他３４か所

浄 水 施 設 等 ・阿賀野川浄水場他３か所及び水道局通信線（本局線・
南山線）

� 財産管理事務

７ 監査の結果

監査の結果は，おおむね適正に処理されていると認

められた。

監査の際に見受けられた軽微な事項については，そ

の都度担当職員に対して改善又は検討を要望した。

農業委員会公示

新潟市農業委員会告示第４号

４月農地部会特別委員会の招集について

新潟市農業委員会４月農地部会特別委員会を下記のと

おり招集する。

平成１７年４月１５日

新潟市農業委員会

農地部会長 近 藤 武 正

記

１ 日 時 平成１７年４月２１日（木）午後１時３０分

２ 場 所 新潟市北地区事務所 ２階

農業委員会北地区駐在室

３ 会議に付すべき案件

議案第３５号 買受適格証明願に関する意見決定につい

て

議案第３６号 買受適格証明願に関する処分決定につい

て

新潟市農業委員会告示第５号

４月定例農地部会の招集について

新潟市農業委員会４月定例農地部会を下記のとおり招

集する。

平成１７年４月２２日

新潟市農業委員会

農地部会長 近 藤 武 正

記

１ 日 時 平成１７年４月２８日（木）午後２時００分

２ 場 所 新潟市役所 第２分館４階

２－４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第３７号 農地法第３条許可申請に関する意見決定

について

議案第３８号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第３９号 農地法第４条許可申請に関する意見決定

について

議案第４０号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第４１号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願

の処分決定について

東農業委員会告示

新潟市東農業委員会告示第３号

４月定例総会の招集について

新潟市東農業委員会４月定例総会を下記のとおり招集

する。

平成１７年４月２２日

新潟市東農業委員会

会 長 中 野 長 衛

記

１ 日 時 平成１７年４月２８日（木）午後３時００分

２ 場 所 新津支所 ４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第２７号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第２８号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第２９号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

南農業委員会告示

新潟市南農業委員会告示第３号

４月定例農地部会の招集について

新潟市南農業委員会４月定例農地部会を下記のとおり
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招集する。

平成１７年４月２２日

新潟市南農業委員会

農地部会長 石 田 伸 一

記

１ 日 時 平成１７年４月２８日（木）午後２時００分

２ 場 所 白根支所 ４階 大会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第２８号 新潟市南農業委員会農地部会調査委員会

設置要領の制定について

議案第２９号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第３０号 農地保有合理化法人による買入協議の要

請について

議案第３１号 農地法第３条許可申請に関する意見決定

について

議案第３２号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第３３号 農地法第４条許可申請に関する意見決定

について

議案第３４号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第３５号 事業計画変更承認申請に関する意見決定

について

議案第３６号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願

の処分決定について

議案第３７号 買受適格証明願に関する処分決定につい

て

北農業委員会告示

新潟市北農業委員会告示第３号

４月定例総会の招集について

新潟市北農業委員会４月定例総会を下記のとおり招集

する。

平成１７年４月２１日

新潟市北農業委員会

会 長 服 部 曽兵衛

記

１ 日 時 平成１７年４月２８日（木）午前９時３０分

２ 場 所 豊栄市農業協同組合葛塚支所「会議室」

３ 会議に付すべき案件

議案第２９号 農地法第３条許可申請に関する意見決定

について

議案第３０号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第３１号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第３２号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

西農業委員会告示

新潟市西農業委員会告示第３号

４月定例農地部会の招集について

新潟市西農業委員会４月定例農地部会を下記のとおり

招集する。

平成１７年４月２２日

新潟市西農業委員会

農地部会長 星 野 信 幸

記

１ 日 時 平成１７年４月２８日（木）午後２時００分

２ 場 所 西川支所 ３階 農業委員会会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第２７号 新潟市西農業委員会農地部会調査委員会

設置要領の制定について

議案第２８号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第２９号 農地法第４条許可申請に関する意見決定

について

議案第３０号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第３１号 買受適格証明願に関する処分決定につい

て

水道局告示

新潟市水道局告示第６号

新潟市指定給水装置工事事業者の事業の廃止に

ついて

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定によ

り，下記の新潟市指定給水装置工事事業者より給水装置

工事の事業の廃止について届出がありましたので，新潟

市指定給水装置工事事業者規程第１０条により告示しま
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委 託 場 所 収納事務受託者

新潟市水道局
西営業所

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地３

環境をサポートする
株式会社きらめき

新潟市水道局
東営業所

新潟市紫竹山１丁
目５番１０号

環境をサポートする
株式会社きらめき

検針及び収納
事務委託区域

収納事務受託者

住 所 氏 名

西営業所及び
東営業所の所
管する区域

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地３

財団法人
新潟水道サービス

委託事務の
内容

収納事務受託者

住 所 氏 名

コンビニエン
スストアでの
水道料金等収
納事務

名古屋市中区錦３
丁目２０番２７号

株式会社
セントラルファイ
ナンス

受 託 者 住 所 委 託 区 域

宮 嶋 道 子 新潟市亀田新明町４丁目３番９号

亀田事業所の所管
する区域

斎 藤 佳 子 新潟市亀田緑町２丁目２番２０号

長谷川 栄 子 新潟市亀田大月１丁目５番６２号

瀬 下 玉 代 新潟市亀田大月１丁目３番２５号

岡 田 広 子 新潟市亀田旭３丁目３番１１号

阿 部 恵美子 新潟市東船場４丁目２番２９号

す。

平成１７年４月５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

記

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第３１号 小木工業株式会社

新潟支店

第１２５号 有限会社カゴシマ

新潟営業所

２ 廃止年月日 平成１７年３月２０日

新潟市水道局告示第７号

新潟市指定給水装置工事事業者の指定について

記

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３第１項の規

定により，下記のとおり新潟市指定給水装置工事事業者

に指定したので同条第２項の規定により告示します。

平成１７年４月５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第３１号 小木工業株式会社

第１２５号 有限会社カゴシマ

２ 指定年月日 平成１７年３月２１日

新潟市水道局告示第８号

営業所窓口収納事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，営業所窓口収納事務の業務を平成１７年４

月１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託

したので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示

します。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第９号

検針事務及び収納事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メータ，地下水メータの検針事務並

びに使用中止に伴なう水道料金及び下水道使用料の清算

料金の収納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１

日までの間，次のとおり委託したので同法施行令第２６条

の４第１項の規定により告示します。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１０号

コンビニエンスストアでの水道料金等収納事務

の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道料金及び下水道使用料等の収納事務

を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの間，次

のとおり委託したので同法施行令第２６条の４第１項の規

定により告示します。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１１号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守
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受 託 者 住 所 委 託 区 域

五百川 姫 子 新潟市高野宮１７７８番地 中之口・潟東事業
所の所管する区域板 井 優 子 新潟市六分８１５番地

受 託 者 事務所所在地 委 託 区 域

社団法人白根地
域シルバー人材
センター

新潟市白根魚町３番４２号
月潟事業所の所管
する区域

受 託 者 住 所 委 託 区 域

笠 井 由美子 新潟市車場３丁目１１番１号

新津事業所の所管
する区域

細 川 澄 子 新潟市荻島１丁目１５番１１号

鈴 木 弘 美 新潟市東島１７６番地５９

栗 原 三枝子 新潟市中野１丁目１番６号

太 田 智 子 新潟市車場３丁目２２番２４号

佐 藤 史 子 新潟市荻野町１１番２０号

高 橋 和 子 新潟市大鹿４１６番地４

氏 名 住 所 委 託 区 域

塚 田 ミサオ 新潟市引越１１１２番地

白根事業所の所管
する区域

山 際 恵美子 新潟市東萱場９５番地

小 柳 良 子 新潟市大通南２丁目１２４番地

藤 宮 ハルミ 新潟市白根四ツ興野１３番２９号

阿 部 ミチ子 新潟市鍋潟５０番地５

新 田 幹 子 新潟市大通南２丁目２２０番地

花 岡 千代子 新潟市和泉１１１番地１１

五十嵐 百合子 新潟市堀掛１５３１番地

中 野 洋 子 新潟市引越１０５３番地

岡 田 正 新潟市七軒町１０番１１

山 口 志津世 新潟市和泉１８４番３１

氏 名 住 所 委 託 区 域

安 藤 久 子 新潟市西川下山３３３番地

西川事業所の所管
する区域

稲 葉 喜美一 新潟市西川下山２３３番地

稲 葉 ヒサエ 新潟市西川下山２３３番地

真 島 マ サ 新潟市曽根３５２番地

長谷川 一 枝 新潟市升潟３０３０番地

新潟市水道局告示第１２号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１３号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１４号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１５号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１６号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守
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坪 井 二千夫 新潟市升岡新田３８７番地１

長 井 丹 一 新潟市與兵衛新田３４番地１

氏 名 住 所 委 託 区 域

中 村 吉 作 新潟市横越上町２丁目８番１６号

横越事業所の所管
する区域

中 村 恵 子 新潟市横越上町２丁目８番１６号

清 野 直 美 新潟市沢海２丁目１３番３２号

松 原 貢 新潟市横越東町２丁目１４番２０号

受 託 者 事務所所在地 委 託 区 域

岩室管工事業協
同組合

新潟市和納２４７８番地７２ 岩室事業所の所管
する区域

氏 名 住 所 委 託 区 域

三 善 紀代子 新潟市豊栄笹山２６２８番地

豊栄事業所の所管
する区域

窪 田 かつみ 新潟市太田４０７２番地

佐 藤 美 鈴 新潟市仏伝１２４番地７６

清 野 清 子 新潟市川西４丁目１８１番地２

陸 経 実 新潟市葛塚４３０番地

坂 井 美代子 新潟市上大月５番地１

内 山 房 子 新潟市朝日町２丁目１番１７号

菅 名 眞奈美 新潟市川西１丁目８番１７号

高 井 恵 子 新潟市早通南５丁目１番８－４３号

高 井 明 美 新潟市川西２丁目３番１号

受 託 者 住 所 委 託 区 域

花 沢 孝 雄 新潟市小須戸３５１３番地１

小須戸事業所の所
管する区域

丸 山 とし子 新潟市小須戸１１４６番地３

谷 川 陽 子 新潟市小須戸３１４番地１

渡 辺 敏 江 新潟市小須戸４３１６番地２７

武 田 聡 新潟市小須戸３７３番地２

委託場所 収納事務受託者

新潟市水道局
新津事業所

新潟市程島２００４番
地２

社団法人 新津市シ
ルバー人材センター

新潟市水道局告示第１７号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１８号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第１９号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２０号

検針事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，水道メーターの検針事務を平成１７年４月

１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託し

たので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示し

ます。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２１号

宿日直窓口収納事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，宿日直窓口収納の業務を平成１７年４月１

日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託した

ので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示す

る。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２２号

宿日直窓口収納事務の委託について
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委託場所 収納事務受託者

新潟市水道局
白根事業所

新潟市白根１２３５番
地

新潟クリーナー株式
会社

財団法人白根地域シ
ルバー人材センター

収納委託場所
収納事務受託者

住 所 氏 名

豊栄事業所の
所管する区域

新潟市関屋下川原
１丁目３番地３

財団法人新潟水道
サービス

委託場所 収納事務受託者

新潟市水道局
本庁舎当直室

新潟市関屋下川原
町１丁目３番地３

社団法人 新潟市シ
ルバー人材センター

新潟市水道局
東庁舎守衛室

新潟市紫竹山１丁
目５番１０号

社団法人 新潟市シ
ルバー人材センター

「
間瀬支店 〃

」

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，宿日直窓口収納の業務を平成１７年４月１

日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託した

ので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示す

る。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２３号

収納事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，使用中止に伴う水道料金の精算料金の収

納事務を平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの

間，次のとおり委託したので同法施行令第２６条の４第１

項の規定により告示する。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２４号

宿日直窓口収納事務の委託について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，宿日直窓口収納事務の業務を平成１７年４

月１日から平成１８年３月３１日までの間，次のとおり委託

したので同法施行令第２６条の４第１項の規定により告示

します。

平成１７年４月１日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

新潟市水道局告示第２５号

新潟市水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

について（昭和５１年新潟市水道局告示第６号）の一部を

平成１７年４月１０日から次のように改める。

平成１７年４月６日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

２表越後中央農業協同組合中，

を削る。

新潟市水道局告示第２６号

新潟市指定給水装置工事事業者の指定について

記

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３第２項の規

定により，下記のとおり新潟市指定給水装置工事事業者

に指定したので同条第２項の規定により告示します。

平成１７年４月２２日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第５３３号 吉田設備

第５４１号 有限会社 武田建設

第５４２号 株式会社 佐藤建設

第５４３号 有限会社 一場

２ 指定年月日 平成１７年３月２１日
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